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塗遥蝿

巻 頭 言

河野健二

「日仏経済学会」が正確にいつ創設されたか、記憶はさだかではない。1950年に「経済学史学会」がつくられ、

そこでお目にかかった早稲田大学の久保田明光教授からおすすめをいただいて入会したことをおぼえているから、た

ぶん1950年代の末のことだろう。学会の会長はずっと久保田先生であった。フランスの経済や経済学をまなぶ日

本人の研究者のあつまりであり、規模は小さいが親しみのもてる会として今日まで続いてきたとおもう。この会力轆

く上で最も尽力されたのが久保田先生に始まり、次の会長の山川義雄先生、この間事務局長を勤められた岡山隆、諏

訪貞夫、西川潤ら早稲田大学の先生方である。私の会長職がどうにか勤まったのも、すべて早稲田の先生方のご協力

のお陰であり、そのことを銘記したい。

「日仏経済学会」ができて間もなくの頃、私はパリで久保田先生にお会いすることができフランソワ・ペルー、ア

ルフレド・ソーヴィといった著名な教授たちに引き合わせていただいた。パリでの一日、先生と共にフランソワ・ケ

ネーの旧宅を尋ねるべくメレヘの小旅行をしたことも忘れ難い。私の家内が用意した握り飯を先生は大変喜ばれた。

そのことは先生の随筆集にも書かれている。同じ頃ソルボンヌでフランスの経済学会が開かれ、私は先生と共に出席

して多くの知り合いを得ることができた。

こういう経過があって「日仏経済学会」ではその後、ジャン・マルシャルやアンドレ・マルシャル兄弟の経済学者

を迎えて東京と京都で講演会をしたりする気運が生まれた。そうしたフランスの経済学者との交流は、今日ではいっ

そう盛んになっていることはいうまでもないが、それもまた久保田先生力噛を蒔かれたことの結果である。

「日仏経済学会」のメンバーは、これまでフランス経済よりもフランスの経済学のほうに多くの関心をよせてきた

と思う。私自身を振り返ってみてもそうである。しかしフランスを含むヨーロッパがいま直面している経済統合は、

実践的にも理論的にも極めて重大な問題をふくんでおり、ある意味では21世紀の世界状況を予言するものと言うこ

とができる。こういう経済分析に取り組む会員の方々 が多くなって、その領域で指導的役割を果たしてくださること

も今後に期待したい。

1992年10月20日
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派閥の論理と政治力学

東洋女子短期大学小金芳弘

最近の日本の政治の混迷は、日本の政治家のもつ、近代民主主義国家にあっては珍しい指向と態度の特性に起因す

ると思われる。一般の日本人がそうでないというわけではないが、政治家という職業がこの特性を際立たせるのであ

る。

丸山真男「忠誠と反逆」（筑摩書房）によれば、日本が中国や西欧の法制をコピーした大宝律令や明治刑法は、天

皇という具体的な人間に対する攻撃である謀反（叛国罪）を明確に区別していたが、土着の思想を法制化した貞永式

目や武家諸法度は、そうなっていない。

これは、「武士的結合の本質が、主人と従者の間のどこまでも具体的・感覚的な人間関係にあり、忠誠も反逆も、

そうした直接的な人格関係を離れた抽象的な制度ないし国家に対するものとしては考えられなかったからである」

(前掲書)。

このこと自体は人間の自然な心情だが、多数の異質な下位集団を抱える複合的な文明社会は、秩序と統一を維持す

るために、普遍抽象的な観念にもとづく「体制」への忠誠を必要とする。その頂点に立つ「天皇」や「皇帝」に組織

の「象徴」という役割が与えられるのは人間の心情と組織の必要を両立させるためだが、中国や西欧では両者は早く
から分離したのに対し、日本では、「天下」と「天下様」は同じでなければならなかった。

組織への忠誠という観念ではなく人間への尊敬や愛着という環状によって結びついている集団は、巨大化するに従っ

て管理が難しくなる。頂点と底辺の間に介在する者が増えるのにつれて、結合が間接的になるからである。昔の日本

軍では、100人から200人ぐらいまでの組織では隊員が隊長との直接接触できるので軍紀は厳正だったが、それ

以上のレベルになると規律は乱れ、首脳部の了解なしに満州（中国東北部）で戦争を始めた将軍達が勲章を貰うとい

う事態になり、これがやがて全軍に普及した。

戦後日本の主役は軍隊ではなく企業になり、ここでの社長と社員の関係は天皇と兵士のそれにくらべれば遥かに近

いので、この問題はなくなったように見える。しかし、企業活動に枠をはめるべき政治の分野には、根本的な問題が

まったく未解決のままに残っている。

民主政治の下では、政治家が集まって作る政党が、選挙で勝つことによって国家の意思を決定する資格を得る。市

場でライバルと戦わねばならない点では企業も同じだが、企業は競争で勝てばそれで終わりである。しかし政党は、

勝って初めて本来の仕事を行うことができ、その結果が悪ければ次の選挙で負けるのが決まりである。だから党員は、

先ず党に対して次に国家に対して忠実でなけらぱならないが、日本の党員は、忠誠の受け皿としての具体的な人格を

必要とする。戦後の日本では吉田首相がそれになったが、何百人もの権力者の忠誠の対象になる政治家がいるという
ことは、むしろ異例な事態である。

西欧の民主主義国の政党の党員は、一人の人間に対してではなく党と国家に対する忠誠によって結びついており、
それを巡っての競争はあるが、負けた者は他の役割に着けばよいので、別に問題は起こらない。

しかし日本人は、党首になったライバルと役割を分け合うことはできないので、誰が党首になろうが、その候補者

達の対立は終らない。吉田以後の民主党では彼らは八つの派閥に分裂し、そのいくつかが連合して政権を作るという

形をとってきた。このコンドミニアムでは、派閥の長力聴力に伴うポストや利権を分け合い、それを配給することに

よって部下の忠誠を得るが、「総裁派閥」には特別の責任が要求される。

－5－



それは、党首になった者は「派利」を離れて全体のために働き、部下もそれに協力して「汗を流」さねばならず、

それを怠った派閥連合は「反主流派」の攻撃を受ける、というものである。しかしロッキード以後は、党首になる望

みのない長を頂く田中派の規模だけが異常に膨張して「派閥の論理」はうしなわれた。他派閥は田中派の力を借りな

ければ政権が取れないのでそれをチェックできず、田中派の者は、他派閥のために何時までも節度を守ってはいられ
ないからである。

田中氏に反旗を翻してやっと作り上げた竹下派も同じ状況に陥って、病状は更に深刻化した。これを直すには選挙
制度や政治資金制度を直さねばならないことは事実だが、問題は、病人が自分を手術できるかということである。最
強の力を持つ竹下派は統一を維持するのに手一杯になっており、小派閥に分裂したら何もできなくなる。約束を固め
て集金．集票マシーンに磨きをかければ、他派閥の縄張りを侵食して反撃を受ける。こうなった政治家は、本来の職
務を果たすまえに血で血を洗う争いを繰り返す戦国武将と同じであり、それに支えられる自民党総裁は、戦国末期の
足利将軍と同じである。

しかし戦国時代が永久には続かなかったように、これもやがて収束するだろう。そのための条件は、日本人が直接
的な対人関係を「上下」ではなく「平等」の原則で処理するようになり、巨大組織の管理を「人」ではなく「価値」
に対する忠誠を基本として行うようになることである。緩慢ではあるが、今の日本はその方向に進んでいる。そうな
るまでの間の日本経済の負担は大きいが、それに堪えることは可能であろう。

際の適格性が主として考慮の対象となっている様である。

経済学の分野では、十年程前、私が試験委員になった頃は相当数の応募者と、毎年一・二名の合格者があったと記

憶している。最近では、法学、政治学の分野の応募者が増加しているが、経済学の分野の応募者は増大していないの

が実情である。フランス側は経済学関係のプルシェの派遣を強く希望している様である。

その理由は、何と云っても、文字通り経済大国となった日本から経済学を研究するプルシェ・ドウ．グーベルヌマ

ン・フランセ(Boursierdugourernementfran96ais)を迎え入れ、日本との間の経済学研究と経済関係の緊密化を

計りたいと強く希望きている様である。日本側の少数の留学生候補者の中に経済学関係の合格者が居ると、プルシェ

として採用したがる強い傾向がフランス人試験官の中に認められると云うのは、主として経済学関係の研究計画と研

究業紋を審査している私の希望的観察ではない様に思われる。

フランス経済史、経済思想史、経済学説史、等の分野の諸君はもちろんのこと、フランス、及びヨーロッパの経済

事情、フランスにおける経済理論、経済政策などの研究を指向している諸君は、振って、フランス政府給費留学生試

験(Leconcourduboursierdugourernmementfran96ais)を受験して頂きたいと強く希望する次第である。全国

の相当数の大学の大学院経済学研究科、商学研究科、社会科学研究科、等、関連する研究科には、博士課程の学生諸

君が居る筈である。その中で、フランス経済の研究を進めている諸君には以上の状況を説明して頂いて、プルシェ試
験受験をお勧め頂きたいとこの機会にお願いする次第である。

経済学関係のブルシエ試験の応募者が増え、合格者がフランスで各自の研究を進めることが、日本におけるフラン

ス経済、ならびに、フランス経済学の研究に大きく役立つことは明白であり、これが、日仏経済学会の発展にも直接
大きく貢献すると考える次第である。
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フランスの都市再生プランと日仏交流

国立ボン・ゼ・シヨセエ科大学竹内佐和子I

｜

’

パリで仕事をするようになって、ここ7，8年の間に街の様子が随分変わった。パリの西端にはグラン．ダルシュ

(新凱旋門）が建設され、東端のベルシー地区には巨大な大蔵省の建物が出現した。ループル美術館のピラミッドや

オルゼー美術館はパリの顔としてすっかり定着した。現在、シヤンゼリゼ通りや東岸のオーステリッツ駅周辺でも新
しい開発プランが進行中である。21世紀までにパリはヨーロッパの中で格別「美しい首都」に生まれ変わるだろう。
首都だけでなく、最近は都市の再開発が地方都市レベルでも本格的に始まっている。パリの雑踏を離れて地方の街

まで足を延ばしてこそフランスの良さを発見することができるとかねがね思っていたが、地方都市を訪れてみるとあ
らためてこのことを実感する。

ロアール河のほとりにあるツール市、北フランスにあるリール市、南フランスにあるトゥールーズ市を最近訪ねる

機会があったが、それぞれに特色のある都市の再生プランが進行中である。そこには古い殻を脱ぎすてようとする都
市の姿がある。

こういった地方都市の再生計画の共通の特色は「日仏交流」を穂極的に組みこもうとしていることである。どの都
市にいっても、日本からの投資誘致に実に稲極的である。自分たちの街つくりに日本がいろいろな形で参加してくれ

－6－
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ることを望んでいる。

ツーリズムも外国からの投資誘致ももはやぱらぱらでは意味をなさない。経済や文化面で外国との交流がどれほど
活発に行われるがが、地方都市の魅力の一つになろうとしている。その結果、外国との交流計画は地方都市の政策プ
ライオリティの中で高い位置を占めるようになってきた。外国との交流や外国投資の誘致部門が市の行政部門に設け
られるなど制度的な対応も充実してきている。この点はむしろ日本の地方都市の行政担当者はもっと学んだほうがい
い。

がらも、北ヨーロッパの主要都市に容易にアクセスできる中心に位置している。

リール市は、炭鉱と綿織物産業で栄えていた街である。2つの産業は共に衰退の一途をたどり、代わって通信販売
業など流通業の発展に力が注がれてきた。どちらかというと過去の灰色のイメージが先行するが、昨年頃からにわか
に街の人々は活気づいてきた。一つはユーロ・トンネルの開通により英仏間の流通力穏拡大することが見込まれるか

らである。ブリュッセルに近いことは、ECレベルで遂次決定される商品規格などの情報をいち早く収集するのに有
利である。1993年にスタートする単一市場構想は、この街の再生プランに組み込まれたといってもいいだろう。
それを具体的に示すのが、リール・インターナショナル・ビジネス・センターの設立構想である。

この構想は、現在のリール駅の裏手にある約70ヘクタールの土地に、物流とビジネスの拠点を作り出そうという
ものである。このセンターの玄関になるのがTGV・ノールのリール駅である。この駅は地下トンネルの中につくら
れ、その駅上空間を利用して3つのタワービルカ穐設される。その中でも日本の建築家萩原一男氏によるタワービル

は、コンクリートの柱と建物部分にメタルを使った特殊な構造になっている。シェラトン・ホテルがこの建物に入る
そうである。駅での火災などの場合にビルを保護するといった防災上の理由から、地上一階部分に空間が設けられ、
ビル全体が宙に浮いているような印象を受ける。ハイテク技術の面では、事務所部分は情報通信技術が配備されたイ
ンテリジェントビルとなり、停電の場合の電力のバックアップ体制も設計段階で組み込まれている。

こういう形で日本の建築家が、フランスの地方都市で活躍していることは画期的である。リール市の人たちの国際
的に開かれたセンスがうかがわれる。日本との技術交流をこういう形で進行させることは日本との技術交流のいいモ
デルになるだろう。設計・開発には、半官半民のユーラリール社があたっている。完成時期は1993年である。
これらの構想を聞いていると、21世紀の都市をすでに目前にしているような気がしてくる。トンネル建設などイ

ンフラ面での工事が着々と進み、工事の規模でも欧州最大となる。リール地方出身のピエール・モーロア元首相をリー
ダーにして、いまリール市民は新しい欧州の息吹を実感している。

’

そして「都市」がこのように再生していくプロセスは、ヨーロッパの再生をかけた歩みのようにさえ思われる。マ
レー地区などパリの旧市街地がかもしだす伝統的な雰囲気に、もう一つ現代的なイメージカ伽わることをパリジアン
たちは誇らしく思っているにちがいない。そしてパリを訪れる人々もこの都市の姿を通じて、ヨーロッパが誇る構想
力を垣間見ることになるだろう。

3トゥールーズ市主催のジャパン・フェスティバル

パリからトゥールーズまでの一日飛行便の数は20便である。この数だけでもこの地域の重要性が想像できる。加
えて、トゥールーズ空港からは欧州主要都市にむけ国際線がひんぱんに飛ぶ。さすがに欧州航空機産業の中心地だけ
のことはある。

しかし、この街のひとぴとは航空機産業だけを取り上げることにもはや満足しない。テクノポール総裁のバルセリ
ニ氏は、この地域を公衆のハイテクをリードする場所にしたいといっている。そのために、情報技術、エレクトロニ
クス、バイオ科学で最高水準の企業誘致に力を入れている。この誘致政策の結果、欧州各地から先端技術企業がぞく
ぞくとこの土地に集まってきている。ECレベルの先端技術の開発プログラムもこの地域を中心に行われるようになっ
ている。

日本企業にもこのトウールーズに来てほしいとバルセリニ総裁はひんぱんに日本を訪れている。昨年クレッソン．
フランス首相が対日批判をしたときには、首相官邸にまで出かけて行って直接抗議をしたという。昨年の夏には日本
フェスティバルを2週間にわたって開催し、日本との交流にとりわけ力を入れている。このフェスティバルには、沖
縄からわざわざ琴の演奏団がやってきて、1週間にわたって演奏会を開催した。渡航資金などはすべて自弁だったそ
うである。ここの街の人と話していると、フランス人の産業防衛的姿勢はまったくというほど感じられない。日本人
とオープンに、そして対等に付き合おうとしているのである。

フランスの地方都市は、欧州統合の行方をながめながら、自分たちの都市が欧州のなかでどういう位置を占めるの
かを模索し始めている。そして自ら作り出したプランによって徐々に再生プロセスを押し進めている。その中で日本

----8--- －9－

＝一一こ-．



’

との交流が欠かせないものだという認識は急速に広がりつつある。伝統を残しながらも、新しい都市の姿をつくりあ

げようという意欲はすばらしい。こういう都市再生の歩みに日本も加わることは欧州の魅力を学ぶいい機会になるだ

ろう。

学史を往来する随想

フランソワ・ケネーとレギュラシオニスト

神奈川大学平田清明

1994年はフランソワ・ケネー死後300年にあたる。これを記念する行事がフランスで準備されている。

この数年の間にフランスを訪ねる度ごとに私は、ケネーの生涯をめぐる資料の発掘や革命前夜の社会経済事情の資

料的蒐集に努めてきた。ケネーの生地メレの市長ド・ヴイトリーと何度か面談していたせいか、92年4月エヒト女史
からケネー死後300年記念事業の組織委員会に関しての通知が送られてきた。そこには、ケネーはフランス以外では、
｢日本を除いて｣、その理論的有効性を今日ではほとんど認知されていないが、死後300年を記念することにおいて、
彼のもつ理論の意味を現代に問い直したい、という趣旨の文章が書かれていた。

どのような事態が日本にあると同女史が思ってこう書いたのか、私には皆目不明である。また、それをあらためて
問い直す必要もないはずである。

しかし、「日本には｣、同女史が想像しているのとはおよそ異なる意味であろうが、ケネーの理論的な意味が今日と
くにあらためて問い直されているのだと実感している人が私を含めていることは確かだ。
昨1991年10月、グルノーブル近郊のラフレー湖畔で開催された「蓄積体制とレギュラシオン様式」をめぐる日仏経
済学者コロークにおいて、フランス・レギュラシオニストの一代表であるB.コリア氏が、日本人参加者には一つの
グループがありますと、ごく自然に、周りのフランス人研究者に語ったのを、私は今思い出す。私はそこに奇妙な符
号があるのに、気づかされる。

この奇妙な連想のキーワードをあえて挙げてみれば、以下のもの－
マルクスにおける「過程する資本価値」「諸資本の循環過程における過程的連関｣。
「カピタール」より『グルントリッセ」に。
「マルクスの経済表｣、「循環回転表式｣。

ケネーにおける「前払い（資本）の投下と回収｣。表＝過程表。
前年度．当年度・次年度そして始原と原理・生産過程における大農法と小農法。消費＝有効需要の保障と非保障。
総じて、諸過程における自由=deregulationo

革命後のシスモンデイにおける循環過程分析。自由主義的古典に対する「新原劉としての政治経済学的レギユレーション。

その基礎テーゼー「前年度の所得こそ、今年度の生産物に対して支払われうるものである｣。過少消費による恐慌･

レギュラシオン・コロツクの二日目であったか。何かのついでにコリア氏がペルニス教授に私を紹介しながら述べ
－10－
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た。「お気づきかも知れませんが、日本側には一つのグループがおります」と言いながら、「私の研究所で仕事をし

ている花田（昌宣）氏は日本で平田氏と山田（鋭夫）氏のゼミナールでマルクスを勉強した人であり、井上（泰夫）

氏は平田氏とともに「ケネー経済表」の共訳者です」と述べた。私はすぐ付け足した。「私はケネー経済表の研究で

国家博士（旧制）の学位を日本で得たのであり、井上泰夫氏はパリ第二大学でボードー経済表の研究によって博士号

を得た人です。そして山田氏はマルクス・グルントリツセ研究で学界に寄与し学位を得た人です。ケネーにもきわめ

て詳しい人です。また平野泰明氏は、学部学生の時以来シスモンデイの研究に従事し、修士論文は『政治経済学新原

理」に関するものだったと記憶しております｣。

この会話のなかに珍しくボッカラ氏が加わり、日本のレギユラシオニストの学史的な繋がりにひどく感心した趣で

あった。

たしかにあらためてフランスで、この地に集まった人のうちのある一定部分は、経済学史の諸山脈を読みかえなが

ら、いわゆる原理論と現状分析との二分化ではなく、また帝国主義といった19世紀的政治主義にたつ段階規定によっ

てではなく、現代認識を理論化しようとしてきた人たちである。

こんにち日本でレギユラシオニストの諸文献を紹介し、また自らの理論的方法概念をそこから得ようとする人々が

単に翻訳者ではなく、それぞれに理論的な修練の蓄積のうえにこの外来の理論をも吸収し自己のものとして消化しつ

つ、レギユラシオニスト・アプローチの展開そのものに寄与しているのを目のあたりにするのは、文字どおり思わざ

る見つけものtravailであると私には想われる。

ラフレイ会議を省みて

応用数理経済研究所長・グルノーブル第一大学教授ジェラール・ド・ベルニス

1991年10月9－12日の期間、グルノーブル郊外のアルプスの村ラフレイで開催された「資本蓄稲と調整様

式一日仏比較」会議には日仏双方から計40名の経済学者が集まった。討論、意見の交換はきわめて活発であり、会

議時間以外の場でも、あるいは湖を望む庭園で、あるいは暖かい雰囲気の食卓で、対話は続いた。これらの対話を通

じて日仏両国の経済学者間に強い友情の絆ができたことは大きな収穣であり、グルノーブルで築かれた協力関係が今
後さらに発展していくだろうことは確かだと思われる。

この会議は経済学の面では次のような積極的な成果をもった。

日本経済に関するフランス語の研究業鎖はそう数多くはなく、出版物も科学的なものよりはジャーナリスティック

なものが多い。この点を考えると、この会議で日本経済の構造やダイナミズムに関して質の高い分析を行った二十余

のペーパーが提出されたことは大きな意義をもつ。これらのペーパーのかなりの部分が、フランスでは今日まで知ら

れていなかったような資料を用い、分析視角も斬新であって、フランスでの日本経済理解を大きく前進させるような
性質のものであった。

この会議の間に日仏両国の経済学者達の間で交わされた活発な討議は、レギュラシオンに関する理論研究を深化さ

せる上でも大きな意味をもった。レギユラシオン経済は過去数十年間フランスでめざましい発展を遂げているが、こ

の経済的アプローチがフランスにおいてと同様に、日本経済の蓄積・管理様式の分析にも妥当すること力鞭明された。

－11－



「とりわけ、この会議で明らかにされた日本経済とフランス経済の動態の相違は、今後フランスでのレギュラシオン学
派の構造分析、経済危機分析にも大きな影響を及ぼすだろうことは疑いをいれない。

応用数理経済研究所では雑誌''LeMondeenD6veloppement''の特集号としてこの会議に提出されたペーパーを
まとめて出版し、フランスでの日本研究、 またレギュラシオン研究の一層の展開の基礎としたいと考えている。

－12－
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フランスにおける大衆ツーリズムの歴史的変遷

国立学術研究センター：パリ第五大学ニコル・サミュエル

フランスにおける大衆ツーリズムの歴史的変遷を良く理解するためには、少なくとも手短に、ツーリズムの一般的

な歴史との関連でそれを位置づけることが必要である。本報告の冒頭部における主題は、フランスにおける大衆ツー

リズムの歴史的変遷とツーリズムの一般的な歴史とのこうした比較にある。次に、私は、フランスに限定した大衆ツー

リズムの変遷について分析を試みたい。我々 は、この変遷をいくつかの局面において考察することが出来よう。最後

に、フランスとフランス以外の国々が直面している大衆ツーリズムの今日的諸問題について言及しよう。

まず最初に述べておかなければならないのは、ツーリズムとは、新たな地平への出発とその発見とに対する痛切な

人間の欲求に応えるものであった、ということである。こうした新たな地平への出発とその発見とに対する欲求は、

人類とともに古くから存在し、それはホメロスの叙情詩『ユリシーズ」の中の神話的探求にも示されている。と同時

に、また、我々 が注目しなければならないのは、旅という行為が、ヘロドトス(484-420)やクセノフオン(430-

355)、ポーサニアス等、紀元前2世紀のギリシアの歴史学者や地理学者、あるいは、イリーヌ・ル・ジューヌ（62-

114）の著作に示されているように、古代ギリシア・ローマ時代にあって既に存在していたということである。しか

しながら、こうした古代ギリシア・ローマ時代における旅は、とりわけ、統治者が軍事的責任を遂行する目的で行わ

れたものであった。その一方で、旅のもう一つ別の形態が、この時代既に発展しつつあった。すなわち、湯治や巡礼

を目的とした旅の形態である。宗教的な意識が、時には、オリンピック・ケームのようにスポーツに対する興味と結

びつくこともあった。第一回オリンピックが、紀元前776年に組織されると、それ以後四年に一度開催され、数多く

の観光客をひきつけた。また、バカンスを楽しむ短期間の小旅行も歴史上早い時期に行われていた。例えば、メソポ

タミアの王達は夏の宮殿を持っていたし、古代ローマ市民達は、チボリにあるハドリアン皇帝の別荘のように、暑い

季節のため、ローマに隣接する丘の上に別荘を建てさせた。また、富裕なナポリ人達もポンペイにセカンド．ハウス

を持っていたのである。より涼しい気候を求めて、あるいはスポーツをしたり、社会的な諸活動に参加しようという

目的で旅をするということは、人々 にとって重要なことであったが、しかし、こうした小旅行はごく小数の特権階級

の人々 としか縁が無かった。こうした時代にあっても、ローマの若者達の中には、自らの勉学のためにアテネに行く

ことの出来る者もあったが、気晴らしや勉学を目的とした旅は中世が終わりを遂げるまで滅多にあることではなかっ

た。数多くの学生が、モンペリエやパリ、オックスフォード、ボローニャ、あるいはサラマンク等の有名な大学へ行

くことが出来るようになったのは、ルネッサンス期になってからのことである。14世紀になって、旅に対する関心

が、モンテーニュのl$VoyageenltalieparlaSuisseetl'Allemagneenl580etl581''や、またその後1612年に

出版されたフランシス・ベーコンの"OfTravel"等の文学作品によって刺激されて、急速に高まった。フランシス．

ベーコンが強く主張したのは、旅という行為は、若者の教育の一環でなければならず、しかも全ての人々 にとって貴

重な体験でなければならない、という考え方である｡14世紀末には、旅に関する書物が大流行となった。例えば、

"GuidedesCheminsdeFrance''(1352)やあるいはまた、"VoyagedeFrancedress6pourl'instructionet

lacommodit6desFranc6aistantquedes6trangers''(1589)である。旅は、上流階級の人々の間にひろく受

け入れられ、そのため旅をするということがしゃれた行為となった。フランスにおいて、国王フランソワ（1494-15

47）が、自分の宮殿をあちこち移転させたのはその良い例である。また、この時代の偉大なユマニストや芸術家達、

あるいは作家達は、同時に大旅行家でもあった。それは、モンテーニュ（1533-1592）のみならず、より古くは、エ

’
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た。新しい環境によって、彼らは娯楽（社交会の集まりや遊戯、狩猟）を見いだし、健康を取り戻し（温泉療養)、

あるいはまた、商売の機会を得た（例えば、これは、中世ヨーロッパにおいて存在した大きな市場の果たしていた機

能であった)。前にも言ったように、古代ギリシアーローマ文明やルネッサンス文明はそうした時代であった。にも

関わらず、ツーリズムという概念は18世紀の終わりまで存在しなかった。そして、ツーリズムという概念は、英国

で生まれる。英国は、産業革命による、経済体制や生活習慣、そして価値観の大きな変化を体験した最初の国であっ

た。

ところで、"tourisme''という言葉が同時代に存在していなかったからといって、これはさほど驚くべきことで

はない。0otourisme"という言葉は、英語の@otourism"に由来しているが、@0tol'T･iRm''自体はフランス語の"touX''

からきた言葉である。しかし、こうした言葉は、フランスでは使われておらず、18世紀のイギリスにおいてのみ使

われていた。当時のlltour''あるいは、"grandtour''という言葉は、英国の貴族階級の若者達が、普通はその後

見人を伴ってヨーロッパ大陸を旅行することを意味していた。こうした貴族階級の若者の旅の習慣は、16世紀に始

まったものであるが、18世紀に至るまで一般的ではなかった(‘)。こうした旅は、貴族の若者に対する補完教育の一

環と考えられていた。そのため、中には、@@TheGentleman'sguideonhistour"と題する、アンドリユーが著し

た本のように、イギリスのこうした若者向けに書かれた本もあった。そういった本には、彼らがイギリスに帰国した

際、父親に"LeVoyage"と題する自分達の紀行文を見せることが出来るようにと、彼らが見なければならないも

の、あるいはしばしば彼らが見たと言い張らなければならないものがまとめられていた。こうした旅行に対する関心

は､トービアス・ジョージ・スモレツト（1721-1771）の"TravelsthroughFranceandltaly"(1766)やある

いはローレンス・スターン（1713-1768）の"AsentimentalJourneythroughFranceandltaly"(1768)等の

文学作品によって刺激された。スターンの著作は、今までにない新しいタイプの作品であり、その中で彼が注視して

いるのは、彼自身による旅の心象風景であった。とりわけ、スターンは、彼がヨーロッパ大陸を旅行している間に交

わした恋愛のような、‘‘センチメンタルな”体験を強調している。

明らかに、いわゆる"touxJ'は、我々 が"tourisme"と称するものの原型である。19世紀末になって、･4tOUrismざ，

¥"touriste''という言葉は、世界中のほとんどの言語の中に登場した。富裕な階級の旅行者によって綴られたお手

本を模倣することは、他の社会階級の人々 にとっても心ひかれることであった。ブルジョアジーは、次第に、自分達

にも関わりがあるのだと感じはじめていた。例えば、新婚旅行に出かける習慣は、19世紀最後の10年間に、ブル

ジョア階級の間に広がった慣習であり、著嗜な商品にだけ携わっていたパリの商人達の思いつきからはじまった。彼

らは、"CataloguesdeMariage"を発刊し、その中で、リヴイエラやスイス、スペインやイタリアへの新婚旅行を

強く勧めている(5)。

その当時、海辺や山岳地帯にある保養地への旅客数が増大しつつあった。例えば、ビアリッツを訪れる旅行者が、

1887年には20,000人だったのが、1929年には78,350人に増加した《‘)。また、万国博覧会が、次第に興味の中心になっ

てきた。1855年にパリで開催された万国博覧会を訪れた人が500万人であったのに対し、1867年には1,100万人、1889

年にはおよそ3,300万人の人々 がパリを訪れた(7)。ツーリズムに対しあらゆる社会階層が進出するという現象は、テル

マリズムの場合により明確に現れた。’9世紀のはじめ、湯治場を訪れる大半の人は、貴族階級の人々 であった。し

かし、1830年頃には、大ブルジョアジーの人々 が、そして、20世紀のはじめには、プチ．ブルジョアジーの人々 、

すなわち商人や従業員、中流の役人までもが湯治場を訪れるようになった。フランスにある湯治場数は、1850年の125

ケ所から、1900年には183ケ所と増加し、また訪れる人の数も、1850年の約150,000人から、1900年には約300,000人、

そして1910年には約700,000人と激増した181。ヴイシーヘの旅行者の数も、1891年には、約56,000人だったのが、1913

年には109,000人となった伯)。こうして、テルマリズムは、何世紀もの間、貴族によって独占されていたが、それ以後

半世紀間に、フランスの中産階級の余暇を構成する一部分となったのである画。

ラスムス（1467-1536）やレオナルド・ダ・ヴィンチ（1452-1519)、あるいはラプレー（1494-1553）を始めとす

る数多くの文筆家の場合もそうであった。

17世紀になると、富裕な人々 が気晴らしに湯治場へ出かけることはあっても、道路事情が改善されたにも関わら

ず、旅客量が減少したように思われる（おそらく、それは、この時代の、より利己主義的、かつ愛国主義的な時代精

神のためか、戦争のためか、あるいはまた、この時期におけるより寒冷な気候条件のためであろう？)(')。しかしなが

ら、18世紀には、再び、旅をするということが流行になった。というのは、ヨーロッパの人々 に経済的余裕が生ま

れたために、彼らは精神的に開放され、より国際的なものの考え方をするようになったからである。従って、この時

期、戦争に対する関心は薄れることとなった。また、ここで言及しておかなければならないのは、モンテスキュー

（1689-1775）のような文筆家の影響である。モンテスキューはドイツとイングランドへの旅行体験を著した大紀行

で知られていた(2)。裕福なイングランドの人々 がアルプスに訪れはじめたのは当時のことである。

’9世紀になると、鉄道網力穏速に発展し、ロマン派作家に啓発されて、自然、すなわち海や山に対する人々 の関

心も高まってきつつあった。そしてまた、特権階級の人々 の間には、旅をすることに対してスノツプな意識もあった。

にも関わらず、大半の人は自分の家から動かず、ただごく小数の豊かな人々 だけが、また時には芸術家が、旅をする

機会に恵まれていた。こうした旅をする機会に恵まれた人々 の影響で、その季節に特有のリズムが生まれた。地中海

沿岸では、冬場のシーズンが10月から5月まで続いた。夏の間には、次の四つのタイプの目的地が良しとされた。

湯治場、海辺や山岳地帯（とりわけスイス）の保養地、あるいは田園地帯の宿泊施設は、特に、下級貴族や英国の裕

福なブルジョアジーに好まれた。富裕な人々 は、春から秋の終わりにかけても旅をした。数多くの人々 が、フランス
やイタリアにあるアルプスの湖を訪れるその一方で、とりわけ1880年以降には南イタリア、あるいはギリシア、また

北アフリカやエジプトにまでも多くの旅人が訪れた。春になると、たくさんの人々 がパリやロンドンを訪れた。’9

世紀も終わりになると、こうした旅をする機会に恵まれた裕福な人々 は、旅に関する専門知識を熟知した旅の専門家

になっていたということが出来るだろう。中には、既婚者Bashkirtseffのように、常に自分の家から遠く離れて、
"Journ91"の中で著作活動を行っていた者もあった。“私の生活のスタイル？荷造りをして、また荷を解き、衣
服を身につけ、買物をし、旅をする。決して、そうしたことが中断されることはない！”(3)。ロシアの女帝エカテリー
ナは、こうした生活のスタイルを極端な形で遂行した。エカテリーナは、公式行事の場合か、あるいは秋にハンカリー
で狩りを楽しむ時以外、自分の家に戻らなかった。彼女は、残りの冬を地中海の島、春はイングランドかまたはアイ
ルランドで過ごし、そして夏は湯治場かあるいは海辺に滞在した。
実際、旅は、第一次世界大戦まではずっと、裕福な人々にだけ許された特権だった。豪箸なホテル群が、リヴイエ
ラに、1880年から1885年の間に建造されたり、富裕な人々に利用されていた保養地の間で、建築熱力塙まった。当時
は、国境を超えて旅をすることが容易であった。というのも、ヨーロッパの大部分の国々は（但しロシアとトルコは
除いて）パスポート無しで往来すること力呵能であったためである。列車が船と連絡することによって、ロンドンあ
るいはパリからはるか遠くへ向けて、富裕な旅人達を輸送した。例えば、1896年には、プルマン式の特等客車やある
いは一等車が船と連絡して、富裕なヨーロッパ人達をカイロへ向けて輸送した。その時の彼らの目的は、Ghezirehの
祭りを見物することであった。

20世紀初頭には、豪華列車と豪華船によって、パリとモントリオール間を13日で結ぶことが可能となった。ま
た、日本には’7日間で藩くことが可能となったのである。

以上のように、旅の慣習は西欧文明とともに存在してきた。ここで注目しておかなければならないのは、こうした
旅という慣習が、ヨーロッパ史上のある時期においてとりわけ頻繁に行われてきたということである。例えば、ある
程度確信をもって自分の家を離れなければならない時、都市や商業貿易が著しく発展を遂げた時、あるいはまた、知
的好奇心が高まってきた時に、人々は頻繁に旅をした。そうした時期に、富裕な人々は、新たな環境を求めて旅に出

|、

,ノ

‐
↓

鶴

Ｉ
ｌ
Ｉ
１
ｊ
Ｉ
ｌ
１
１
ｌ
Ⅲ
ｌ
糾
糾
ｌ
釧
１
卿
捌
卿
１
剛
湖
淵
捌
蝋
洲
削
澗
胤
繍
綱
洲

－17－
－16－



I

事実、19世紀末以降、フランスとその他の西側工業国において、ツーリズムが大規模な社会的現象として発展し

はじめるが、そうした社会現象は、我々 力吟日体験しているような大衆ツーリズムを生み出すことになるのである。

こうしたツーリズムの進展が可能になったのは、相互に補完しあう三つの主要な要因が結びあわさった結果である。

第一の要因は、技術革新である。例えば、それは鉄道網や道路網の整備、あるいは自動車や船舶、飛行技術の向上等

に象徴される。また同様に、技術革新によって、ホテルやモーテル、コンドミニアム、マリーナ、キャンプ場、スポー

ツ．センターやレジャー・センター、ロープトウ（スキーリフトの一種)、テーマ・パーク、ショッピング・センター－

等が整備されるようになり、便利さが増したこともあげられよう。そして最後に、全ての旅行者が必要としているよ

うな身の回りの物やアイディア商品が大量生産されるようになったことにも技術革新が象徴されている。第二の要因

は、都市化であった。都市化現象によって、街の中での生活が難しくなり、時に人々 は健康を害することもあった。

そのため、そうした現象は、都市の住民に田舎や自'然を見直させる結果になった（例えば、フランスの全人口に占め

る都市人口比率は、1851年に5.5％であったのが、1891年には37.4％にまで達していた。また、パリの住民は、1831

年には1,053,700人であったのに対し、1881年には2,269,000人にまでなった。1929年頃には、都市人口が農村人口を

上回っていたのである)｡大衆ツーリズムの発展に影響を及ぼした第三の要因は、工業国における余暇時間の拡大で

あり、こうした現象は産業革命によって可能となった。例えば、中流階級のフランス人は、今日、平均すると、一生

のうちの約150,000時間を余暇に費やしているが､それに対し、1800年頃には約25,000時間にすぎなかった。と同時

に、ここで注目しておかなければならないのは、産業革命によって、工業国の人々 が、その収入の主要な部分を余暇

やツーリズムに費やすことが出来るようになったという点である。

大衆ツーリズムの急速な発展は、おそらく、次のようないくつかの局面によって考えることが出来よう。旅に関す

る膨大な量の文学作品とガイドブックの刊行、新しい法律の発布、そして、中産階級に適合した商業主義的なツーリ

ズムの急速な発展を背景に､新たな体制と新たな協力関係が生まれたこと、といった局面である。もし先進国におい
て、余暇が拡大するに伴い、その重要性を理解する新たなメンタリティーが生まれなかったならば、大衆ツーリズム

の発展は、おそらくありえなかったであろうということは、注目すべき点である。こうしたメンタリティーが生まれ
た背景には、産業革命華やかなりし時には、働くというこ.と力蓮要な位置を占めていたにも関わらず、産業革命自体
が終わりを遂げるとともに、、仕事が、次第に手段としての重要性しか持たなくなっ'た、ということがある''1。

旅に関する文学作品1

19世紀になると、
19世紀になると、それ以前の著作家の場合と同様、作家が、旅に対する人々の興味をかき立てるのに一役かつて

いた。しかし、19世紀の場合は、それ以前に比べてもっと大規模で、より多くの大衆に衝撃を与えることになった。
当時のみならず今なお有名な数多くのフランス人作家が、旅に関わる作品を出版している。ここにその例をいくつか
あげておこう。

役かつて

-Wesd'unv.yagedans'eMidide'aFrance",parP｡M6rim6"
1835

_"M6moiresd'untouriste'',parStendhal,1838
__!$VoyageauxPyr6n6e3,ParVictorHugo,1843

__"Impx-siyY･Ya=｡n¥',parA｡reDumas,1851
_"VoyageauxPyr6n6es"'parHipPolyteTaine,1858
_@@LeTourduMondeen80jours'',ParJulesVerne,1876

_"",rd'4sW<(18ii/""ad.pmeCl"hm:''(1887);
"AuMaroc"(1890);､alem"(1894),parHerreL6H
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-@!TartarinsurleAlpes'',parAlphonseDaudet(1885),

旅行者を風刺した作品

-@,Surl'eau",parGuydeMaupassant(1888)

-!ILaFamillerenouillard",parChristophe(1895),

ある中産階級のフランス人家族を描写したこま割り漫画。この家族は、ある事情によって、予想もしなかった遥

か遠くの目的地へ向かって連れ出されてしまう。またクリストフの他の作品には、ある科学者のアヴァンチュールを

描いた"LesavantCosinus''がある。この科学者は、アフリカを旅行するために“必要な”がらくたを収集しては

いるが、実はパリを離れたがっていないのである！

もっと新しいところでは、ヴアレリー・ラルボーの@!JournaldeBarngbooth''やブーレーズの"Larosedu

Transsib6rien"(1913)、また、ポール・モランの"LeVoyage"(1931)を引合いに出すことが出来よう。イギリス

で注目すべきなのは、例えば、大旅行家であったロバート・えテイーブンソンの活躍である。彼は、人々 のツーリズ

ムに対する興味を高めるのに大いに貢献した("IntheSouthSeas",1896)。こうした作品は、やがてフランス

で広く読まれることになった。今日にいたってなお、我々は、旅を題材にして出版されるありふれた著作や写真集の

人気がいかに高いかを知るのである。

同時に、19世紀は、優れた旅行用ガイドブックが関心を集めはじめた時代でもあった。イギリスでは、ガイドブッ

ク第一号Murrayが1836年に、また最初の鉄道ガイドが1841年に出版された。また同年に、A・ジョアンヌの!lIti-

n6raireenSuisse''が出版された。ドイツでは、1843年に、Baedekerが、ベルギーについて、最初のガイドブック

を発売した。Murrayの"HandbookforFrance''が1854年に、またジョアンヌの"GeneralltineraryinFrance"

が1851年に出版された。フランスで最初の鉄道ガイド(1'indicateurChaix)は、1846年にさかのぼる。1853年には、

Hachetteという会社が、"Biblioth6queduchemindeger"をはじめた。これには、A・ジョアンヌがディレクター

として参加した。ミシエランによる最初の自動車用ガイドブックは1900年に出版された。こうした旅行用ガイドブッ

クの中には、全世界を取り扱ったものもあって、20世紀になってからも引続き利用されているガイドブックがある。

新法の設定

1905年以前には、どんな国のどんな法律にも、有給休暇の義務規定は存在しなかった。たとえ、有給休暇がある特

定の人々 に対してだけ与えられていたにしても、それは義務的なものではなかった。例えばドイツでは、王の命令に

より、役人に対しては有給休暇が認められていた。そうして、こうしたイニシアティブが、先進諸国の間で、プライ

ベート．セクターの雇用者に引き継がれたのである燭。フランスでは、1900年に設置された地下鉄会社が、被雇用者

に対して10日間の有給休暇を与えた。有給休暇は、オーストリアでは1910年以降（法律によって)、アメリカ合衆

国では1914年以後（慣習によって)、オーストラリアやニュージーランドでは1919年（労使間の労働協約によって)、

またソ連邦では1922年に（労働法のおかげで)、イタリアでは1927年（法律によって)、ドイツでは1934年(法律によっ

て)、イギリスでは1934年に（法律および労働協約によって)、ベルギーとフランスでは1936年に（法律によって)、

それぞれ慣習化された"。1936年6月20日、フランスでは、人民戦線政府の名のもとに、国民投票が行われた。こ

の国民投票によって、毎年2週間ずつの有給休暇と2週間分の給料の全額が支給されなければならないという法律が

採択された。と同時に、余暇に関する所轄官庁が設置され、閣外大臣として、レオ・ラグランジェが任命された。ラ

グランジェは、旅を奨励するために、一年に一度、サラリーマンに対し、鉄道のチケットを提供したので、このチケッ

トはやがてラグランジエ‘チケットの名で知られることとなった。また、彼によって、鉄道の料金は50%引き下げら

れた。と同時に、後楽列車やスキー列車が、特別料金で運行された四・当時のフランスでは、職業倫理がさかんに取

り沙汰された時期、すなわちドイツの占領下にある時もまた、ヴイシー体制の下でさえ、有給休暇の基本原理が再び
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なるが、その一方で、ツーリズムヘの自動車の利用も急速に増えた。後になってからのことであるが、飛行機の利用

者もめざましい勢いで急速に増加した。4年間で、エール・フランスの利用者数は2倍にふくれあがり、1934年には、

50,000人であったのが、1938年には104,000人にもなった0ｶo

しかし一方において、1865年以降、新しいクラブ活動が自発的に行われる中、人々が持っている新しい側面を引き

出そうという目的で、さまざまなイニシアティブがとられ、それらは高く評価された。それは、人々の私生活、旅を

する機会（例えば、子供のための林間学校やユースホステル、キャンピング場）鯛、あるいは自分の家以外での余暇

活動（例えばアルペン．クラブやツアー・クラブ等）を楽しむ機会に関することにまでおよんだ09．こうしたさまざ

まなイニシアティブは、社会的ツーリズムともいうべきものがはじまる兆しであった。ここにあげるのはそのいくつ

かの例である。

子供のための林間学校は、1875年に、プロテスタントの牧師でスイス人のBionの指導のもとではじめて行われた。

Bionは、夏のヴァカンスの間、アッペンツエルの山岳地方へ子供達を連れていった。1906年には、林間学校に関す

る国際会議がボルドーで開催された。その他にも、例えば、やはりプロテスタントの牧師、Schoorstがハンブルグで

組織した林間学校や裕福なアメリカ人がフィラデルフィアで行った林間学校等があげられよう。1795年に、Portiez

というフランスの下院議員が、教育的な視点から旅行をとらえた小冊子を出版したという点をここで強調しておかな

ければならない。19世紀の前半を通して、スイスの寄宿学校の校長であったRodolpheT6pferは、自分の生徒を、

たびたび、アルプスに遠足に連れていっていた（彼の著書、"VoyagesenZig-Zag''あるいは"Excursionsd'un

pensionnatenvacances:1843-1853''に見られるように)。しかし同時に、これはプロテスタントの牧師、Bionの

試みであった。Bionは、こうした林間学校の活動を実際にはじめた人であると考えられる。その後、夏の林間学校

活動は、スエーデンやドイツ、ベルギー、そしてフランスやアメリカで組織されることになった。1881年には、やは

りプロテスタントの牧師であったLorriallxが、フランスで、"Programmedetroissemine"と呼ばれる活動を始

め、また、MadamedePressens6が、プロテスタントの牧師に助言されて、こうした林間学校の活動に子供達を送

りだした。その後、彼女は自らヴァカンスの間の林間学校を設置することになる。1887年の8月には、林間学校の活

動を目的として、パリ市民による運営委員会が設立された｡1905年には、1,500人のパリ市民の子供達が、男子も女

子も、そして恵まれない環境にいる子供達も、林間学校の活動に参加した。1909年になると、“Unionfranf6aisdes
coloniesdevacancesetdesinstitutionsdepleinair''が設立され、およそ5,000の林間学校活動が行われていた。

その一方で、"Unionfranf6aispourlesgroupesdevacanceslaiques"に所属した"JeunesseauPleinAir''は、

約2,000の林間学校活動を推進した。例えば、1956年には、およそ1,400,000人の子供と大人が、ヴァカンスには林間

学校の活動に頻繁に参加していた。こうしたヴァカンスの過ごし方は、裕福な家庭の若者にとっても、あるいは恵ま
れない家庭の若者にとっても、またその親達にとっても、その重要性が高く評価されてきた"o

ユースホステルの活動に関して、ユースホステルは、1907年にドイツで誕生すると、急速に世界中に普及した。フ

ランスでは、1929年になってやっと、最初のユースホステルが設置された(21)。またそれから数カ月遅れて、16才か

ら25才までの一般の若者のために､"LingueFrang6aisepourlesAubergesdeJeunesse''Jfa"Association
AnglaisedesAubergesdeJeunesse"が設立された。

20世紀のはじめには、キャンプに人気が集まった。1910年には、フランスで、キャンピング・クラブが創設され

た。第一次世界大戦後、こうしたヴァカンスの形態は、飛躍的に発展した｡1923年には、第二の新たなキャンピング

協会が設立された。!!CampeursdeFrance"と"ClublnternationaldeCampingdeFrance''である。そして、

1927年、"ClubAuto-Camping"が創設された。このクラブは、設立時には13人のメンバーであったのが、その

後わずか2年で300人にまで成長した。1937年には、"l'Unionfran96aisedesAssociationsdeCamping"が
生まれた。毎年、国際的なラリーが開催され、さまざまの国のキャンパーに出会いの機会を与えた。

検討の対象とされることは決してなかった。第二次世界大戦以後の1956年になって、法律で、サラリーマンに対し3

週間の有給休暇をとる権利が認められた。その後1959年には、有給休暇が4週間に延長された。現在では、その期間

は5週間にまで延びている。1988年には59.5％のフランス人がヴァカンスに出かけたのに対し、1989年は60.7%であっ

た。そのうち、20％のフランス人が海外へ出かけている。またその一方で、およそ3800万人の外国人が毎年フランス
を訪れている"。

ここで注目すべきは、有給休暇の権限が、全体主義国家と民主主義国家とでは、異なっているという点である。そ

の動機がどうであれ、誰でもヴァカンスを奨励したい気持ちにかわりはない("KraftdurchFreude'',personal

d6veloppementouP.N.B)。このことが、ヴァカンスやツーリズムを考慮した動きの推進力を示している。

国際的な舞台ではじめて、働く人の余暇を考える会議が、インターナショナル．ビューローによって、20年ほど

の問に組織された。その後15年ほどたって、有給休暇の問題が、再び、国際連盟や国際旅行連盟の議事日程にのぼっ

た。1936年には、ヨーロッパの12カ国が有給休暇を法律化していたが、インターナショナル．ビューローの専門家

達は、ある国際協約を提起した。この国際協約の目的は、有給休暇に関して、各国の社会政策を調整することであっ

た。こうした努力の結果、第二次世界大戦後の1952年には、60の国と地域とが有給休暇に関する社会政策を拡大す

る道を開いた。すなわち、これらの国と地域は、1952年に国際旅行連盟によって提起された有給休暇に関する国際協

約に同意したのである。この国際協約は、年間少なくとも6日間の有給休暇を義務づけようという意図で提起され、

長い間一部の人々 に独占されてきたツーリズムのエリート主義的な側面が急速に修正されたのであった。その後、有

給休暇に関する国際協約が、再び、1970年に締結された。この新しい協約には、152項目の記載事項があり、国際旅

行連盟主催の旅行に関する国際会議の会期中、1970年6月24日には、有効投票213票のうち、反対62、棄権62で採

択された。新たな国際協約によって、年間少なくとも3週間の有給休暇を得る権利が働く人々 に与えられた。この協

約は、船員を除くあらゆる職業に携わる人々 に対して訴えかけられたものである。船員の場合は、他のどの国際協約

においても例外措置をとられている。ここでこの他の国際文書についてふれておかなければならないだろう。世界の

ツーリズムに関するアカプルコ文書は、特に重要であった。このアカプルコ文書は、1982年、0.M.T.(Organisation

MondialduTourisme)によって作製されたもので、いくつかの優先事項が述べられてある。優先事項とは、休暇

や余暇をとる権利、有給休暇を得る権利、そして、あらゆる職業の人々がもっと簡単にヴァカンスを楽しむことが出
来るような法的、社会的環境づくりである。

新たな法的処置が、天然資源を保護するために数多く採択された。フランスの場合には、1823年に、資源と鉱水保
全のため、命令および政令が下された。そして、その追加条項が1856年と1860年、1957年に採択された。1887年には、
自然環境を守るための法律が採択された。また1913年には、歴史的文化遺産を保謹する目的で、そのリストが作製さ
れ、法律として可決された。1919年に、湯治場や保養地を保護する法律が制定されると、1942年には、山岳地帯や海
辺の保養地を保全する政令が出された。その他にも、キャンプ場保全の法律が1959年に、国立公園を設置しようとい
う法律が1960年に採択された。
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前にもいったように、1880年から1885年にかけて、豪華ホテルが、リビエラを中心としたヴァカンス地や大都市に、
数多く建設された。しかし、19世紀の末までは、中産階級のそう裕福でもない人々が利用出来るような、さほど高
級ではないホテルが改築されたり建築されたりすることはなかった。19世紀末に起こるこうした大きな変化は、ツー
リズムのために組織された大規模なクラブ活動の影響によって、部分的には説明される。例えば、それは、1890年に一茎勿たフランスのツアー・クラプルデ全“』ぐ1一一
設立きれたフランスの
また1863年にはモンテ アー．クラブに象徴されている。1838年に、バーデン．バーデンに、はじめてのカジノが、

‐ｰ"~～~vーv､､恥ﾂご所しゐo汐Uえは、それは、lbyu十Vｰ

カルロに設置され、その他にもぞくぞくとガジノが設置された。また、自転車旅行が流行に１
１
１
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第二次世界大戦後、有給休暇が一般的になると、社会的ツーリズムに新たな推進力が生まれた。フランスでは、そ
れは、大規模なツーリズム協会が組合によって設立された時期であった（例えば、!0TourismeetTravail'',1944;
"OCCAJ''(OrganisationCentraledesCampsetdesActivit6sdeJeunesse)やあるいは"AssociationL6o

Lagrange''(1951)等である)。その他の、例えば、"F6d6rationdesMaisonsdevacancesfamiligles''のような

協会は、家族をその中心と考えた。同様に、"UnionNationaledesCentresdemontagne"やあるいは"Union
Nautiquefran96aise"のように、いくつかの若者の運動を結集して再編成された連盟もあった。また、中には、

"Villages-Vacances-Familles"のように、依然として家族にヴァカンスを提供している組織もあった。この協会に

は、現在、67,000のベット数を有する186の施設があり、総売上高は、8億4,500万フランである。また、この協会は
国境を超えて、6@Eurovnlages"やあるいはまた、!!Renouveau"協会のような、海外の団体と信頼関係で結ばれて
いる(")o

ここでは、社会的ツーリズムの非常に複雑な財政問題について、立ち入ってはふれないことにする。社会的ツーリ
ズムの財政問題が複雑なのは、その資金源が、政府あるいは地域、地方の行政機関から、企業、組合、スポンサーや
協会の会費等にいたるまで、多岐に渡っているからである。

1990年に設立された交通公社が、1935年には!ICommissariatG6n6ralauTourisme"にとって代わったように、

新しい体制力噌々と整備されつつあった。今日では、行政のメンバーがツーリズムに対する責任の一端を担っており、
ツーリズムを刺激することが出来るような全ての活動に関して、その調整役を果たしている。

国際的な計画のもとで、ツーリズムに関わる諸活動を調整する努力は、19世紀の末以来ずっと行われてきたこと
である。1898年には、"LiguelnternationaledesAssociationsdeTourigme''が設立された。1904年には、

"AssociationlnternationaledesAutomobileClubs"が誕生した。このクラブの創立目標は、自動車による国境

超えを簡単にすることによって、ツーリズムを大きく発展させようというものであった。1919年には、"Touring
ClubdeFrance"や、"TouringClubItalian"、"TourmgClubdeBelgique''、l@Associationbritannique
desautomobilistes"、そして"AssociationautomobilisteAm6ricgine''が結合することによって、!!Alliance
InternationaleduTourisme''を設立しようとする努力があった。この連盟は、30あまりのクラブを再編成して、
やがてブリュッセルに常設のオフィスを持つにいたった。また、1925年には、"ConseilCentralpourleToU-
rismelnternational''が設立され、やがてこの組織は、24の政府代表者と54の協会代表者とを招集することに
なった｡1959年には、モナコで、"Acad6mielnternationaleduTourisme"が設置された。

せ、そのかわり、夏の間、フランス国内の保養地は、数多くの予約の学生で賑わった。その一方で、東欧諸国が開放

され、西側と東側との関係が改善されたために、たとえ、東ヨーロッパの受け入れ体制が不十分であったとしても、

その方面へ出かける人が増えたのである。

しかし他方では、ツーリズムは、平和あるいは、好ましい社会的・文化的変化を示す一つの要素であるという考え

方が生まれた。そして、そうした考え方が、次第に、ツーリズムには経済発展を促す潜在的可能性があるという主張

と肩を並べてきた。

地域レベルでの諸問題とさまざまな障害にも関わらず、もっと大規模なレベルでの破局は別にして、結局、ツーリ

ズムは休息のためのものにすぎないと、我々 は結論することが出来よう。第二次世界大戦以降、ツーリズムは、あら

ゆる政治的あるいは経済的要因がツーリズムとは逆に作用したにも関わらず、自らの潜在性を発揮して、発展してき

たのである。

しかしながら、大衆ツーリズムに関わる環境とさまざまな社会問題に対する懸念が、次第に高まりつつある。大衆

ツーリズムは、数多くの動物や植物の種が急速な絶滅の危機にひんしているのと同様に、自然や歴史的文化遺産の急

速な破壊にみまわれている。また、大衆ツーリズムは、夏期や冬期の保養地が、そしてまた旅行客が興味をひかれる

都市が、人口過密になるという問題を抱えている。ある部分では、飛行機や飛行場、鉄道の駅やバス・ターミナル、

列車や道路事情等の施設にも責任の一端がある。ヴァカンスに出かける人の多い8月のフランスの道路事情を考えて

ごらんなさい！しかも、大衆ツーリズムは、ますます伝染病をまき散らせている。それは、さまざまなアクシデン

トの元になっている。ここで最後に、非常に重要点についてふれておこう。大衆ツーリズムは、先進国間において、

さまざまな誤解を生み出す原因になることが多い。もし我々 が、こうした問題を深刻に受けとめないならば､大衆ツー

リズムの将来は、それが今日あるほどには輝かしいものではなくなる、という危険を冒すことになるだろう。

’

参考文献

(1)PatrickBOUSSEL．-HistoiredesVacances.Paris:Berger-Levrault,1961,p.243

(2)MONTESQUEU.-VoyagesParis:Stock,1973.

(3)MarcBOYER.-LeTourisme.Paris:LeSeuil,1972,p.139

(4)PatriceDOUSSEL.-(op.cit.),p.242

(5)Ibid.,PP.246-247

(6)Ren6DUCHET.-Letourismedtraverslesages,saplacedanslaviemoderne.Paris:VigotFr6res,

そうして、ツーリズムは、次第に、裕福な人のみが味合うことの出来る個人的あるいは家族の活動ではなくなって
しまった。何十年かの間に、ツーリズムは、全世界の国境を超えて、大衆的な広がりを持つ現象となった。第二次世
界大戦に続く40年の間に、フランス人の旅行者の数は4倍になり、世界のツーリズムの流れは、ほとんど14倍に
も拡大した。実際には、ほぼ60％のフランス人がヴァガンスに出かけ、そのうちの20％が海外に出る(鰯)。1989年には、
旅行に対する出費が、国民総生産(PNB)の9%を占め、およそ1,250,000人が旅行関係の職場で働いていた(鋤)。世
界的な規模で見ると、国際的なツーリズム推進計画のもとで、旅行者の数は、1988年に3億9000万人であったのが、
1989年には4億人にまで達している。そこで、今年の利益（ただし、交通費は除く）をみると、それは2億ドルにも
のぼり、世界全体の総生産の'0％を占めている。ツーリズムは、世界の輸出額の7％にものぼり、6人に1人が、な
んらかの関係でツーリズムに関わる仕事に就いていることになる。

1949,p.167

1bid.p.142

1bid．p.167

1bid.

PaulGERBOD．_''Loisirsetsant6:lescuresthermalesenFrance,1850-1900",pp.195-205.1n

Oisivet6etloisirsdanslessoci6t6soccidentalesauXIX6mesi6cle.Editeur!A/Daumard,
Abbeville:Paillard,1983.

Joffre.-Larevolutiondulturelledutempslibre.Paris:Klincksieck,1989.

MarcBOYER.-(op.cit),pp.150-158

1bid.Voiraussi:Ren6DUCHET.-(op.cit.),p.157

1bid.

LespremierstrainsdelaisirdatentcependantenFrancedel848;

㈹
⑧
⑨
⑩

１
３
３
４
３

０
０
０
１
０

ここで、現在のツーリズムの状況について考えてみることにしよう。しかしながら、我々を取り巻く最近の政治的
環境、そしてエコロジー的な環境が悪化していることを鑑みて、我々は大衆ツーリズムの領域で、将来、いったい何
を期待できるのだろうか？国際的な緊張間が高まったり、紛争力渤発しそうな国々に旅をすることへの危倶から、
フランスの国内での大衆ツーリズムが刺激され、高まるかもしれない。最近の湾岸戦争は、海外への旅行客を減少ざ
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日本経済のサービス化とツーリズム

早稲田大 学 西 川 潤

はじめに

第二次大戦後、日本は経済大国として勃興した。日本の経済成長は、工業化とそれに伴う産業構造の変化によって

導かれた。かって半農業・半工業国であった日本はいまや工業国となり、1970年の時点で、製造業・建設業部門は国

民生産の45%(1950年には25%だった）を占めるようになった。この間、農鉱業部門は1950年の27%から、1970年の

7％に減少した。しかし、1970年以降、サービス部門の比重が増大し始め、1980年代を通じて、サービス部門の生産

は製造業．建設業の比重を上回るようなった。1985年に、サービス部門は国民総生産の59％を占めたのに対し、第二

次産業部門は37％にとどまった。労働力の雇用構造からいえば、第二次産業が34％を占め、第三次産業部門は、57％

を占めるようになった。2000年にかけてサービス部門は更に拡大し、第一次・第二次産業の比重はさらに低下し続け

ると考えられている。このサービス部門の拡大と同時に、ツーリズムの急速な増加が始まっている。ツーリズムの振

興それ自体が、所得と一般的な生活水準の上昇に伴う余暇の増大によって導かれたのである。本論では、まず日本経

済におけるサービス部門拡大の傾向を分析し、2000年にかけていかなるサービスが最も需要されるかを示すことにし

よう。次いで、余暇及びツーリズムの増加傾向を検討する。そして最後に、日本人のツーリズムの特徴を明かにする

ことにしよう。ここでは、年齢、性、職業、ツーリズムの目的、行先き、期間、交通手段等を分析する。

これらの分析を通じて、日本でも他の工業国と同じく、商業ツーリズムが支配的だが、それと同時にツーリズムの

中でも新たな傾向が出ていることを示すことにしたい。この新しいツーリズムはさまざまな形態をとるが、それは人

間性の発展や異なる文化との接触を求める人間共通の欲求に根ざしたものである。

これらの点を示すことによって、2000年に向けての日本経済及び社会の進展の重要な一側面を浮き彫りにしたい。

2000年にかけてのサービス部門拡大

(,）サービス部門・知識集約部門の拡大

サービス部門はネットワーク部門と知識・サービス部門に区別される。ネットワーク部門とは、電気・ガス・水道、

運輸通信、商業、金融．保健．不動産等の諸部門を指す。知識・サービス部門とは、管理、医療・保健､教育、余暇、

家事サービス提供、公務その他をさす。

1985年にネットワーク部門はGNPの33%を生産し、労働力の29%を雇用した。知識・サービス部門はGNPの25

％を生産し、労働力の28％を雇用した。2000年にかけて、ネットワーク部門はGNPの32%を占め、労働力の27%を

雇用するものと考えられている。これに対して、知識・サービス部門はやはり2000年にGNPの32%を生産し、労働

力の37％を雇用するだろう。（経済企画庁総合計画局編「21世紀への基本戦略1987年による)。

従って、2000年にかけて日本経済の引き続く成長を保障するのは、主として知識・サービス部門である。この部門

に属する諸サービスの中でも、余暇は、経営管理と共に最も急速に成長すると予測されている（表’）。

産業構造の変化に伴い、日本人の価値観にも変化が起こってきたことが観察される（図1)。1970年代までは、日

本人が自分達の生活上もつ最大の関心はつねに財の増大であり、物質的豊かさの追求であった。しかし、1980年頃か

ら、生活の中で心の豊かさを実現すること力撮もだいじだと考える日本人の比率が、物質的豊かさを実現することが

最もだぃじだと考える人を上回るようになった。それ以来、両者の差はひらく一方で、1985年には、「心の豊かさ」
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派は50％で、「物質的豊かさ」派の33％を大きく上回った。日本人の間で価値観が変わってきた事実は、労働時間の
減少、自由時間、とりわけ余暇の増大とあい伴っている。これらの点を次にみよう。

1960年には、日本人は平均して年間2420時間働いていた（製造業調査、30人以上を雇用する工場で)。だが、1970
年には労働時間は2230時間に、88年には2010時間に減少した（図2)。

1970年代初頭には、4つに1つの工場（30人以上の雇用）が週5日制を採用していたが、88年には、土、日を休み
にする企業は全企業の80％に達した。

自由時間とは、1日の総時間マイナス人間の生命を維持するために必要な一次時間（寝る、食べる、等）及び労働
時間（交通時間を含む）と定義できる。この意味で、日本人の自由時間は最近30年間絶えず増大してきた。最近の数
字をとれば、自由時間（休息、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌、勉強や研究、趣味娯楽、スポーツ、社会的な自発活動、
知人や家族との交際、病院での診療や治療、旅行その他）は、1981年の1日平均5時間24分から、1986年には5時間
47分に増えている（表2)。もちろん、自由時間は年齢や性によっても違う。15歳-24歳の男性は平日に6－6時間3
0分の自由時間をもつが、60歳以上の男性では、7－8時間となる。しかし30-59歳の男性では、平日の自由時間は
5－5時間40分しか自由時間がない（図3)。一般的には女性の方が男性よりも自由時間が少ない。
1989年の時点で日本人の家計支出を調べるならば、自由時間関連支出は、総支出の25％を占めていた（表3）。自
由時間に関連した支出の中では、旅行・ツーリズムが13.3％を占めている。最大の項目は、「その他」支出（その中
で最も大きいのはおこづかい）だが、旅行・ツーリズムはその後文化娯楽、飲食に次ぐ大きな項目になっている。
次に、余暇とツーリズムの間の関連を調べよう。

(2)余暇とツーリズム

1980年代初めまで、日本人が国民生活でもつ主要な関心は適当な住生活を実現するということであった。1975一76
年に、将来生活のどのような側面に注意を払いますか、と聞かれて、30%の人が住生活、21%が食生活、18%が余暇
と答えた。しかし、1983年以降、余暇を重視する人の比重は、住生活を重視する人の比重を上回り、1989年には34％に達している。（図4）

自由時間の中でも余暇は、自分自身の能力発現、または自己実現と関連しているとみなされている。
この意味では、日本人の大部分はいまだ自由時間を受動的にすごしている。すなわち、ごろねやテレビ・ラジオ視
聴である（図5)。自由時間の能動的な使い方としては、勉強．読書、趣味．研修、家の整理や料理、買物やレスト
ラン、外出、旅行、社会的活動等がある。

日本人の大部分が休息をとる時期が一年を通じて3回ある。新年、五月初めのゴールデン・ウイーク（この時には
7日間に休日が3日あるので、土日とあわせたり、休日が祝日と重なったときの代休もいれると、最大10日まで継続して休める)、そして8月中旬のお盆の時期である。

しかし、これらの休日は、フランスでいうような「バカンス」（四泊以上の休暇をさす。なお日本では三泊以上の
休暇を「バカンス」という）とは異なり、長期滞在旅行の時期というよりはむしろ、休息をしたり、集まったりする機会と考えられているように思われる。

新年は、家族や友人が集まる機会であって、キリスト教国でのクリスマスに相当する。お盆は、地方出身の人たちがふるさとに帰郷し、お墓参りをする大移動の時期である。

興味深いのは、「ゴールデン．ウイーク」のケースである。1991年に余暇開発センターが行ったアンケート（2175
回答）によれば（表4)、52％の回答者がこの時期を「ごろね」につかい、39％がテレビやビデオ視聴に使い、38％
が町中に出かけた。これに対して、町の外に日帰りで出かけた人は29％、町の外に一泊以上のツーリズムを行った人
は'1％であり、6％が故郷に帰った。この結果からすると、ゴールデン．ウイークを「能動的」に使うよりも、「受
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動的」に過ごした人が多かったということになる。これは、自由時間の日常的使用について既に観察したことと同じ

傾向である。

このアンケートでは、この時期に比較的長いバカンスをとる可能性があるものの、大部分の人達がこうしたバカン

スをとらなかったし、とることができなかったことが観察される。46％の人はカレンダー通りの休暇をとり、有給休

暇をも利用して10日間に上るバカンスを取得した人は4％でしかなかった。これに対して、ゴールデンウイーク中も

働き、他の時期に休暇をとろううと考えた人、またこの時期に働いて他の時期にも休暇をとることのなかった人は実
に31％に上る（図6)。

従って、バカンスを自分の望みのままにとることのできる人々 は日本人の間ではまだ少数派だと言うことができる。

また、この調査からは、人々 の行動と思考との間に、いいかえれば人々 が望んでいることと実際に行うこととの間に、

大きな差がみいだされることが判る。なぜなら、1990年にバカンスをとることのできた人は、12.7%であったのに対

し、長期のバカンスをとりたいと望んだ人は91年に21％に及んでいたからである。こうした数字から、多くの日本人

は、バカンスをとりたいと望んでいるにも関わらず、仕事のために必ずしもそれをとることができない、という現象

がみられる。そもそも、日本の勤労者たちは、年間15日の法定有給休暇の権利をもっているが、平均してその半分程
度しか取得していない（1988年)。

表3でみたように、ツーリズムに対する支出は、自由時間に関する総支出の13.4％を占めるにとどまった。だが、

この数字は増加する傾向にある。いま、旅行支出を考えてみよう。これは滞在費、交通費、食物の費用の合計で、19

63年に日本の家計は平均旅行費として5万1075円を支出したが、91年にこの数字は11万8824円に高まっている（図7)。

旅行にはいくつかの種類がある。ツーリズム、ビジネス、半ツーリズム、家族関係、帰郷等。1990年に、日本人は

年間2.39回旅行し、滞在日数は、4.29泊であった。その52％がツーリズムで、ビジネスは11.3％、半ツーリズムは7.5
％、家族の用事と故郷訪問が222％である（表5)｡

従って、日本人の旅行でツーリズムは大きな位置を占め、その人気は高まっている。しかし、日本人の約半分がツー
リズムをしたいと望みながら、それが必ずしもできないということに注意しておこう（図8)。

一泊以上のツーリズムをしたいですか、と質問されたとき、84％の人がイエスと答える。しかし最近1年間にツー
リズムをしたと答えた人は、49％にとどまり、51％はそれができなかった、と答えている。

なぜ日本人はツーリズムを望んでいるにもかかわらず、それを実行できないのだろうか。それにはいくつかの理由

がある｡29%の人々は、続いて休暇をとることができなかったと答え、25%は旅行することなく時間をつぶしたと答
え、24％はお金がなかった、と答えた（図9)。日本人がツーリズムが行えない主要な理由としては、バカンスをと
ることが難しいこと、旅行する明白な動機が欠けること、そして資金の問題があげられよう。

次に、日本人が行っているツーリズムの実態を眺めることにしたい。

ツーリズムの増大と非商業的ツーリズム

(1)ツーリズムの傾向一ツーリストの年齢、性別、職業、及びツーリズムの目的、期間、手段

1989年に1億7400万人の日本人が一泊以上のツーリズムを行った。一人あたり1.41回、2.57泊の旅行となる。しか

し、さきに見たように、二人に一人の日本人は一泊以上のツーリズムができていない。ここでは、日本観光協会が
1989年に行ったアンケート調査にもとづいて（注3）、日本人の旅行実態をみることにしよう。

まず、男性は女性よりも多く旅行をしている（表6)。この全国的な調査で質問を受けた2367人中、3分の2が最
近1年間に旅行をした。旅行率は、男性では68.8％、女性では65.6％である。とりわけ25-29歳の男性(78.2％)、30-

34歳の男性（76.4％)、そして40-44歳の男性(74.6%)は、多く旅行をしている。しかし、15-1職の男性(46.8%)、
70歳以上の男性（436.5％)、そして70歳以上の女性(42.4%)では旅行率が平均と比べて少ない。
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しかしながら、だんだん多くの日本人達はツーリズムに参加するようになっており、青少年層は、スポーツ・ゲー

ム見物に、女性は文化行事に参加するようになっている。伝統的な小集団の慰安旅行に代わるこのような新しい多様

化したツーリズムが1990年代には日本人のツーリズムの新しい傾向となるだろう。すでに海外旅行についていうなら

ば、男性．女性を問わず、だんだん若者達が海外に一人で旅行するようになっている。このような現象は今日までの

伝統的ツーリズムではむしろ限られたケースにすぎなかった。

旅行者の職業をみると、管理者・幹部（69.0％)、会社員・技術者（69.3％）が、最も多く旅行しているのに対し、

肉体労働者・職人（46.4％)、無職業（43.2％）では、旅行者が少ない。

また、大都市の住民は農村住民よりも多く旅行をしているということができる。

旅行が最も行われる時期は、さきに観察したことと一致している（図10)。すなわち、8月(21%)、5月(11%)、

そして10月（9％）である。10月は静かで快適な季節であるので、多くの人がこの時期に慰安のための団体旅行を行っ
ている。

一泊以上のツーリズムの旅行目的は次の通りである（図11)。まず、慰安を目的とした団体旅行(24.0%)が多い。

次いで、名所や記念物の観光、スポーツ見物等（21,2％）がくる。これらに続いて、温泉旅行（12.2％)、社寺参拝

（3％)、展覧会（2.5％)、休息（2.4％）等の順番である。

一般的にいうならば、30-69歳の男性は慰安旅行により多く参加する傾向がある。15-39歳の青少年はスポーツ・

ゲーム見物が多い。これに対して15-39歳の女性は、まず名所・遺跡・展覧会の見物にいく。女性の場合には全年齢

を通じて、名所・遺跡・展覧会等の訪問が多く、60歳以上の女性では温泉滞在が多くなる（表7)。

日本人は集団で行動するので有名だが、この調査によれば、観光会社が組織する旅行参加はむしろ限られている。

全旅行の14.3％でしかない。そして、回答者の68.4％がこのような旅行に参加したことがないと答えている。いずれ

にしても観光会社が組織する団体旅行は高齢者の参加者が多い（60-69歳の男性で30.1％、農漁業者40.5%)。

日本人が旅行をするタイプにはむしろ家族（28.5％)、友人・知己(31.0%)、職場・学校の友人(15.5%)、または

家族・友人・知己の3つ（12.5％）等からなる小集団の旅行が多い（図12)。

これらの集団は多くの場合、2人-10人から成立っている。だが、集団旅行を平均すると1集団当り24人となる。

ひとつ確かなことは、日本人は一人ではあまり旅行をしないということである（図13)。

滞在日数をみるとアンケートに回答した人の55％が一晩しか滞在せず、90%が3泊以下であった（図14)。このこ

とから、日本人の大部分にとってバカンスは遠い夢であることがわかる。そもそも、この一泊以上の旅行を行う際、

75％の人は有給休暇を利用することはなかったのである（図15)。

交通手段をみると29％が鉄道を利用し、41％が自動車、21％がバスを用いている。飛行機を利用した人（8.1％)、
船を利用した人（5.9％）はそれほど多くない。

海外旅行の状況はどうだろうか。

1989年に970万人の日本人が海外に旅行した。(1985年には500万人だったので、4年間に海外へのツーリストは倍

増したことになる｡）このうち84％が観光ツーリストであり、13％がビジネス旅行者であった（図16)。

海外旅行についても男性の比率が62％で女性の比率が38％である。しかし海外旅行をする女性の数は急速にふえて

いる。

海外旅行者の大部分(70%)は、30-59歳の男性、10-19歳の女性である（図17)。かれらが訪れる国で最も多い

のはアメリカ（1989年に300万)、韓国（140万)、香港(120万)、台湾(100万）等である。

日本人が訪問したい国はどこか、と聞かれて、まずあげられるのは、オセアニア（22％)、ヨーロッパ(20%)、太

平洋諸島（16％）等である。したがって、この場合にも希望と現実の行動の落差が明かになっている。

多くの人は海外旅行に行きたいと考えている。だが、その参加率はまだ限られている。さきにひいた日本観光協会
のアンケートでは、8％にすぎない。

以上日本人ツーリストの平均像を眺めた。代表的なタイプは10-50歳の男性であって、慰安やスポーツ．ケーム見

物を目的とした小集団旅行が多い。女性はむしろ文化的な旅行に関心をもっている。大部分のツーリストは3泊以上
の旅行をしていない。かれらをバカンス旅行者とよぶことは難しいだろう。

長時間の集約的な労働と、また長い間の習慣によって、多くの人々はバカンスをとる状態にはない。

’
1

1

(2)地域起こしと非商業ツーリズム

近年、日本経済の第三次産業化が進むに従って、第三次産業の発展に必要な下部構造をそなえる東京、地方、こう

した下部栂造を必ずしもそなえない諸地方間の格差がだんだんひらくようになってきた。

1990年の時点で、東京の一人当り所得は全国平均の2倍に及び、最も所得の低い青森県の4倍に達している。地方

から大都市、東京への少青年層の流出、過疎化、経済の停滞に悩む地域は多い。

こうした状況の中でいくつかの市町村が地域起こしの新たな試みにとりかかっている。

地域起こしには、工業化の道がある。この場合にも二つの違った考え方がみられる。

1：大都市から工業を誘致する道。「テクノポリス」計画はこのような試みの一つであり、30以上の県が、電子工業
を受け入れるべく工業団地を建設した。こうして進出した電子工業は、他の地域に位置する親工場から原料や部品を

受け取り、それを加工して、製品を直ちに親工場に送り返す。この場合には、地方は安価な労働力と加工の場を大都

市の工業に提供する。これは発展途上国の輸出加工団地と多国籍企業の関係と似ている。テクノポリスは確かに雇用

を作り出すが、この雇用は常に安定したものではない。なぜなら、これらの工場の繁栄は、景気の状態と親会社の政
策に依存するし、近年では親会社は加工工場をむしろ近隣アジア諸国に移す傾向があるからである。
2：地域で生産される資源や原料を使用し、加工する中小工場を設立する道。1980年代に、各地方で「一村一品」と

よばれる運動がひろがった。これは、農産物等地域原料の加工率をたかめ、女性や青少年に雇用を作り出すことを目
的としている。これら女性や青少年は従来、地方政治の中ではいつも二次的な立場におかれてきた。一村一品運動に

参加する市町村は、農産物、果実、林産物、酪農品などの生産や開発に努めている。そば、煎餅、ジャム、酢、アル
コール類、ハム類、チーズ等の食品や陶磁器、家具、工芸品などがこの運動の主産物である。各市町村は、技術やマー
テイングに関して情報を交換している。中でもいくつかの市町村は、新しい製品の開発販売、雇用の創出に成功し、
青年層の域外流出を抑えた例もある。しかし、一村一品運動については、用いる技術が相対的に単純な技術が多く、
多くの市町村は同じ製品を一度に造ることによって、販売が停滞する傾向も指摘されている。
地域起こしには、工業化のほかに、近年第三次産業の分野での展開が見られる。この場合にも二つの道がある。
3：一つは、大会社の大規模施設を誘致するやり方である。温宿（千葉県）や、越後湯沢（新潟県）はこうしたケー
スの代表的な例である。太平洋岸に面した温宿は夏のリゾート地として大マンションの建設を誘致した。しかしこれ
らマンションの年間の利用率は低く、町にとっての諸サービス提供費用（電気や水道、さらには海岸に大マンション

が林立することによって風景が台無しにされたこと等）が極めて大きい。最良の土地を大マンションが占有すること
に対する住民の反対運動も起こっている。冬のスキー・リゾート地としての越後湯沢でも同様である。これらの町の
他にも近年では通産省の「リゾート法」によってブームとなったゴルフ場開発によって同様の問題が全国で生まれて

いる。

4：もう一つの道として、地方がそのもつ独自の歴史的、文化的、あるいは風景的な遺産を利用して発展をはかる方

向がある。大分県の由布院は、山間の温泉地だが自然保護、地方商工業の開発、伝統的な旅館の振興の3本柱によっ

て、地域起こしを図っている。この町は毎年8月世界映画祭を開催し、多くの人が全国から押し掛ける。この町には

旅館や保養所が多いが、そこでのきめ細かいサービスによって、年間の旅館客室占有率は92％（1988年の数字）にも

■
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しだいに結び付くようになってきていると、物質的豊かさよりもむしろ人間的な豊かさを求める人々 の価値観とが、

と、われわれは結論することができるであろう。
及んでいる。これは全国平均の旅館客室占有率の2倍に及ぶ数字である。

宮城県の中新田町は1万5000人の小さな町で、鉄道の駅もないところだが、1981年にバッハ音楽を専門とする音楽

ホールを建設した。このバッハ・ホールは有名になり、年間100回以上の公演が行われ、9万人以上の人がコンサー

トを聴きにこの町を訪れた（1989年)。この年ホールの客席利用率は80%以上に及んでいる。このホールが建設され

たおかげで、町民の文化行事、音楽行事もきわめて活発になった。声楽グループがいくつか生まれ、全国他地方との

交流のみならず、ドイツやアメリカとの音楽交流も生まれている。

北海道の池田町はぶどう栽培、ぶどう酒製造を1970年代後半に始め、83年には「ワイン・シャトー」を建設した。

これはワインエ場と自家製ワインやハム類を提供するレストラン、そして広大な庭園から成る施設だが、同じ年に40

万人以上の人がこの遠方の小さな町を訪れた。池田町のワインに対する需要はうなぎのぼりに増大したので、町は今

やヨーロッパから原酒を輸入し、フランスのペリゴール地方から木樽を輸入するようになった。

いまのべたのは、自分の地方的個性を大切にして、それに基づいて日本経済のサービス産業化、ツーリズム発展に
歩調を合わせて地域起こしをはかっているいくつかの地方の例である。

表12000年に至る日本の産業構造 (％）
■一一一勺一■一一一 －

実質GNP成腱率

I

１
１
１

結びに

一人当り所得及び生活水準の上昇とともに、日本経済の中で第三次産業部門の比重が増大し、とりわけサービス．

知識集約部門の発達が21世紀にかけての日本経済の展開方向を主導するものとみられている。

ここでは、産業構造の変化に伴い、日本人の間で価値観の変化が生じていることにまず注意した。しだいに人々 が

人生の中で、物の豊かさよりも心の豊かさを追求するようになり、だんだん生産性上昇のおかげで増大する自由時間

を心の豊かさを実現するために利用したいと考える人が増えている。この心の豊かさを実現するための一つの手段は
ツーリズムである。

しかしながら、現在の社会の中での労働、会社勤めの現実から、多くの人がその欲求を満足させることができてい

ない。多くの人々 は増大する余暇をごろね（休息）や、テレビ・ビデオの視聴など受動的に利用するにとどまってい

る。増大する余暇を能動的に利用しているのはむしろ女性である。女性の自由時間は限られているとはいえ、彼女達

は余暇を文化的な旅行や海外旅行に積極的に活用している。近年では同様の現象が、まだ会社社会に統合されていな

い青年層にもひろがっていることが観察される。

また、日本経済のサービス産業化、自由時間・余暇の増大に伴い、人々の文化的欲求の満足と結び付いて地域起こ

しをはかる地方の数も増えてきたことが注意される。地域起こしにはいくつかの方法があり、主流は依然として大工

場や大リゾート施設を中央から誘致するやり方だが、この方法はしばしばその地域に対して大きな費用を発生させる。

もう一つのやり方は、地方独自の歴史的・文化的遺産や特徴を利用して地域起こしをはかる道であって、前者を外発

的発展の道と呼ぶならば、後者は内発的発展の道とこれを呼ぶことができるだろう。日本社会の中で､第三次産業化、

余暇の増大と結び付いて、人々 の精神的欲求を満足させることを主眼とした内発的発展の道が生まれてきていること
にわれわれは注意したい。

いずれにしても、日本人の間でツーリズムの慣行が根付くようになっている。日本人のツーリズムはいまだ大部分

大衆旅行、団体旅行、そして商業旅行である。しかし、それと並んで、文化的欲求に根ざし、必ずしも商業ツーリズ

ムの枠内に統合されないような諸ツーリズム形態も増えてきていることが観察される。このような文化的ツーリズム

を非商業ツーリズムと呼ぶならば、それはしばしば、中央に統合されない地域起こしの独自の試みと結び付いて展開

しているということができる。こうした非伝統的ツーリズムの担い手はとりわけ女性と青少年層であって、彼らは独

自の個性を開花させ、自分をよりよく実現するために、新たなツーリズム形態と結び付いているのである。このよう

にみるならば今日の日本の経済社会において、必ずしも中央や大会社に統合されない、より分権的な地方発展の形態

■
(資料）経済企画庁総合計画局糧『21世紀への基本戦略』(1987年）

表2国民の余暇活動への配分時間
’

(注)1総務庁統計局「社会生活基本調迂」(61年）による。

2余噸納勤への配分時間は，「移動｣，「テレビ・ラジオ・新聞・雑総l,「休養・

くつろぎ｣，「学習・研究｣，「趣味･娯楽｣，「スポーツ｣，「社会奉仕｣．「交際･付

き合い｣，「受診・擦養｣，「その他」の合計時間である。

(資料）総理府編観光白書平成2年版、P19
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名目GNP構成

1985/93年 1993/2000年 1985年 2000年

物財生産部門

農 林水 産業 ・鉱 業

製造業

素 材

加 工 組 立

その他

建設

3．8

0．2

4．2

0．6

6．9

1．6

3．3

ー

６
０
５
４
５
２
５

●
●
。
□
●
●
●

４
１
５
３
７
０
０

41．4

3.8

30.2

8．9

13.5

7．7

8．7

36.7

2.2

26.7

6．7

14．4

5．6

7．9

サービス’一

ネ・ソトワーク部門

趣気・ガス・水道

遮 輪 ・ 通 信

簡 業

金 融 ・ 保 険 ・ 不 動 産

2．6

2.9

1.9

2.8

2．5

ウ
》
３
５
０
６

●
●
●
。
●

３
３
３
２
４

33.2

3．4

6．4

14．4

8．9

31.7

3．3

5．5

12．7

10．2

サービスⅡ一

知 識

サービス生産部門

マネジメン卜

医嫌 ・健 康

敬青

しジヘ・一関連

家事代替

公勝・その他

4．1

一
一
一
一
一
一

５
０
２
２
５
８
７

●

◆
●
■
●
■
①

１
０
４
４
５
１
５

３
１

9

1

25.4

6．1

3．2

4．1

4．4

1．6

6．0

１
１

3．7

１
１

一
一
一
一
一
一

全産業
１
１ 3．5 4．0

４
１

100.0
９
９
６
９
凸
■
■
■

100.0

平日 土曜 日曜 週平均

56年

61年

4時間56分

5時間16分

5時間36分

6時間7分

7時間30分

8時間3分

5時間24分

5時間47分

56～61年の増分 20分 31分 33分 23分
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総理府広報室｢余暇と旅行に関する世論調壷｣(63年11月)による。

この1年間に観光等の旅行をしなかった者に聞き，複数回答である。

デ ー 一 つ

(資料） 1

2

‐q■‐一”

23.492

38394041424344454647484950515253545556~S7585960616263元年
一一

(注）1総務庁統計局｢家計調査｣及び｢消費者物価指数｣に基づき，総
理府内政審譲室で作成したものである。

2金額は，1世帯当たりの耐泊鋭(循泊科．パ･ソク旅行間)．交
通間(迩車･汽皿賀,航空巡価・他の史jlO)及び旅iiか(.rんの年llll
消賀額の合計であり，元年価格に換算してある。

（資料）総理府編『観光白書』平成2年版P8

図8宿泊観光レクリエーションの参加の
実態と意向
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レ ク リエーションをしたしなかった (％）
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意向
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(資料）1
2
総理府広報室｢余暇と旅行に関する世論調盗｣(63年11月)による。
実態は複数回答であり，兼観光を含まない数字である。
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東京大学廣田功

はじめに

他の報告でも指摘されているように、たとえば長い労働時間と少ない休日のもとでの短期集中的な余暇、金銭消費

型の余暇、自己実現・開発型余暇の不活発、職場から分離しない余暇など、今日の日本人の余暇行動はフランス人に

比較して多くの特徴をもっている。これらの違いはいかなる理由によるものであろうか。この報告の意図するところ

は、フランスとの比較を念頭において、日本の余暇観の歴史的変化を辿ることによって、この違いの原因について一

つの試論を展開することである。この場合、報告では社会経済制度の変化と余暇観の変化の関連に留意し、とりわけ

日本の近代化過程の特徴と結びつけながら、日本における余暇観の展開過程程の特徴を明らかにすることにしたい。

このような視点を選択する理由は以下の点にある。

時間の長短や所属する階級による違いをひとまず捨象すれば、人間にとっていつの時代でも労働から解放された自

由時間が存在し、さまざまな形態の余暇利用が存在したといえよう。しかしこの報告の関心は、このようないわば歴

史貫通的な「余暇」問題ではなく、近代社会における余暇問題である。一般的には近代社会における余暇は、前近代

社会における余暇とは異なって、労働と余暇の時間的・空間的分離、特権階級に限定されない余暇の「大衆化」を二

つの特徴とするものであるといわれる。ここにおいて歴史上初めて、労働との対比で余暇が固有の意味をもち、労働

において拘束されている労働者が余暇の担い手となる状況が生まれる。しかしこのような近代的な余暇一観念と実践一

は、近代社会の成立に並行して一挙に展開したものではなかった。またその展開をもたらした歴史的背景や推進力も

国によって違いがあった。さらにいえばこの違いに対応して、同じく近代的な余暇の成立を語るにしても、その具体

的な内容には重要な違いがみられるであろう。報告がフランスにおける近代的余暇の成立過程を念頭におき、それと

比較しながら、日本における近代的余暇の成立過程ならびに成立した近代的余暇そのものの特徴とをあわせて明らか

にしようとするのは、このような観点からである。
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（注）法務省賓料に基づく運輸省集計による。

(資料）総理府編観光白書平成2年版、 P40

1日本における「余暇」観の展開

日本において「余暇」ないしレジャーなる用語が利用されるようになるのは比較的新しいことである。少なくとも

第一次大戦以前には固有の「余暇」なる概念は存在しなかったといってよい''1。この事実は後述するように、日本の

近代過程において、この時期まではなお「余暇」が否定的なものとしか考えられていなかったことを反映している。

この状態に一つの重要な変化が生ずるのは第一次大戦後から1920年代にかけてのことであった。そこには次のよう

な歴史的事情が存在していた。大戦を契機に重工業が本格的に発展し、都市化が進展することになった。戦時中欧米

先進国から鉄鋼、機械類などの工業製品輸入が中断したことに刺激され、重工業の急速な発展がみられ、その結果労

働者の構成においても男子労働者の割合が増加するにいたった。従来、工業の中心は繊維産業であり、労働者の多く

の部分も若年女子であったが、戦後初めて都市の大工場に男子労働者が集中するにいたった。都市への男子労働者の

集中という新たな現象は、労働問題や社会問題を発生せしめた。おりから国際的には1919年のILO条約によって、

8時間労働制が導入されていた。この動きは日本にも影響し、労働時間短縮が労使の争点となった。しかし現実の労

働時間短縮は、国際的水準からみれば著しく遅れ、1916年に公布された「工場法施行令」も婦女子に限って12時間

労働を規定したにすぎなかった。むしろ一般の労働者に関しては、第二次大戦後まで労働時間短縮は問題とはならな
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図17海外旅行者の性別・年齢階層別構成比率(元年）
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1 国でもともに「余暇の組織化（管理)」の問題が重視されていた。ニュー・デイール期のアメリカでは、世紀末以来

の「レクレーション運動」に支えられながら、「余暇の建設的な利用」のためにスポーツや野外レクレーションの推

進運動が展開されていた。フランスでも人民戦線政府の余暇政策によって「余暇の管理」が行なわれていた。しかし

これらの国の場合、当時労働時間の短縮や有給休暇制度の導入によって実際に労働者の余暇時間力囎加したことに対

応して、こうした努力が展開されていたのに対して、逆に日本では、「月月火水木金金」のスローガンに象徴される

ように、休日返上の長時間労働が支配していたのである。したがって日本の「厚生運動」はアメリカの「レクレーショ

ン運動」を模倣しながら、軍国主義のための精神動員以上のものではありえなかった。

このように第二次大戦期には、第一次大戦後にみられた「民衆娯楽」に対する積極的な評価は影をひそめることに

なったが、この時代にも少数の人々 が批判的な余暇論展開の努力を行なっていたことが無視されてはならない。すな

わち非合理的な戦時経済の遂行にともなって、次第に労働能率の低下が顕著になり、そこから生産力維持の観点から

も、労働者の「休養」と余暇の問題に合理的に取り組む必要が認識されはじめたのである。たとえば大河内一男は、

「明治以来休養を犠牲とする経済発展を追求してきた」ために、「休養に対する国民的蔑視」が支配し、「休養を見失っ

た日常生活」が横行する状況のもとで、「休養喪失と疲労蓄積の慢性化」が「生産力拡充の妨げ」となっていると指

摘し、「労働力の合理的な保全」の問題として、換言すれば、「生産的日常活動を順当に継続するための行為」として、

「勤労者あるいは生産者としての要求として、生産活動との関連においてとらえられなければならない｣、と指摘し、

｢休養の社会的意義」を論じていた(9)。我々 はこの議論の中にこそ、本来のレクレーション論に基づいた余暇の正当

化の主張を見いだすことができよう。

敗戦はわが国の余暇をめぐる状況に新たな段階を切り開いた。1949年の「労働基準法」制定によって、一日8時間、

週48時間という労働時間短縮のための制度とさらに年間最低6日の有給休暇がお導入された。もとよりこの時期の労

働時間短縮要求の中心的動機が余暇時間の増加であったとはいえない。時間短縮は労働者の生活にとって余暇がそれ

自体独自の意味をもつものとして提起されたわけではなく、むしろ戦時中の「休養の理論」力覗いたように、「労働

力保全」の観点から提起されたものであった。また労働者自身も、「残業割増金の支払いのために」労働時間の制限

を要求するという側面があったことも否定できないであろう(!｡)。またそこで問題とされた労働時間も8時間労働であ

り、国際的に見れば、ようやく第一次大戦後のレベルに到達したにすぎなかった。このように「基準法」の時間短縮

は余暇の観点から見れば、多くの限界を指摘できるが、とにかく労働時間の法的制限と有給休暇に道が開かれたこと

は、画期的であった。

余暇論そのものの次元でも、敗戦後新たな展開が見られた。戦後の余暇論は、まず上述した戦時中の批判的余暇論

につながるレクレーション論を軸として展開された。戦後におけるアメリカニズムの流入がこの展開をささえ、レク

レーションという言葉は急速に日常語として定着していった。その結果、当時の余暇問題は、何よりも学校体育、社

会体育の領域において大きく取り上げられることになった(肌)。しかしこのことはこの段階でもなお、余暇にそれ自体

として独自の積極的な意義を認める観点が弱く、仕事や生産のための活力を再生産させるという「労働力保全」の観

点が強調されていたことを示していた。また余暇論は労働者の余暇の問題として提起されず、したがって労働時間短

縮の問題とも結合されてはいなかった。ただし20年代末にはレクレーション論の中から、作業能率を高めるための休

養の一形態という消極的な意味をこえて、時間と活動内容の両面から「生活構造」を分析し、自由時間を楽しむ自発

的活動という積極的な位置付けをレクレーションに与える議論が登場し始めていたことに注目する必要があろう('2)。

50年代後半における戦後経済復興の達成と高度成長の開始は、わが国における余暇問題に対する関心に新たな段階

を画するものとなった。この時期に初めて、従来のように労働力再生産の観点から余暇の必要を説くのではなく、人

間生活の一環として余暇の種極的意義を説く議論が本格的に登場し始めたからである。したがってわが国において人

生における独自の意義をもつものとして「余暇論」が展開されたのは、フランスよりも少なくとも50年の遅れをもつ

かつたというべきである。しかも当時の低賃金状況のもとで、労働者は賃金引き上げにもっぱら関心をもち、戦後恐

慌とともに導入され始めた8時間制も残業付きであり、余暇の拡大には直結しなかった。にもかかわらず重工業化と
都市化の進展は、特殊な形であれ、労働者の「余暇」問題に対する関心を掻きたてずにはいなかった。
すなわち戦後「余暇利用の問題」が論ぜられたとき、それは失業者の「余暇の善導」という治安対策的観点から提

起された。より正確にいえば、当時は「余暇」なる概念はほとんど未成立であり、「余暇」に代えて、伝統的な自由
時間の利用形態を指すことばとして「娯楽」が使用されていたのである。戦後、国際的レベルで労働時間短縮と労働
者余暇の積極的な主張の展開がみられたが、日本では実質的な労働時間短縮の改革は存在せず、新たな余暇概念の展
開もみられない状況のもとで、労働者の「娯楽問題」がにわかに脚光を浴びるにいたった(2)。政府．官庁レベルでは
とくに失業者の娯楽の「健全利用」が関心の的であったが、この動きとは別に当時展開された「民衆娯楽」論は、実
態としては日本においても労働者の余暇問題が日程にのぼりつつあることを示すものであった。
それは「労働時間短縮に対する政府、資本家の頑迷な態度と労働運動の弾圧によって労働者余暇に対する関心が世

論の第一線から消えていった｣(3)状況のなかで実質的には余暇論に代わる位置を占めるものであった。権田保之助は
第一次大戦後のこうした「民衆娯楽」論の最大の担い手であった。彼は東京の民衆娯楽の実態調査を行ない、「活動
写真、寄席、劇場」が三大娯楽であることを明らかにするとともに、資本主義経済の変化と結びつけて民衆娯楽の性
格を説明した。彼によれば、民衆の娯楽は資本主義の発展とともに大量に生み出された「単純な工場労働者」が労働
の楽しみを喪失し、苛酷な労働に対する慰安を求めるところに娯楽の基礎があった。彼はまた人間生活にとって娯楽
がもつ積極的な意味を強調した。「民衆にとって娯楽のない生活は死である｣、と彼が述べるとき、娯楽は生産活動を
離れて、美的で快適な生活を創造するという独自の意味をもつものとみなされていたのである(4)。したがって第一次
大戦後の労働者の余暇をめぐる国際的な状況を展望して言えば、権田の議論は科学的管理と労働の細分化に起因する
労働の変質と労働の楽しみの喪失に対する代償として余暇の必要を説き、「余暇の大衆化」の到来を予見したフラン
スにおける当時の新たな余暇論の展開に対応するものであったとみることができよう(‘)。ただ権田が「余暇論」では
なく「娯楽論」として問題を提出した背景には、労働と余暇の近代的な在り方を前提とし、労働時間短縮に依拠した
余暇篭を展開できず、したがって「娯楽」という超歴史的な形で問題を考えざるをえないという事情が存在していた。
より根本的には､この問題のたて方は、近代日本の形成過程の特質に対応した日本的な労働と余暇の在り方の特質を
反映しているとみることができる。

以上のような「娯楽論」とは別に、第一次大戦期のもう一つの注目すべき事態は、大阪市社会部が行なった「余暇
生活の研究」と題する調査である(8)。この調査は当時例外的に「余暇」なる表現を使用していたが、それはこの調査
が「生産と余暇力鴇和をもつ生活を理想とし｣、わが国の長時間労働が刺激的活動や感覚的活動の強烈な享楽に走ら
せ、平静なる休養を求めることを不可能にしている、と労働時間短縮の要求を重視し、「ILO勧告に近い立場｣(7)を標傍していたからである。

「娯楽論」として展開された事実上の「余暇論」は、さらに満州事変以後新たな展開を示すことになる。すでに第
一次大戦後の「民衆娯楽」をめぐって、社会政策的な立場から「娯楽の善導」の主張が展開されていたが、20年代
末の昭和恐慌の展開以後、この立場はさらに強められていった。そこには映画に代表される都市型娯楽の農村への進
出によって、農村社会の勤勉的な生活倫理が破壊されることに対する懸念も作用していた。満州事変以後の統制経済
は国民生活のあらゆる領域に統制の網の目をはりめぐらしていったが、娯楽も例外ではありえなかった。とくに戦時
下の「日本主義」イデオロギーの支配のもとで西洋的な娯楽は攻撃され、娯楽は戦意高揚の道具として利用されていっ
た。さらに国民の娯楽の善導によって戦争遂行をささえる体力と精神力を向上させることをめざして、「厚生運動」
が展開された(8)。「厚生運動」とは元来アメリカの「レクレーション運動」をモデルにしたものであった。しかしこ
の移植は実は本質的な「機能転化」を含んでいたことが重要である。30年代の世界では民主主義国でもファシズム諾
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域から脱していないのである。この改正によって、労働時間規制が日単位から週・月単位に変化し、日単位の時間規
制を前提とした基準法の原理からの転換が行なわれたが、その結果残業規制の欠如とあいまって、労働日短縮を実現
しないまま週、月、年間の時間短縮が追求されることになっている(17)。

以上の概括から明らかなように、わが国における余暇観の展開には、フランスと比較していくつかの特徴が指摘で
きよう。第一に、第二次大戦後に到るまで余暇に対する祇極的な評価が見られず、工業化の進行と余暇要求の高まり
との間に顕著な乖離力俔られたことである。第二に、余暇の拡大と労働時間短縮の間の関係も特殊であった。余暇の
拡大は労働時間短縮と必ずしもパラレルな展開を示さなかった。また時間短縮は労働日の短縮から次第に週単位、年
単位へと拡がってゆく形をとらなかった。その結果、労働時間はなかなか短縮せず、週休や年休が先に実現され、結
果的に現在問題となっているように、休日増加にもかかわらず総労働時間がなかなか短縮されないという状況が生ず
ることになった。第三に、労働者の余暇拡大要求が弱く、「余暇時代」か行政や産業の主導によって開かれていった
ことである。前述の「余暇時代」と「大衆消費時代」の同時存在はその現れであった。第四に、第一次大戦後のIL
O条約、第二次大戦後の労働改革、70年代から今日に到る労働条件先進国化の圧力に見られるように、労働時間短縮
に対して常に国際的な影響が強く作用していたことである。ついでこれらの特質に関して、その由来を日本の経済．
社会の歴史的発展の特徴と関連づけて検討してみよう。

ていた・しかしこの段階はわが国の歴史において初めて余暇の固有の意義が論じられるに到ったという意味で画期的

であったとしても、ここでも日本的な特質が指摘されなければならない。それは余暇力鞘費生活と結合され、レジャー

産業の発展と緊密に結合されたことである。固有の余暇論の登場が、高度成長とともに推進された「消費革命」と並

行していたことは、日本人の余暇行動の特徴を理解するために重要な出来事である。とりわけ60年代に入って「レジャー

」が流行となるにつれてますますこの傾向に拍車がかかった。自動車、テレビの普及を軸として「大衆消費社会」が

到来するにつれ、余暇活動はますますレジャー化された消費財と結びついていった。一方、60年代には労働時間はま

だ顕著な短縮傾向を示していない(園)。したがってこの「レジャー・ブーム」というわが国最初の余暇時代は、フラン

スの人民戦線期のように労働時間短縮や休日の増加に基づいたものではなかった。この状況をささえていたものは、

むしろ高度成長によって達成された可処分所得の増加であった。自由時間が少ない状況の中で、この所得増加に支え
られながら短時間に多額の金銭をレジャーに消費するという行動パターンがこの時期に形成されたと考えられる。
1970年代に入ると、国の政策目標の重要な一つとして「余暇開発」が掲げられるに到った。政府は70年代の産業政

策の方向として、国民生活の「質の向上」を打ち出し、従来追求してきた経済成長偏重の路線を軌道修正し、成長を
国民生活の充実のために活用する課題を重視して週休二日制の早期実現を含む労働時間短縮の必要を提起した(!4)｡60
年代後半から現実に労働時間は短縮傾向を示し、ここに60年代から開始されつつあった「余暇時代」は、自由時間の
拡大とともに一層の現実的根拠を与えられた、とひとまず指摘できる状況が到来した。しかしこうした「余暇時代」
の本搭化の背後には、産業界の要請も働いていた。すなわちおりしも峨後最大の不況」のもとで、高度成長を支え
てきた重化学工業の発展に弱りが見え始め、それに代わる新たな成長牽引産業として「レジャー産業」の重要性が着
目されるに到ったのである(喝)。その結果、60年代以来のレジャー産業主導型の余暇にますます拍車がかけられ、「金
銭消費型」余暇生活の傾向がさらに強められていくことになった。この傾向は労働者の意識と行動様式によっても強
められた。
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2余暇と工業化

労働と余暇の関連は歴史的に大きく変化した。巨視的に見れば、この点では工業化を境に大きな断絶が指摘できる。
すなわち前工業的な伝統社会は、労働しない支配階級による余暇（＝閑暇）の独占と農民、職人等の非支配階級の生
活における労働と「余暇」の未分化によって特徴づけられる。封建社会の職人の労働時間に関しては論争があるが、
近代的な意味での余暇ではなかったとはいえ、被支配階級といえども相当量の非労働時間を持ち、それらはさまざま
な形態の遊びや娯楽に利用されていた。しかしこの時代における非労働時間は自然条件や市場条件によって大きく変
化した。したがって休日が多かったとしてもそれは農業や手工業活動の暇な時期によって与えられた「強制的な余暇」
であった。しかもこの「余暇」は職業生活や宗教生活から分離した個人とその家族の自由な活動として利用されたの
ではなかった。それは労働生活と分かちがたく結びつき、しかも農村共同体や職人組合等の共同体を単位として利用
された。またとくに西洋では時間の管理に対する教会の支配が強く、日曜日は宗教的な安息日として労働しないこと
が強制されていた。日本ではこうした宗教的な強制はなかったが、それでも農村では一般に年間約80日の休日があっ
た。封建社会の末期以来、商品経済の形をとって商工業が発展してゆくにつれて労働と余暇の伝統的な在り方は大き
く変化した。商工業者は商工業活動の自由な発展を求めて、教会や共同体による時間の支配からの解放を求めた。フ
ランス革命は、アンシャン．レジーム末期に強まっていた商工業者の要求にこたえ、1791年9月の法律によって宗教
的祭日を廃止し、さらに1794年には国民公会のもとで「旬日制」が導入され、非宗教的な時間の管理に道が開かれ、
新たな国民的祭日が設定された")。革命は労働の「世俗化」と共同体からの解放の出発点となり、労働時間と余暇時
間の新しい区分に道を開いたのである。しかしこの初期資本主義の時代には余暇よりも労働の倫理が支配し、それに
よって商工業活動の発展が支えられていたことが重要である。労働者のなかでもさし当りは余暇よりも「労働権」が
重視された。しかしこの労働時間の「自由化」は、産業革命の進展とともに、資本の無制限な労働時間延長を生み出
すことになった。工場制度は規則的で集約的な労働を労働者に要求した。前工業社会の職人労働のように、労働が間
欺的で非規則的であり、外的な条件によって規定された「強制された」ものであれ、相当の余暇を享受するという牧
歌的な生活は、近代の工場労働者にはもはや不可能であった。これに対して、工場労働者は労働時間の法的な制限を
要求し、労働と分離された自由時間を要求するに到った。ここに労働と余暇が不規則に混ざり合った「労働と余暇の
伝統的パターン」に代わって、労働から根本的に分離された個人の自由な領域としての余暇時間という新しい余暇倫

I

戦後、わが国の労働組合も賃上げと並ぶ重要な要求として、1960年前後から労働時間の短縮を掲げてきたが、実際
唾そ脅麺者の卿要求であったとは言いがたい｡むしろ労働者の多くが｢余罎よ面諏又Iを罫で0､た二
とが、実態調査によって指摘されていた(16)。したがって政府が掲げた労働時間短縮の掛け声にもかかわらず、時間短
縮がなかなか進行しない背景には、フランスの場合のように19世紀の後半以来、労働運動が労働日の短縮から週休制
へ、さらには週休二日制から年次有給休暇へと、一貫して余暇時間の拡大のイニシャティブを発揮してきた事情とは
異なる日本の労働者の行動様式の特質が見られる。しかしこれは一面では、上記のような「余暇時代」と「大衆消賀
時代」の並行、レジャー産業主導の余暇の結果として、余暇の「消費」が相当の金銭消費を意味するという状況の中
で、「金がなければ暇があっても意味がない」という意識が強まったことを意味する。逆にこの時期に労働時間短縮
に積極的であったのはむしろ企業と行政の側であったとさえ言える。そこにはわが国の労働時間短縮をめぐる特徴的
事態が示されている。すなわち労働時間短縮において「先進的な」役割を果たした一部の大企業は海外先進国向けの
輸出に積極的な企業であった。これらの企業は、輸出拡大のための国際的な対応上、労働条件を先進国化する必要が
あったと考えられる。また若年労働力不足の状況が生じ始め、求人と労働者の定着の観点から企業間競争上有利な立
場を確保しようとしたことも考えられる。またこの頃から企業側は企業内福利政策の最重点課題として「余暇管理」
を掲げ、戦場におけるスムースな人間関係の育成と従業員の企業への統合を強めるために、余暇を活用した「能力開
発」や研修を組織し、レクレーション●リーダーを育成した。いずれにせよ労働時間短縮と余暇活動が労働者よりも、
企業や行政側のイニシャティブによって展開され始めたことは、日本の特徴として注目に値する。この状況は80年代
に入っても基本的に変化していない。87年9月に行なわれた労働基準法改正（40時間への段階的移行の目標、最低有
給休暇日数の増加、変形労働時間の導入など）の背後には、「外圧」への対応、「内需拡大」の経済的論理、サービス
経済化の進行にともなう不規則労働の常態化といった状況が存在し、相変わらず企業・行政主導型の時間短縮論議の
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7
理力確立する。この倫理は19世紀の末に労働日短縮、週休制の要求として具体化され、1904年と1906年の立法によっ
て相次いで実現されるに到った(19)。このようにフランスにおいてはフランス革命で近代的な余暇倫理への歩みが開始
され、産業革命を経て19世紀末の第三共和世紀にはこの歩みは決定的となったといえよう。
伝統社会から近代社会への移行にともなう労働と余暇の在り方の変化は、日本の場合フランスと同じように現われ
なかった。日本では、明治国家の手によって工業化をささえる勤労イデオロギーは創出されたが、それに対抗する余
暇倫理は明瞭な形では出現しなかった。つまり近代的な労働倫理が成立しながら、それが資本の蓄穂行動によって労
働時間の延長をもたらしても、それに対抗する新しい余暇倫理は出現しなかったのである。このような特徴は近代化
過程の特質に規定されたものであろう。

言うまでもなく、明治維新は日本の近代化と工業化の出発点であったが、それは時間の管理に関してフランス革命
ほどの重要な変化を及ぼしたようには見えない。それは日本の近代化なり工業化が、国家主導のいわゆる「上からの
近代化・工業化」として展開されたことに対応するものであった。日本にはフランスのように、商工業者の中から自
由な時間管理に対する要求は展開しなかった。また資本主義化自体が、フランスのように広汎な小商工業の発展を基
盤として展開せず、明治国家の手による「国策」（＝殖産興業）として展開されたために、個人主義の発展は微弱で
あった。とはいえ工場制度の展開は、それに適合的な生活リズムを要求せざるをえなかった。維新政府は、1872年
「太陽暦」を導入し、さらに翌年には伝統的な「五節句」を廃止して「祝祭日」を制定したが、これは西洋に範をとっ
た「上からの近代化政策」の一環であった。しかしこの維新国家の時間管理は、ただちに全国に浸透していったわけ
ではなかった。この点では日露戦争が決定的な転換点となった。日露戦争は産業革命完了の画期となり、この頃から
資本主義経済の発展が本格化していった。工場制度の発展が顕著となり、都市化も進行していった。この新たな状況
は農村に基盤をおいた日本の伝統的な社会秩序に対して撹乱的要素を意味した。その結果、1908年から内務・文部両
官僚主導によって「地方改良運動」の名において大規模な国民強化運動が繰り広げられた。この運動によって初めて
村の生活改善運動の一環として太陽暦の励行、節句の廃止と祝祭日の実施が全国に浸透していった。これにともなっ
て休日日数は年間を通じて約'0日減少し、勤勉と倹約の気風が日本人の生活に次第に定着していき、さらに学校教育
を通じて「勤勉なる国民性」のイデオロギーが吹き込まれていった。もとより「勤労倫理」の浸透は、上からの注入
のみで浸透したわけではなかった。そこには商品経済の発展によって、次第に欲求水準が上昇し、国民自身の中から
も収入確保のために労働時間を延長したいという要求が芽生え始めていたことも否定できない(")。こうして日露戦後
には、工場制度に適合的な労働時間延長を可能にする新たな時間規律が支配する。しかし先進国へのキャッチ．アッ
プを課題として勤労イデオロギーを注入した明治国家は、西洋で工場制度の確立に対応して登場する新たな余暇倫理
を提示することはできない。また個人主義的な時間観念が微弱であったために、労働者の中から新しい余暇倫理に基
づく労働時間短縮の原理的根拠が存在しなかった。これは個人主義的な所有と契約の観念が希薄であったために、雇
用関係が労働時間だけでなく労働者の全時間を包摂するものと考えられたことに対応していた。この結果、国家主導
の時間規律の定着の過程では、勤勉の美徳だけが一方的に主張され、余暇は否定の対象とされるに到った。
さらに別の要因が戦前における余暇要求の弱さを規定していたと考えられる。一つは、上述した伝統社会において
教会や職人組合によって「強制された余暇」の習慣の弱さである。もちろん日本でも類似の余暇は存在したが、それ
はフランス程に強力に規制されたものではなかった。フランスではこの伝統的な習慣が,9世紀前半には、「聖月曜日」
の習慣に見られるように工場制度の展開が要求する近代的な時間規律に対する初期的な抵抗の原理としての役割を果
たした。第一次大戦直後の土曜半体制の導入は「聖月曜日」の伝統的習慣の廃止に対する代償とも考えられた(2!)。宗
教的安息日の習慣は週休制の普及を容易にしたであろう。これに対して、日本では伝統社会の「余暇」習慣の制度化
の弱さが、近代における労働時間延長に対する初期的抵抗の弱さを規定した。宗教的安息日習慣の欠如も、同様に余
暇に対する要求の展開を遅らせたであろう。さらに労働者が余暇生活のモデルとすべき「金利生活者ツーリスム」が
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十分に発展しなかったことも日本における余暇の発展を遅らせたといえよう。フランスでは、革命によって公職の場

から追放された旧貴族階級は有閑的な金利生活者となり、彼らが世紀後半から地中海岸を始めリゾート地の最初の顧
客を形成した。この「金利生活者ツーリスム」は、まず産業ブルジョワジーにとって、ついで雇用労働者にとって、

模倣すべき自由時間利用のモデルとして役立った(画)。第一次大戦以後、「大衆バカンス」の時代への動きが始まるが、
その前提にはこのような先例が存在していたのである。これに対して、日本にはこのような広汎な金利生活者ツーリ
スムの展開は見られなかった。もともと封建社会においてフランスほどに貴族階級の力が強大ではなかった日本では、
明治維新以後広汎な有閑階級は成立せず、したがって大衆的なバカンスの先例となるべき特権階級のバカンスそれ自
体が顕著な展開を示さなかったのである。

3余暇と労働時間

余暇の拡大が労働時間短縮と密接に関連していることは言うまでもない。労働時間短縮立法は、「工場法」に見ら
れる通り、それがただちに労働者の余暇の正当化と直結するものではない。工場法段階の時間短縮は労働力の再生産
を保障することが主要な動機であった。しかしフランスの19世紀末以後の労働時間立法（10時間法、8時間法、週40
時間法）は、明らかに労働と余暇の新しいイデオロギーの出現を反映していた。労働運動や社会主義政党は家族生活
の発展、労働者の自己教育、健康増進のための余暇の拡大の必要など、労働者にとって労働から離れた余暇の独自の
意義を説き始めたのである。とくに第一次大戦前後からテーラー・システムの導入が日程にのぼり労働の疎外が次第
に強まっていく頃から、労働運動の新しい余暇観がさらに明白となった。労働者は技術革新を阻止することによって、
伝統的な余暇パターンを守るという消極的な対応ではなく、いまや技術革新を受け入れ、それを挺子として労働時間
の壼羅墨喜憂い燕塵明白に打ち出したのである"｡~方､ずど弓?唾雪雲饗雪雲奎雪勢宣？
健康保持の観点から積極的に休養の必要を説き始め、余暇をそれ自体正当なものと見る観念は世論の広い支持を得る
ことになった。こうして労働運動の時間短縮要求を推進力として、立法によって時間短縮や休日の増加が実現されて
いった。

1919年に導入された8時間労働法は余暇をめぐる労働者の意識変化の画期として決定的な出来事であった。戦前の
時間短縮要求においては、実質的な賃上げや収入増加を期待する動機も存在していたが、戦後の労働組合は労働日の
短縮と残業規制とを同時に要求し、戦前に普及していた休日前の埋合わせのための残業の習慣にも反対するに到った。
職間期の時間短縮運動が拡大した余暇時間を収入確保のための労働に利用することに反対したのも、同じ動機による
ものであった(馴)。ここには明らかに、所得よりも余暇の拡大を優先した労働運動の意識革命を確認することができる。
この新たな余暇観の成立を土台に、大戦間期には8時間制から週40時間制と週休二日制へ、さらには年次有給休暇へ
と余暇時間の要求が拡大していき、それらは徐々に実現されていったのである。
これに対して、日本では戦前はもとより戦後も労働組合の側における余暇優位の観念が容易に成立しなかった。労
働者の側でも戦前以来一貫して、余暇よりも所得を優先する態度力混られた。それ故、労働時間短縮に関しても、労
働者の余暇要求がそれを推進する基本的な力にはなりえなかったし、時間短縮自体が追加所得を求めて超過勤務を受
け入れることによって形骸化され易かった。また企業は、このような労働者の態度のもとで、労働日の短縮よりは休
日の増加という形で「時間短縮」に対応した。言うまでもなく、この方式では休日前の残業によって生産の減少を防
ぎえたからである。この問題は第一次大戦後の8時間法の時期から労働基準法の時期に露呈されたが、今日もなお事
情は基本的に変化していない。たしかに「働きすぎ」に対する国際的批判への対応と労働力不足の深刻化のもとでの
労働力確保策として、今後日本でも休日はますます増加傾向をたどるであろう。しかしそれが残業規制を伴わないか
ぎり、厳密な意味での時間短縮につながらない可能性は高いといわなければならない。
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が重視される状況が続いていると考えられないであろうか。この点に関連して我々は興味ある一つの事実を想起する
ことができよう。大衆消費社会の出現力泄界的にもっとも早く進行していたアメリカでは、早くも1930年代のニュー．
デイールの時代に、生産性上昇を余暇と所得の間でいかに配分するかについて、考え方の変化があらわれ始めたとい
う事実である。つまりここでは生産性上昇を時間短縮に結合することによってではなく、より多くの収入を保障する
ことが、経済的進歩の成果を労働者にわけ与える方法として重視され始めたのである。戦後の欧米では時間短縮は実
現されたが、それは労働生産性上昇のごく一部しか反映せず、むしろ多くの部分が所得増加、したがって消費の拡大
に向けられたのである(")。

4余暇と消費社会

しばしば指摘される意見によれば、労働者は所得の上昇につれて、ある段階で追加所得よりも余暇を選好するよう
になるという(あ)。しかしこの説明だけでは、日本の労働者の行動様式は説明できない。もちろん今日でも多くの労働
者にとって残業は生活維持の不可欠の条件であり、彼らは依然として所得を犠牲にして余暇を選好する段階に到達し
ていないという議論もありうるかもしれない。しかし、いかなる所得水準で所得から余暇へと重点が変わるのか、客
観的な水準が存在するわけではない。むしろ余暇の要求が誰によって、どのような動機のもとに推進され、その結果
余暇時代がいかなる歴史的状況のもとで開始されたかが、この問題の説明として有効であるように思われる。
この点で日本とフランスの状況は全く対照的である。フランスの場合、余暇の拡大は常に労働者の余暇時間の拡大

要求を推進力として実現されてきた。しかも余暇の正当化の根拠は、フランス革命期の共和派以来強調された民衆の
自己教育・自己開発、19世紀末以後強調された家族生活の再建、労働疎外のもとでの人間としての尊厳の復活などに
求められた。通説では、労働優位の考えが見なおされ余暇の復権が問題となるのは「脱工業化社会」の段階、したがっ
て「大衆消費社会」の時代とされる。この段階において生産力の発展によって、余暇の大衆化を可能にする二つの条
件、時間短縮と労働者の所得増加が実現されると考えられている(鐙)。しかしフランスではこの想定とは違って、余暇
社会は「脱工業化社会」に先行して登場し始めていた。したがってここでは余暇の要求は労働者の消費生活とは相対
的に分離する形で提起されたのである。

もちろんフランスでも第一次大戦後、一部の経営者は、生産性上昇と消費拡大に対する期待から余暇拡大の経済的
効用を説いて、企業主導による「余暇の組織化」の試みを展開していた。また機械工業を中心に有給休暇制度を導入
する企業も現われ始めていた。しかしこの段階では、労働者の余暇拡大が「消費レジャー」によって市場の拡大に寄
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要求を推進力として実現されてきた。しかも余暇の正当化の根拠は、フランス革命期の共和派以来強調された民衆の 5労働と余暇一結びにかえて一

近代的な余暇観は、賃労働制と工場制度の確立、さらには都市化にともなって労働の場と家庭や生活の場とが分離自己教育．自己開発、’9世紀末以後強調された家族生活の再建、労働疎外のもとでの人間としての尊厳の復活などに
したことを一っの前提として誕生した。中世社会においては農業はもとより手工業でも労働空間と生活空間は分離し求められた。通説では、労働優位の考えが見なおされ余暇の復権が問題となるのは「脱工業化社会」の段階、したがっ
ておらず、また労働そのものが家族の協力によって営まれていた。近代に入っても、こうした関係はただちに消滅して「大衆消費社会」の時代とされる。この段階において生産力の発展によって、余暇の大衆化を可能にする二つの条
たわけではなく、とくに農業、農村家内工業、手工業が比較的遅くまで残存したフランスでは、そうした労働．生活件、時間短縮と労働者の所得増加が実現されると考えられている(鐙)。しかしフランスではこの想定とは違って、余暇
形態は19世紀後半まで広く残存していた。しかしこうした状態は世紀末以来急速に変化し、労働空間と生活空間の分社会は「脱工業化社会」に先行して登場し始めていた。したがってここでは余暇の要求は労働者の消費生活とは相対
雛が進行していった。また労務管理の体系化と強化は、労働過程における労働者の自律性を次第に剥奪していった。的に分離する形で提起されたのである。

世紀末から近代的な余暇論が台頭し、家族生活の再建や労働の外側における人間性の復権を重要な課題として提起しもちろんフランスでも第一次大戦後、一部の経営者は、生産性上昇と消費拡大に対する期待から余暇拡大の経済的
た背景にはこうした事情が存在した。さらに第一次大戦前後から開始されたテーラー主義の導入はこうした状況を加効用を説いて、企業主導による「余暇の組織化」の試みを展開していた。また機械工業を中心に有給休暇制度を導入
速した。このようにフランスでは、労働の在り方の変質や労働の意味喪失が、労働運動の余暇要求の推進力となってする企業も現われ始めていた。しかしこの段階では、労働者の余暇拡大が「消費レジャー」によって市場の拡大に寄

与するという「消費社会論」的な余暇論は、経営者のなかにほとんど浸透しなかった。大多数の経営者は産業の国際 いたのである。

しかし日本では、このような余暇倫理を生み出す基本的条件がフランスと同じようには発展しなかった。ここでは競争力を損なうという理由で、労働時間短縮立法に反対した(")。また経済の実態の面で見てもフランスでは大量生産
近代以後においても、労働者にとって労働や職場は「生きがい」の場であった。日本でも高度成長以後の余暇論の中体制の普及は遅れており、大衆消費を可能にする経済構造が展開していなかった。しかも労働者の「余暇時代」の幕
心は、人間疎外からの人間性の回復であったが、それが労働者自身の内部よりも行政や企業の側から提起された点に開けとなった人民戦線の余暇政策は、余暇活動の「商業主義化」に反対することを政策の基本的方向として掲げたく魂)。
特色があった。そこには労働者の意識の問題として、労働の中に生きがいを見いだすという現実が存在していたと言この結果、フランスの余暇時代は、労働運動と社会主義者の余暇論の主導によって、「消費型余暇」を否定する形で
えよう。もちろんこの状況は、労働者の性別、年令、職種の違いによって一様ではなく、概括的に言えば事務労働や開始されたのである。もちろんフランスでも1950年代末以来の大衆消費社会化の展開に並行して、次第に消費的な余
管理職にある男性中高年層がもっとも仕事に生きがいをもっているが、全体として見ても「生きがい」と労働や職場暇の重要性が増大しつつあることは否めない(鱈)。

との相関度は高いのが特徴である(31)。したがって日本では、労働を拘束的とみなし「人間らしい生活」を労働の外部しかし日本との比較では、この歴史的特質は重要であろう。前述のように、日本では労働者自身による余暇論が余
の余暇に求めるという近代的な余暇倫理が定着しえなかったと考えられる。暇の拡大を主導したのではなかった。低賃金と長時間労働が海外輸出にとって決定的であった戦前や、飢餓的などん
ところで今日の先進国社会においては、情報化とサービス経済化の進行によって、近代産業社会の産物であった労底の生活を余儀なくされた戦後初期には、少しでも多くの収入を得ること力嘔先され、余暇どころではなかったこと
働時間と生活時観の明確な分離という現実そのものが急速に変化しつつある。近代的な余暇論が前提とした労働と余は十分頷けることであった。しかし戦前の勤勉一辺倒の時代から引き続いて、戦後も労働者主導の余暇論力堀開され
暇の二分法という前提自体が崩れつつある状況が進行している。それにともなって余暇の考え方も変化を要求されざず、結局高度成長の開始とともに企業や行政主導のもとに、「消費的レジャー」を軸に「大衆的余暇時代」が幕開け
るをえないであろう。その中では労働と余暇の関連が、「生きがい」という観点から再検討されることになろう。することになってしまったことは、日本人の余暇行動に重要な影響を与えたと考えられる。余暇時代の到来に際し、

商業主義と企業主導の余暇の組織化に労働者主導の余暇を対置したフランスの労働者と違って、日本では労働者の余
暇は最初から「消費社会」の論理のなかにはめこまれ、巨大なレジャー産業が掻きたてる消費欲求に呑込まれる形で 注

（1）大河内一男『余暇のすすめ1(1974)、7-14頁。展開されたのである。「大衆消費社会」の作り出す膨大な消費対象を前に、労働者の余暇の実現はより多くの所得を （2）氏原正治朗「第一次大戦後の余暇問題」（｢余暇生活の研究」，1970所収),59頁以下。確保することを要求し、余暇の利用のためにかえって自由時間を減らして残業や副業を行なわざるをえないという転
倒した事態が生まれる一因もここから生じた。このように考えれば「大衆的余暇時代」と「大衆消費社会時代」の開 （3）同上論文、69頁。

（4）権田保之助「民衆娯楽論』（1931),3-54頁。始のタイミングが、労働者の余暇にとって自由時間の増加と可処分所得の増加のいずれ力邇視されるかに関係するよ （5）フランスについては、廣田功「フランス人民戦線の文化革命の一側面」（中央大学人文科学研究所編「希望と幻うに思われる。つまりフランスのように、前者が後者にはるかに先行した場合、労働者は所得よりも時間を優先する 減の軌跡一反ファシズム文化運動一j,1987所収),GCr｡ss,TheQuestforLeis"-malofSocia｣行動様式が少なくとも一度は根ついたのに対して、日本では両者が並行して展開したために、むしろ時間よりも所得
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働き方と自由時間の日仏比較
－－未完の文化革命：日本の労働時間短縮と連続休暇･…

History,Vol.18,No.2,1984参照。

（6）前掲『余暇生活の研究」所収。

（7）氏原前掲論文、83-86頁。

（8）団琢磨「わが国における余暇に関する研究の動向｣、島根大学論集、No.11.35頁。一番ケ瀬康子「余暇生活」，
1989,67頁。

（9）大河内一夫「国民生活論」（大河内一夫著作集第6巻1981)、181-194頁、篭山京「勤労者休養問題の研究」
（1944)。

(10）大河内前掲「余暇のすすめ｣、157頁以下。
(11）団前掲論文、35頁。

(12）同論文、35-36頁。

パ リ第 一大 学： 立正 大学筆宝康之

はじめに

今日の日本社会には「3つのし過ぎ」があるといわれる画子供はく勉強のし過ぎ>､父親は<働き過ぎ＞

で､定年退職の老後はく暇のもてあまし過ぎ>というものである。これは､()DA世界.--の援助大国で最長寿

m[1]となった経済大国だが、年間登校日数が240日にもなる義務教育の拘束と塾通い[2]､物価高で

住みにくい住宅貧乏の生活小国であり、人件費のきりつめ競争が「恒常的残業｣を生み、過重な勤務が

工場長まで過労死に追い込む残業王国の日本について､その社会体質の特徴を､生源生活時間の面から

たくみにとらえた言葉である。

こうしたゆがみと不均衡をもつ日本人の働き方と生活のスタイルは、海外からの批判をあび、政府

もこれを反省して労働基準法が1987年に改正された。最新の政府目標は､｢1996年度に年間総労働1800

時|削」と設定されている｡他方､760万人が結集する「連合」以下の労働組合も､近年ようやく本格的に

その改善にとりくみ､宮沢政権も｢生活大国｣への路線を提唱している｡この会社と仕事にのめりこむ日

本的過労と余暇不足を改善する労使関係の焦点として、労働時間の短縮と連続休暇制度の拡大．多様

化があり[3]、推定1万人をこえる過労死の対策がある．
｜~しっかり働き､ゆっくり休む_|労働者の生き方は、日本ではかなり新しい生活スタイルといえる‘，

これを提唱したのは､|-時短元年」といわれた1989年の『労働白書』であった。労働._余暇にけじめを
つけることはたしかに望ましい・とはいえ、いまの日本には､このゆとりあるライフ｡スタイルを実現

しにくい社会経済システムがあり、労働者の心性や悩行がからむだけに、日本式の休み方と働き方、
その労働生活の文化革命は､容易ではない｡なによりも､余暇のための連続休暇なり時短が､日本社会全
体で一律には実施できない｡また日本の労働時間は規模や男女で格差が大きく､特定業界の変形勤務慣
行も時短を困難にしている！,さらに､日本の労働文化の体質として、ゆっくり休むべきはずの余暇ない
し自由時間をなんとか工夫しても、その休義日に残業仕事がもちこまれる。社内の慰安行事や接待ゴ
ルフでつぶれたり、「好きなことをしたい自由時間」が会社の生き残りや出世競争のための時間に化
けて、せっかくの休養が「仕事のための充電休暇」になることも多い。
とはいえ、「会社が第一-.､家庭は最後」と各国から批判されてきた日本人の｢余暇への態度」は不変

ではない‘,それは景気循環のなかで､世代と男女によりかなり変化してきた点に特徴がある[4]。
－戦前教育の昭和ヒトケタ世代｡1ゴロ(寝)､2テlﾉ(ビ)､3パチ(ン．)の余暇しか知らず、ひたすら
働いて｢神武景気」から「岩戸景気」42カ月へ､第1次高度成長を支えたく残業と勤勉>の働き蜂だった‘＞
ー戦後育ちの飢餓世代⑪「イザナギ景気」57カ月の主力､時短分が残業の化け「第2の賃上げ.jになっ
たく余暇より所得>のアリ世代だが、'~モーレツ社員」もいまは50歳代､会社人間のたそがれ族である。
--ベビ.－ブームの団塊世代｡<所得も余暇も>欲しいアリ．ギリスで、図2はこのタイプの労働者が拡大
し(1986年に52%)逆転して主流になる傾向を示し､働き盛りの40歳代にひしめいて過労死も多い。
一新人類社員が登場したのは1973年石油危機から数年後の｢冬の時代｣‘，〈土日週休と残業拒否>の余暇
志向がつよまるが、1985年円高ショックからの<後期新人類>=:バブル世代は3K労働忌避のセミ世代
であるI,3S(サラサラ髪でスベスベ肌の醤油顔）がもてはやされた｢平成景気」の52カ月､余暇選好の
3V(Villa,Visit,Visa:リゾ.-|､､訪問とつきあい､海外旅行)は､｢短い夏」のセミし,ぐれに終わったか。
一バブル経済が崩壊して､証券マンタイプのネクタイ族が没落すると、「自分派」のフリーターと青年失

一55－

(13）桝潟俊子「高度成長期における労働者の余暇｣、「国民生活研究」30巻3号、1990．
(14）熊谷弘「ゆたかさを求めて－余暇開発センターの設立とその背景一」『アナリスト」18巻5号、1972．
(15）『経済評論』特集、「レジャーの経済学｣、19巻8号、1970
(16）桝潟俊子「労働者の余暇生活｣、『国民生活研究」16巻3号、1976,60頁。
(17）大野力勝使における余聞、「ジュリストj,No.561,1974,16-17頁。
"B,",Loisirs-"73,,j1M

(;:|*:Www$"a;-"~"L,"&
(20）安丸良夫「近代化過程における民衆道徳とイデオロギー編成｣、「歴史学研究｣、No．341,有泉貞夫「明治国家と祝祭日｣、『歴史学研究｣、No.341,1968.
(21)G.Cross,op.cit.,pp.7-8.
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たとえば松原洋三「産業化の進行と労働:"""f･L･i","X:j~"の変遷」G･Cross,QuestforLeisure,op・Cit.，pp､204-208．廣田前掲論文。
｢国民生活研究」6巻11号、1967。

(29）1986年11月、有給休暇制度導入50周年を機に開催されたストラスブールでのコロツク（｢有給休暇の50年｣）
では、現在この制度が－つの曲がり""""";"Wxw:"f#とえばA､Malhe恥e,Ler61edeTourismeetleTravaildansled6veloppementdutourismesocial参照。(30)G.Cross(6d.MQ"im｡,｡,｡if;;1:
(31）桝新俊子「働きがいの櫛造と余暇｣、『国民生活研究」26巻3号、1986参照。
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業家､高卒者には技能志向の転職人生＝『ガテン現象｣[5]がふえてきた‘，だがこれは、汗を流して仕蛎
や稽古にはげむ賞花田的な汗流世代の復権といえるだろうか｡

日本人のライフ・スタイルの変遷は、こうした世代論や景気動向だけではわり切れないとしても､外
国人労働者が日本社会に根をおろし､均等法世代の女子労働が新展開（総合職と一般職とパト）を
みせてきたいま､｢企業国家日本」の時短革命と長寿余暇社会のゆくえが問われている．本稿は、Ij本
の労働時間の基本的特徴をおさえた上で､日本人の労働と余暇の生活スタイルが､長．中．短時間の週
労働タイプと出t、男女により時短法制の上でも分れるところから、その労仙／余暇の「三亜描造」
と過労死の現実をみつめ､完全週休二日と高所得の労働者階層にみられる休暇制度の多様化現象とつ
きあわせて、日本人の新しい労働／余暇スタイルの方向と問題点を考えてみたい”

図1.Graphiquel.-ComparaisonintCmatioBale"_ladur6e
llutempsdetravailannuelletotale(1989)
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1．日本的労働と余暇の<7不思議>とは

あらかじめ､日本人の労働と余暇の<7不思議>といわれる特徴的問題群を､確認しておこう。
①なかなか短くならない（不況でも「値常的残業」があり、1975年でも年116.9時間）
②年間の欠勤率が低い（日本は3日､米国は6日､英国と西独11日、フランス16日）
③有給休暇が消化できない(日本の年休15.5日のうち7日、フランスは26日完全消化）
④高年者ほど不満がすぐない（噺人類社員」は残業拒否が主流）
⑤サービス残業をする(残業しても申告を控える､Qcは残業外､フロッピ．持ち帰り残業）
⑥OLは短く若い男が長く働く（日本の女子週40時間､フランスの女子週39時間）
⑦仕事と遊びのけじめがはっきりしない灰色の労働
とはいえ問題はこれにつきない｡その最大の不思議は、ILOの時短勧告(第1.47.116.132号条約）
のどれひとつも批准していない事実で､日本的時短の<第⑧の不思議>であるL，どうしてそうなるのか。
以下、これらの論点とその社会慣習的な構造と法制を、日仏比較の観点からほりさげていきたい‘’
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に二一4－2．労働時間短縮の歴史と日本的現実

図1にみる工業先進国のフランスやドイツの年間1600時間台､米国と英国の1900時時間台に対して、
日本の労働時間はもっとも長く2000時間台､その変形も融通自在である｡過労死がでるほど多忙過密で
自由時間のゆとりを欠くのはなぜか｡この「働き過ぎ」の社会体質は､どこからくるのか。
日本の時短の歩みをたどると､1911年わが国最初の時短立法壼工場法までは労働時間の延長の歴史で
あり､以後は昭和恐慌期まで時短の時代であった。それが「月月火水木金金」の躯歌に残るように､太
平洋戦時下ではふたたび延長に転じて敗戦をむかえる。だが、1947年の労蕊法で1日8時間＝週48時
間の画期的な歯止めがかかってからは、経済の復興と高腔成長とともに延長の__途をたどり、196()年
の年間総実労働は2426時間のピークに達した。以後石油危機までは、週休2日の時短が大手と中堅企業
で実現しこれがく第3の時短小波>となる[6]。1975年から12年ほどは横ばいの不況時代をへて、労基法
が改正された1987年の2120時間から1800時間をめざす今回のく時短革命>が開始されたが、これは日本近代史上のく時短｡第4の波＞になるだろうか[図4]･

バブル崩壊後の資産デフレと需要不足による「複合不況」［7]で、所定外労働は激減しているが､戦
後日本の時短は好況期のゆとりで可能になった特徴をもち、近年の大手企業は2000時間前後まで時短
を進めてきたといっても､フランスより年に約300時間も長いのである‘》この最新の1991年について､規
模30人以上企業の産業平均でみると､年間総実働が2008時間(男子2106､女子1829)、所定内は1838時間(男子1886､女子1751)となっている。
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だが、この労働省統計の200811にはカラクリがある。まず、男女格差が大きく、
業こみ年2200時間（総務庁統計)と女子パート労働1800時間の平均であり、第2に、
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中高年男の恒常的残
サービス残業をきり
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すて､3-4時間の通勤往復も除外した数字で､働きざかりの男性は朝7時に出勤して夜9時跡もの2600時

間が実態である。第3に､規模と業種の格差がひどい,日本商工会議所と束商のl992年6月調盗(3(117#|:

対象)によると､中小企業の年間総実働は2268時間で､政府が1995年度までの経済5力年訓･llniで!|棟とす

る1800時間を400時間余り上回り、「今世紀中に目標実現」とみる回答は全体の4判にすぎない"業穂別

に長いのは､飲食業(2481H)以下､運輸交通､印刷製本､小売業､建設業の順で軒並み2300時間をこえ､外’

図3．フランス人笹金労働者の労働時間の推移
b

年平均週労働時間

I

国人労働者の資格外就労が目立つ業種である｡つまり､|~法定なみ｣大手中堅／｢職予措殻｣の特定iﾄI小／

｢特例措置」の10人未満商業･サービスという3重構造がかくされた数字なのである蝋．

では､何が日本の時短を阻害しているのか。「顧客の便宜をはかるため」「人員を地やせばコストが

上昇」「仕事の繁閑が激しく残業が必要」とする企業が多い[8]．「休日などに納品を要求される_｜

とか｢行き過ぎた多頻度の小口輸送.|といった納入先大企業の<カンバン方式に合わせよ>とする饗求や、

年閥労働時間

8h4

“ ,21“

－

,Z順X、44

「仕事に高い精度を要求されて時間が不足する」とか、「短期間のモデル・チェンジや設計-変更1のあ

おり、また｢24時間営業｣といった生産･流通システムの弊害をそこに確認できる｡要するに､シ､限ア拡大

の競争が激しすぎるのである[9]。この結果、中小企業の週所定労働時間の平均は42時間57分で、飲

食業(44:35),小売業(44:10)となり､現行法定労働の44時間(1994年からは40時間を答申中)をオ（し
ている。

いずれにせよ、日本の時短を実現するカギは、具体的な形として、①週休2日制、②残業規制（と
くに残業･休日出勤の割増賃金率を25%から欧米なみの50%へ引き上げる)、③有給休暇の完全消化、
④長期休暇の普及、および⑤社会システムと業務の見直しにある､とみてさしつかえない‘，とすれば、
それはどうすれば可能か｡フランスと比較すると労働一余暇スタイルのどんな日本的特徴がそこにみ
られるか､といったテーマが浮かび上がってくる。

1瞬迦
42
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図4．日本人労働者1人平均年間労働時間の推移
（耶業所規模30人以上）

3・労働一余暇スタイルの日仏比較
Wcu錘8

ECの部内報告書で、Workah()liclivingirlarabithatch(ウサギ小屋に住む働き中毒)と，批
判された日本人の労働と生活のスタイルは、歴史的には労働＝仏行の修行労働観（鈴木正罵）ともか
らまり､つぎの二つの伝統的労働観に根をもつものと考えられる[10]。
そのひとつは、江戸時代からの勤労報徳の倫理が国民教育化され、l-労働＝善・苦・得、遊び＝悪
楽・損」とみて、勤勉にはげむ労働倫理である。これは、戦前の日本の小学校にその銅像が立ち、19
11年からは文部省唱歌にうたわれた「骨身惜しまず仕事にはげみ、夜なべ済まして手習い読書、せわ
しい中にもたゆまず学ぶ、手本は二宮金次郎_lの日本的勤勉の性格によくあらわれている。それは｡
残業して長時間働くだけではない。働いて修業をつみ、勤労に勉学/工夫が余暇/睡眠をきりつめて加
わる｡いわば「勤勉と工夫」の修業労働観である。しかも、そのI-勤勉と工夫」には「貯蓄」がむすび
ついていた。時は流れて､いま米国とEC各国から非難をあびているのは､この日本人の勤勉一工夫一
貯蓄の3点セットが生むくシェア拡大主義>であり､その根底にあるく過長労働一改良工夫--超過貯蓄＞
に対応して､残業大国－技術立国一債樵大国となった日本社会のく企業中心体質>なのである。「働く
ことは美徳だという二宮尊徳的な考えをもつ｣（「日本経済新聞jl992.12.16)と自称する村上正邦労
相が､時短の旗を振る日本では、「昔二宮金次郎、今は木枯らし紋次郎」とか「フリーターの転職時代｣
とは楽観できない‘，日本の時短は､自由時間を切りつめてもまず仕事にうちこむ父の勤勉精神が､転職息子の余暇を支える世代複合で進んでいく。

いまひとつは、仕事と遊びのけじめがはっきりしない日本人の「灰色の労働観」である｡谷崎潤--．郎の「陰影礼賛」しかり。日本人の仕事ぶりは万事灰色の方が居心地がよく、フレキシブルで働きやすく､長つづきがするのだろう。これが、いまでも多くのサラリーマンの労働／余暇スタイルにみるコマギレ休暇の根拠となり､<日本的労働時間の7不思議＞のひとつともなって、年間実働時間や拘束時間
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の量的比較では見落とされる点である．かつてル｡モンドの記者が､日本人の労働-余暇のスタイルにつ
いて､小刻みに食べては動き回る「サルの労働」で､大きな謹物を捕らえたらあとはゆっくり鋭気を銭

い､<労働とバカンス>をはっきり分けるフランス人好みの「ライオン労働」ではない､と批判していた
のが想起される。

4．新労働時間制度と構造的な時短格差

労働時間短縮の国際的要請におされ､時短推進をめざして近年労伽羅準法が改正された"政府I1櫟の

「年1800労働時間の1992年達成｣は延期されたが、労働省や経済企画庁による連続休暇の促進提雷のほ

か､民間でも余暇拡充の改革による労働者の休暇の多様化現象が各社にみられた｡これまでの画一-的な

休暇のありかたが反省され､国際的非難の回避と､より現実的には人手不足のもとでの人材確保、若い
有能な労働力確保の必要性などから、年休と休日の拡大とその改善の動きが活発になってきたのであ

る。とかく法制度の改革が先行し､それに引きずられて､社会慣行がなしくずしにかわる体質をもつの

が日本社会である。その点で、戦後40年にしてようやく実現し、労働時間短縮運動の大きな碓進力と

なった法制的枠組みが､1987年の労働基準法の改正(施行は1988年4月）による新労働時間制度である‘，

その骨子は以下の3点に要約できる。

①原則的週労働時間は40時間と明示したが、当面は原則週46時間制。1991年4月からは原則44時間

制となり、政府は40時間制の一律実現を1994年ごろに予定している。

②年次有給休暇の最低付与日数を、6日から10日（規模301人以上）に引き上げる.，

③1ヶ月単位と3ケ月単位の定型的変形勤務制、週単位の非定型的変形時間制、フレックス・タイ

ム制度などを導入して、時間規制を弾力化すること。

とはいえ、①には､規模(300人以下の中小企業)と業種により、さきにのべた猶予措置(4611)､特例措

置(48H)がとられ､②には規模300人以下の事業については､1991年から8日に､1994年から10日に引き_上

げる。こうした大手／猶予中小／特例零細の3重椛造の時間格差をかかえこんだまま、段階的移行によ

り労働時間制度の短縮をはかるやりかたも、日本社会の階層的複合性となしくずし改革選好の体質を

よく示す｡またそこから、日本=同質化社会､無階級平等社会論のいつわりがはっきりする。すなわち、

年休10日会社と8日会社の2本建てがあり、［表1]にみる週44時間/46時間/48時間労働の規模と業種

による不平等構造の格差が統計上は平均化されて､さきの1991年統計の総実労働=2008時間､1989年の

週平均46.9時間(女子は40.0)となる。1990年日本企業の夏休みは平均6.3日,年平均の有給休暇は15.3

日だが、現実はOLが完全消化するのに全体では5割消化で7,6日、「働き盛りの男一子は年2600時間労

働」（総理府「労働力調査」）という、過労死的な「多忙男社会」の焦点がポカされてしまうのだ。

5－過労死の実態と困難な労災認定

こうした事情から､むしろ滋養強壮剤「ユンケル」のブームとか､働き盛りの中年男子の自殺者倍増

(1972年の1542名から82年の3028名へ)の数字の方が､過労死社会の異常信号になる㈹「運送､銀行､ジャ
ーナリストや営業関係などは､朝7時に出かけて夜9時頃まではたらき､その平均出勤は250日だからほぼ

年間3000時間労働謎と考えて間違いない」（加藤哲郎)とする試算の正しさは、「年間3000時間労働のと

ころで異常を訴え、3500時間をクリアすると死んでいく」と証言する過労死弁護団の事例分析でもう

らずけられる['1]｡その点を考慮して、労働時間の短縮に関する官庁統計を解読した方がよい。
過労死は､石油危機による｢減量経営」のころから現場労働者の「突然死_'として注目されはじめて

いたが､1988年に｢過労死110番」が各地に設置されてからは(労組ではなく)妻たちから相談が激増し、
サラリーマン社会にも広範化している実態が明らかになった｢日本的労働災害｣である｡仕事熱心な中高
年男孑を中心とし､蓄積疲労による循環器系の急死労災だが､大阪過労死問題連絡会が警符する過労死
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表1．改班後の法定労働時IIU(平成3年4ﾉlln以降）
●改正後の法定労郎椰IIの枠淵職
［二コ厘則1哩44B$IMI(従米は46BWIM,
!函猶予獅総調聯饗澱‘’
■■■斬例1週48MInl

碓米は48時Ⅲ11lし、】～4人災恢については34時側
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図6．週休2日制の普及率
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入にとりくんでいる｡そこでつきあたっている難問として、

－日給制の現場労働者の減収にならないか、

．－工事期間のおくれにどう合意を取り付けるか、

‐~時短による受注単価の上昇を、いかなる生産性向上策でカバーするか、
があり、これが労使の争点になっている｡いずれにせよ､週休時短と余暇拡大は、l989年からの官庁土
曜閉庁､金融機関の完全週2日閉店制度の発足(同年2月)と公立学校の月1回5日制(1992年9月から)をへ
て、現行週44時間から94年に原則どおりの40時間制に移行する大手中堅/猶予中小/特例零細の労働者
の順に､現行の44-46-48Hから40-44-48鮴制になる。
とはいえ、10人未満の1日9時間営業を許された商業､映画演劇､保健衛生､接客娯楽業界など特例零

細900万の労働者は8時間制になったが、まだ日曜全休どまりが半分を占め、政府による「特例措置」
として94年後も週48時間を継続する。300人以下の中小建設･運輸.鉱業と清掃.屠畜業は現行週46時間
（94年から44時間)の労働者である。そこにようやく土曜休日制度が導入されはじめたが、中小企業に
は大手が週40時間制に再改正されたあとも、96年度まで当面週44時間予定の「猶予措置」となる対象
労働者が存在し､これだけでも現在2200万人、じつに雇用労働者のほぼ5割の大部隊が原則のそとにお
かれている｡こうして労働者の労働／余暇スタイルの「3重構造」的な「法の下の不平等」は解消せず、
業界の足並みをそろえ､時短の先送りで競争条件の不利を防衛する｢中小業界の圧力」に労働側は対抗
しかねている[図5.6.7]。

7．「連続休暇促進要綱」と「労働時間短縮促進法」
以上をうけとめた時短促進の具体的手段としては、先述したつぎの方策が考えられる。
①完全週休二日二週40時間労働制の普及で､これが柱の中の柱をなす。
②有給休暇の増加と完全消化

③連続休暇制度の定着と拡大

④時間外割増率の引き上げと残業の削減(上限規制:週15時間､月50時間､年450時間）
⑤社会システムと仕事の見直し､職務合理化
これらの方策は､日本の長時間労働を是正して､国際的批判を回避するために､1988年5月､労働省が
策定した｢労働時間短縮推進計画」"5HfT'cti｡'QWWPHaの基本戦略でもあり､時
短の目標として1992年までに週40時間とし､同年度までに残業時間をふくむ年間総労働時間を1800時
間にしようとするものである。

これを具体化した翌1990年の労働省の｢連続休暇促進要綱」は、[=2]のフランスやドイツにみるー－

連続バカンスの促進をめざす行政方針で､国民生活審議会が答申したほぼ一一週間の連続休暇の義務づ
けをはかる｢余暇促進基本法」の代行策としてつくられた｡その内容は､1992年に年次有給休暇の平均2
0日の付与と20日取得の達成を目標に一
①年度はじめに個人別取得計画書を作成し、交代で大型のフリーバカンスをとる。
②'､ツプが率先して休み、休暇中の業務代行者を決めて休みやすい環境をつくる。
③誕生日やリフレッシュ休暇など休暇をふやすとし、法定の'5日案も検討中である。
さらに、不完全ながら以上の集大成として､1992年6月には､｢時短促進法｣が､共産党を除く賛成多数
で成立した｡これは中小企業を対象に､社内時短委員会の設置努力などを柱とし､地域､業界ぐるみ、営
業時短や休日日数の増加などの時短計画をまとめ､国の承認をうける制度を新設したものである｡しか
し､日本の｢時短促進法｣は､企業にたいする強制力も罰則もない、まことにへつびり腰の生ぬるい法律である｡フランスのバカンスが､1936年人民戦線の職場占拠闘争による週40時間労働~有給休暇2週間の
形でスタートし､1956年と62年に1週間ずつ追加され､1981年社会党政権が成立して「仕事の分け合い」

－63－

1多発の危険職場とは､長時間・深夜・不規則・単身赴任・出張激務．過重資任．欠圃不補充の職場で、
つぎの分野に集中している。

ー新聞．マスコミ、タクシー・トラック運転、プログラマーー、夜勤・深夜労働、末端の職制、経営
責任担当、配車関係、計器監視、運転労働、セールス、電算機、寒暑労働。他方、過労が原因となる
主な病気で労災認定基準となるのは、

－「脳血管疾患」と「虚血性心疾患」系で、心臓病、高血圧、脳卒中とクモ臆=ド出lm、心筋梗塞と
潰瘍、糖尿病が多い[12]。

「過労死は全国推定約1万人｣ともいわれるのに､（）内の脳･心臓にかかわる労災申請件数に対して、
労災認定件数の方は1988年から29件(676件)､30件(777件)､33件(977件)､91年でも34件(550件)ときび
しすぎる｡その認定基準は､｢発症前－－週間以内に日常業務に比較して特に荷重な業務に就労した場合_l
に限定され、「業務との関連」を遺族が立証するのはむずかしく、企業側の協力と認定条件の緩和が
つよく求められている｡死ぬ前になぜサボり､休み､退社しないのか‘，この「休めない精神」は外国人
に不可解であろう。イタリアには、「休み過ぎで死んだ人間はいない_｜という格言さえある。

6．時短論争と中小企業，特例業界の抵抗

そこで問われるのは、労働組合と民間の労使関係をこれらの問題にどう取り組んでいるかである。
労働時間の短縮をめぐる論争点として､推進側の政府と労働団体には国際相場論があり、これに交換
条件のはどめをかける経営側、とりわけ長時間による低賃金の単価コストを武器としてきた中小企業
界や特定業種の業者団体には、それなりの抵抗の論拠がある｡円高と内需拡大の平成景気のもと､人手
不足で残業にあけくれた「時短元年」の89春闘では､いまなお「余暇より所得」志向の労働側を､経営
側の「賃金一時短セット論」が押し切った。月給制労働者の時短は賃金単価を引き上げるから侭kげ
は抑制する､との論である。

労働団体の時短要求は、その後も一層の高まりをみせるが、労働組合は何を具体的に求めているの
だろうか。その内容を「連合」の1991年生活闘争のスローガンで確認しておこう｡｢91連合白書」によ
る時短要求の内容は､つぎのように多面的かつ段階的である[14]。
①すべての構成組織が、隔週週休二日制（4週6体制）以上の実現をはかる。
②すでに、隔週休二日制を達成している構成組織は週休二日（4週8体）制をめざす。
③夏休み制度・リフレッシュ休暇制度など、長期休暇制度を創設する．
④年次有給休暇の付与日数の--層の拡大と、完全取得に向けた休暇取得計画の策定など具体的活動を積極的に展開する。

⑤病気休暇制度を創設する。

I
’

’

⑥時間外協定は、「年間150時間以内」の「連合」目標の達成に向け､36条労使協定を厳守‘，
⑦1週間に1度の「ノー残業デー」運動を展開し､だれもが｢帰宅の人」となる‘，
⑧時間外労働に対するペナルティーを強めるため、時間外割増率を引き上げる。
⑨24時間連続操業産業の労働時間短縮に向けたシフトの見直しをする。
この要求の背後にある労使の時短論争では､経営側のコスト防衛論=｢賀金か時短か｣に対して､｢連合j
側は､｢国際競争にかかわるコスト論議は、諸外国との労働時間の大きな格差が解消した段階ではじめ
て具体的な選択になる問題」とする欧米なみ時短先決論を対置した｡欧米との200･500時間の格差の解
決を貿易摩擦対策として､外圧を利用したのである｡それにしても、「連合」の要求項目に、過労死対
策の一行も存在しないは何とも奇妙なかぎりである。制度化された労組には遺族の声が届かないのか。
他方､小零細企業の長時間業種､たとえば、日曜全休制度の実施で精一-杯だった建設業界では､｢すぐ
実行しないと現場では働く人がいなくなるjという人材確保の観点で労使が-･致して､土曜休日制の導
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をめざす5週間の協約化を一挙に実現したのとは正反対である｡なしくずしの調整とコマギレ改良を、

上から_ドにおよぼして､いつしか世の中が変わる－これが日本式時短のスタイルといえる[図3.4]．

その反面で､労働省は､1994年度から女子労働の保謹規定を緩和して､深夜勤務の職煎を緩和し､時間外

労働の制限を撤廃する「母性保謹ぬき男女平等」の方針をきめている。

なお、1993年度からの労基法再改正の労働基準審議会答申案では、①法定労働時間を94年4月から
週40時間に､②最長，年間の変形労働時間をもうける、③裁鐘労働制の拡大（外勤のみなし労働ほか、
R&D、ソフトウェア、出版印刷、マスコミ、建設）によるフレックス制などを建議しているが、残
業、休日割増制は労使の対立で先送りとなりそうである。

表2．欧米諸国の休暇状況

①フランス
－

休日・祝日

|製
｜ついて

日（うち曜日指定2日（月曜）日指定9日）

一一

月の日曜日）
叶115日

精量降臨祭（5月の日曜日）に

8．連続休暇の多様化一大型化・取得自由化・多目的化
このようにみてくると、日本人の労働／余暇スタイルは、表1と図5にはっきり示されたつぎの3．大

タイプの労働者グループに定式化できるだろう。
第③タイプの長時間=零細企業の｢特例労働者」900万人は､1日9時間からいまやっと1日8時間＝週48

時間労働で日曜全休のスタイルにたどりついた。
第②タイプの中時間=中小建設.運送の｢猶予労働者」2200万人は､ようやく日曜全休から不完全週休

2日=46Hの労働／余暇スタイルに転換しはじめた。
第①タイプの短時間琴高所得の大手中堅会社の労働者は、完全週休2日=週44H制(1990年現在で全労
働者の39.2％、約1200万人)が定着し、労組の交渉力も生かして40Hと長期連続休暇のライフスタイル
を選択しはじめた。国際的外圧のもとで、以上の政労使と業界の力が合成されて､いま、日本の第①
タイプの組織労働者の仕事／余暇スタイルは、日本経済の内包的蓄積体制を柔軟に調整しながら、週
単位の時短から年単位の連続休暇制度へと向かっている。地域包括最賃制とこの構造的時短格差の日
本とはことなり､全国一.律の｢進歩のための全職業法定物価スライド制殻低賃金」SMICをもつランスで
は､産業別の週時間格差も,時間以内におさまり､はるかに平等化されている[表2]。
そこで最後に、この多様化する休暇制度の実例を具体的に紹介しておこう。
◆リフレッシュ休暇制度（永年勤続者休暇）一神戸製鋼、高島屋など大企業の4割
◆長期連続休暇制度－ソニーの連続16日,大和証券12日、大丸10日､高島屋10日など
◆フレックス休日制一上記を-一斉休暇ではなく自由にとれる。ソニー、大和証券
◆1ケ月世界…一周旅行休暇（入社'0年社員全員の研修休暇)一テンポラリーセンター
◆フォーシーズン休暇制度(五月連休と夏・冬・秋休み6日のプラチナウイーク)一.リコー
◆有給休暇保存積立制度（毎年の使い残し休暇を積みたてる）一味の素
◆アニバーサリ休暇（誕生日、結婚記念日の休暇）一小田急百貨店、いなげや
◆育児休職制度（女子従業員）一1990春闘から電機産業界で実施中。
◆配偶者・両親介護休暇-NEC
◆ボランティア休暇（老人や障害者介護の社会奉仕活動のため）一富士ゼロックス

’
土曜掻替休日は実施されてぃない．

｜・ボン（ブリッジ）休日は実施されているが、2つの休日にはさまれた日すべてが対象とな
るのではなく、豊企藁の判断により定められる．実態は年2回程度．年次有給休暇法定

.（1年勤務後の）遇低基本休暇－5週間
．（一定の条件下での）休暇の追加一一21歳未満の母親に対して扶養児童1人につき2日追
壺農襄蕊蕊塑幽分割してとら握羅EF遁翫・
労働樫約および慣行
．（1年勤務後の）最低休暇－5週間
．（一定の条件下での）休暇の追加一助綴年数を基理にする
・平均取得日数は26日（除土日）

夏季・冬季等の休暇企業

．又季、冬季等の休暇は有給休暇の枠内
・平均的な休暇の璽彊狄況は、夏季2～3週間、冬季1～2週間程度享蔵~~－－

．又季69日（7月1日～9月7日)、万里節10日（10月3旧～11月9日)、クリスマス17日
（12月19日～1月4Bi)、冬季10日、春季16日計106日

・冬季、春季についてはフランスを3つのゾーンにわけ時差を段けていろ‐■■
詞一一一

②アメリカ

~罧百一宇預言 ．祝日10日（連邦政府公務員の堀合．うちE
・休日104日（完全週休2日制）
．日頃援醤休日の実施（月曜握替）

うち曜日指定5～7日、日指定百二~百-百r
壬一一叶114日

土曜握替休日の実施（金曜または月曜握替）

ボン（ブリッジ）休日については、独立肥念日（7／4)、クリスマス（12／25）が火曜
または木曜にあたる塩合は、企業によって月曜または金曜が休日．感朗祭（11月第4木曜）壁についても同機．－

定毒茨宥冨孫屠-－

･(1年勤勝後の）簸低基本休暇一
．（－定の条件下での）休暇の追加一の●一◆●■句やー＝◆e■■●ー争守●■｡｡●●■ー｡◆■○守今ー■●◆●｡ー｡●■■■●●●わ｡｡●●句■巴｡｡●●わひ◆ー●
労働協約および慣行

般的に適用される法令の条項はない
一一一

一一一

垂
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一
労
一》

一
》

’

｜
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石油危機と円高ショックの大きな波をのりきった日本の経営はいま、そのコスト競争力だけでなく、
分配の公正と組織の効率（市場と技術の成熟化を突き破る開発力とサービス強化も兼ねた生産一流通
の組織革新）をもとめられている。海外弧場とのすみ分け、労働時間短縮の外圧、人間とロボットの
共存する職場－このあらたなコスト。アップ要因をいかに吸収するか。
これまでは、①不断の技術革新と②つぶしのきく多能工的な現場訓練(0JT)で対応し､③36協定によ
る労組の残業協力と④下請システムを動員した柔軟な社内雇用調整と賃金決定方式がこれを助けて、

｜
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⑤サービス残業のTQCによる技術参加と経営への統合や⑥ME化とロボット合理化への企業内組

合の協力が､生産効率と品質をたかめ､｢日本的経営」と国際競争力の有力な武器になってきた。しか

し、企業国家日本の<内包的蓄積体制>への日本的勤勉と工夫による<柔軟な適応＝調整様式>は､過労

死的限界と若者不足と外圧のカベにつきあたり､｢日本型経営」は危なくなってきた[9],,そこで､以｣･.

のように、企業側から休暇制度の改善と拡大の方向をうちだすことにもなったのである‘，

ところが､その｢分配の不公正｣を正す<妥協の制度化>のプロセスにも多くの問題がひそんでいる‘〉

休暇を多くとる従業員の昇進上の不利益、同僚への気づかい、休暇はふえても仕事はへらない｢､欠員

不補充｣という「日本的雇用調整」の社内労使慣行などから、休暇は現実にはとりにくい｡いざ取得し

ても､残業がカプセル･ホテルに場所をかえたフロッピー残業となり、あるいはバカンス先にもちこま

れるケースも少なくない。連続休暇が大型化され取得が自由化されて、時短の法的な制度形式が整備

されても､休暇に仕事が紛れ込むような「企業国家日本」の｢仕事が第一一､家庭は最後」の競争社会や、

土日にも<裏商売>に精を出す仕事体質は､そう簡単にはかわらないだろう。

「灰色の労働観」が「ケジメの労働観」にシフトしていく若い世代の高学歴者になるほど､労働と余

暇の2本足で立つ労働者は確実に増大するが、団塊世代を中心に過労死する中高年の犠牲と「転職の

労働観」のフリーターはく父と子の悲劇>をはらみ､父親不在の<ホテル家族>に分裂する｡単身赴任男が

食品売り場を排梱する<夕暮れ族>がふえて､家族の形態もその役割も変わってきた｡「親lという字は

｢木の上に立って見る人.lと書くが､忙しすぎて見てやれない親の背をみて子は育つ｡子供を<水>､親

をその<受け皿〉とすれば､今日の子供にとって<あるべき労働者家族>とは､水をはねつける<鋼鉄家族＞

や母子で不安を増幅するくバネ家族>ではない｡くスポンジ家族＞が妻子の悩みや不安をゆったり吸いと

り、その水をしぼりすてる父に時間と心のゆとりがなければ､く思秋期の妻>とく父なき･子>はどうなるか､，

’一人が力を重ねる」と書く「労働」にしても､交替勤務の孤独作業をどう時短しても､｢コンコルド広

場の銅像は一人では倒せない｣(J.プルードン)。本来なら､労働者たちが地域と職場に根をおろし､ネッ

トワークのリゾームの茎をはりめぐらして、労働生活時間の中に「自由の解放区」の憩いの時間とうる

おいの場を形成し､それがむすばれていく中で、自立した人と人の連合と交歓のリゾ…ムがふかまって

いく。だが、|~時短とバーターされた合理化」は､労働過程の「自由のスキマ」ないしM.アングリエツ

タのいう｢労働日の気孔｣[15]をことごとく吸い上げて､資本の都合で「日産暦」や|~トヨタ｡カレンダ

ー」を編成した。人間労働のバイオ・リズムも生活のサーカデイアン・リズムも乱され、社会生活とエ

コロジーから切断されて､資本の共同体にはめこまれ､飼いならされてきた「休めない精神構造｣のまま、

余暇休日が増加しても､休日拒否や帰宅拒否症はふえて､労働者の孤独は解決しない。

冒頭にのべた日本社会の「3つのし過ぎ」を解決するには､<1.53ショック>で1992年に発足した育児

休業法など､女子も職場に進出できる育児休暇制度を拡充し、夫婦で職業と家事を分担するほかに､少

年少女が完全週休2日の自由時間をすごし､老人もNGOに参加して､世代間や男女間で仕事と社会活動を

わけあう必要がたかまるだろう｡その観点から､家族の収入と老後の安定を保障する長寿余暇、若者が

構造的に不足する時短余暇社会の明日が透視されてくる。女性の職業的成長と外鬮人労働者の熟練形

成的受け入れ制度がそのカギとなるが、老若の男女と内外国人が「過労男社会」の仕事と活動を連帯

してわけあい[16]､すべての世代が自由時間を享受して､生涯学べる機会が提供されねばならない‘，

明日の職場と家庭と市民社会の時間配分構造にむけて､効率と公正と環境の均衡がとれた堆涯時間

と社会的所得の保障機構をどう築いていくか｡く私本主義>とく会社主義>を超えていく「労働者の生涯

カレンダー」で､時間と所得を社会総体としてどう調整するか－そこに､外への経済突出と単純労働鎖

国と難民拒絶の壁をくずし､内には過労死的な｢競争蓄積体制」のゆがみを正す｢日本レギュラシオン」

の課題が存在する｡内外労働者の生命と国際人権を守り､｢社畜人間」の競争を「社会的個人｣の共生す

るリゾームにかえ､日本をゆとりある「ひらかれた暖かい社会」に改革する若い世代に注目しよう。
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長びく不況のなかで､時短が操短にかわっても､日本人の休み方､遊び方と働き方の文化革命は未完

であり、上1本社会の労働-余暇革命は、疑いもなくいま大きな転期を迎えている。

［註｜

[l｣1991年の上|本人の平均寿命は男子76鯛女子82歳。総人口の13%が65歳以上の老年人口で占める。

[2］完全週休2日制度をとるフランスと米国の場合、義務教育課程の年間登校日数は180日である。

[3］たとえば､日本生産性本部「労働組合の現状診断と将来展望」(1987年）の調査によれば､労使間

でいま問題になっている主要事項は､①所定内の労働時間の短縮（週休2日制を含む）、②時間

外労働の規制、③他社への出向、転蒋、④管格中心人事の導入と強化、⑤退職金・年金問題、⑥

中高年曾金の上昇抑制、⑦定年延長、⑧有給休暇の消化、⑨単身赴任問題、⑩個別査定の強化、

といった順となっている。

〔4〕日本の労働者の労働.／余暇観について､その変遷を世代諭的に考察しフランスに紹介した筆宝稿

くAbeillesetf()urcigales-Loisir,congespay6s,tempsdetravail>,inRevlleCADRECFDT,No.

sp6cial349･-35()(LeJaponetNous),deCl991,Parispp.42-.43より引用。くRevuedeMedecine

duTravail>､Mai-･Juinl992の拙稿､および拙稿Japon;lar6ductiondutempsdetravail,in

<Futuribles>No.165-166,1992もおなじテーマを分析している《》

[5］道下勝男「･カテン現象」建設省編『建設労働資材月報』1992年7月号

[6］滝沢算織『改訂新版．労働時間短縮マニュアル』10-16頁経営書院1991年

[7］詳細については､宮崎義一『複合不況』中央公論社､1992年を参照せよ。

[8］労働省編著「労働時間白書」61頁日本労働研究機織1991年

[9］盛田昭夫「『日本型経営』が危ない－『良いものを安く』が欧米に批判される理由」『文芸春秋』1992

年2月号、後に『日本の論点』文芸春秋社、116頁以~ドに収録｡なお、吉田和男論文「シェア重視が

火種」I･日本経済新聞』1992年4月27日号の<新資本主義論>も参照。

[10]この伝統的労働観（勤労は苦しいが道徳的に善＝美徳で､働けば豊かになる）への批判として、

イザナギ景気の局而では、「ワーカホリック反対」（反体制＝労働は疎外､苦痛で悪で損）「ヒッピー

でも食える」（脱体制:悪パート・バイト人生､脱組織､留年組）「労働は苦であってはならない」（労働

の人間化)の登派が存在したという(村上元彦『何のために働くのか』28-30頁､日本生産性本部、

1977年)｡ところが、石油危機からl()余年の長期不況をくぐり平成バブル景気も崩壊して､これが

「過労死批判_|「ガテン現象_|(自分派で技能志向の転職フリ-･･"-)｢3K忌避の新3K労働」（きれい、

快適､恰好よい）にすがたを変えたけれども､<ほどよい労働は悪ではなく生活に必要不可欠>と働

く価値を評価する点で､伝統的労働観はなお崩壊していない。それは過労批判でクールに修正され、

相対化されたのである《,<本当の人生にとって労働とは何か＞と問い直す､経済批判の判断基準を

日本人に与えたのは、社会も文化もきりすてた損得計算の経済学ではなく、外圧と家族､人権と生

命､エコロジ…と生きがい､社会のあり方をめぐる日本文化の貧困への覚醒だったのである。この意

味で､日本の余暇時短は「日本文化革命_|の線上にあり､若い世代と男女が模索するライフスタイ

ルは､バブルとレジャーランドにデラシネ化せず､労働忌避のニヒルな破滅人生とも無縁であろう。

[11]川人博『過労死社会と日本』花伝社1991年､大阪過労死問題連絡会『過労死110番』合同出版1989

[12］過労死弁護団全国連絡協議会編『過労死-国際版』88頁､窓社1990年。同書は､日本の今日の労
働者の働きすぎを例解し､過労死労災の問題性を世界に訴えた白眉の書である{、

[13］フランスの有給休暇は､1936年の2週間が56年は3週間に.､62年には4週間に延長され､1968年5月の
ルノーエ場でも----大争点とされた｡谷川稔『フランス社会労働運動史』294頁､山川出版社､1983年

[14]連合第2回定期大会(1991.11,21-22)の第4号議案「92春季生活闘争裁本方針案_lによる。
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’ [15]M.アングリエッタ『資本主義のレギュラシオン理論』邦訳133頁､大村爵店､1989年
[16］時短余暇と長寿社会の労働力構造の展望､および外国人労働者の受け入れ方のH仏比較について

は、筆宝著『日本建設労働論」御茶の水書房､1992年､を参照されたい‘，
経済 と余 暇

パリ第九大学マルク・ギョーム

立正大学教授,パリ大学客員教授として1991年4月より翌春まで在仏研究〈．
蔓本稿は,1991年9月25･26･27日にマルセーユ社会科学高等研究院で開催された
日仏会館シンポジウム:くフランスと日本における自由時間･余暇･観光>に参加
し,その第一部[余暇一．その歴史と社会的現実]で発表した筆者の別掲仏文報告
を邦訳し,これに加筆した論稿である。HubertCECCALDI日仏会館学長はじめ．
研修先パリ第1大学のIIenriBARTOLI名脊教授，同大学CNRS;労働経済セミナー
のFmnCoisMICIIION所長とパリ政治学院RichardDUBREUIL教授に感謝する。

自由時間概念は、より手軽には、その対立概念によって、すなわち拘束時間によって把握きれるものである。とこ

ろで拘束時間は本質的には労働時間、なかんずくプロフエシヨナルな労働の時間である。

それ故、自由時間概念は、いわば案出されたもの(1)であり、産業文明との関連で新しく案出されたものである。し

たがって、また自由時間は、経済学者によって、非労働時間として、還元して、だが適度に彼らの分析に取り入れら

れている。

実際には、経済学者は、幾つかの例外を除けば、労働時間、すなわち、その継続時間と時間配分にしか関心をもっ

ていない（例えば、近年勤務時間の柔軟性に注意がますます向けられている)。それは生産量、生産性､競争力といっ

た面だけでなく、自由時間を構造化していくといった面からも重要な問題である。こうした問題は、他の観点から取

り上げられているので、ここでは取り組まないが、以下の点は留意しておくべきであろう。勤務時間が、確かにここ

数十年来減少してきていることである。とは言え、現時点でみると比較的僅かな減少でしかなかった。因に、フラン

スと日本では、1975年にかけ、快適設備財消費が3．5ないし10倍にも増大したのに、自由時間（非労働時間）

｢消費」は－むろんこのように論じるのは明らかに異論の余地があるが－、20ないし30%しか増大していない(2)。

したがって「自由時間」財は、相対的に「下位」の経済財のようである。産業社会では、ことごとく豊裕化を目指し

て、また余暇を犠牲にして、取捨選択されているものだから、余暇が「侵害」されているように思えるのである。こ

の点については後述するであろう。
、

』

蔭
隆
卜
隆

規律社会から管理社会へ

拘束時間が基本的に労働時間であると主張するのは、なにも経済学者だけの考え方とは限らない。それは歴史的ア

プローチによって証明されうる観点でもある。労働の時間的拘束と管理を編み出したのは、産業労働ではない。ヨー

ロッパにおける19世紀の工場は、修道院、兵舎、病院、あるいは学校で逸速<実験済みの装置を踏襲したのである。

だが、工場はこれらの規律を集団編制し、体系づけたのである。勤務時間への束縛は、他の多くの規律に加えて、集

団労働に付かせることが追求していた管理が理想とするところの本質的要素であった。このような訳で、我々 のエス

プリに、労働時間イコール拘束時間、非労働時間イコール自由時間という同一視の観念が刻み込まれたのである。た

とえこうした観念が、今日、疑わしくなっているとは言え、なお保持されているのである。
なお、ヨーロッパ産業化の当初においては、自由時間は存在しなかった。

マルクスは『資本論」のなかで次のように書き得たのである。「労働日の制限に対して規則を与えることが労働力の

正常な維持であるどころか、反対に、それがどれほど過酷で、どれほど辛いことか、それは労働者に休息時間の範囲

を規制するものである｡資本は少しも労働力の持続に気遣うことはない｡関心があるのは1日に消耗されうる最大量
である」(3)。

なるほど、労働を介した殺識という初期段階を経過した資本家のロジックは、労働力の持続とその効率を気遣うこ
とになろう。そして非労働時間の整備の草創期を迎えるであろう。だが、雇用者が作業場内部で成果を上げた規律と
管理モデルを、作業場外部へそのまま適用しているかぎり、自由時間について論じる余地はほとんどない。そこで問
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た国、集団、個人によって極めて多様なことによって特徴づけられる。

余暇時間が経済と保っている諸関係との検討に入る前に、この分類について幾つか全般的な指摘をしておこう。
これらの様々なカテゴリー間の境界は、明確ではない。買物することは、余暇の一要素を含みうるし、特定の研修

活動にしても然りである。より肝心なことは、あらゆるこれらの活動時間の間で、個人的にみて自由に割り当てられ

た時間が増えてきていることである。このことは労働時間についても言えることである。事実、柔軟な勤務時間帯、

暫定契約にもとづいた労働、更に女性にとってより幅広い選択自由が増えてきていることは確かである。所定外時間

に至ってはなおさらそうである。所定外時間は、異なった形で組織編成されうるし、所定外時間が、多様な生活スタ

イルを特徴づけていると言える。

このように柔軟性が増大したことは、管理社会へ向けて20世紀の初頭に頂点に到達した、18世紀と19世紀の

西欧における規律社会の変遷に関するフーコとドウルースの省察に基づいて、おおよそ解釈されうる。あらゆる閉塞

された環境、すなわち作業場、学校、病院、家庭は、今や危機にあり、またこの危機を乗り越えるために、新たな柔

軟性が模索されている。それは直接的管理よりも自己制御に訴えた形態である。そのような訳で、この変化に様々 な

理由で適応できなかった学校は、なかでもとりわけ危機に瀕している。学校がもつ時間的拘束は、労働の世界におけ

る拘束以上に、今日きわめて行き過ぎており、硬直しているといえる。

要するに、今日の最大の柔軟性を真の自由獲得と判断を下さないように気をつけなければならない。それはむしろ

社会的なものの運営様式の変化、つまり、間接的、且つ統計的コントロールのもとで、更によく言えば自己制御のも

とで－股化した自由主義の結果である。

こうした全般的な変化は余暇の時間も特徴づけており、余暇時間は、多彩で、且つ強力な影響下に置かれているの

である。

題になっているのは、工場を労働者用団地に接続することであり、住居を備えることであり、協同組合、救済基金、

学校を設けることであり、更に、かのゴダンのファランステールといった空想的、かつ全体主義的な都市は言うまで
もなく、余暇（たとえば労働者の楽園）を提案することである。

ミシェル・フーコの表現を用いれば、19世紀は、産業ヨーロッパのただなかで、規律社会の絶頂を迎えたといえ

る。その母体は作業場であり、鉱山である。労働の時間モデルに関する労働時間と拘束時間とは、真に自由な時間、
すなわち自由に選択された時間にとって代わられる余地がない。

労働とは直接かかわらない管理面で、いかなる間隙の余地もあたえない管理を励行していた集権的支配を例証する

には、19世紀前半におけるフランスでの特定のミッション・スクールの変遷を想起すればよい。単純化して言え鵺
英国に源を発した教育の影響を受けたこれらの学校は、読み方、書き方、算術面で、教育目標を極度に短期に達成し
たのである。児童は若年にして「放免」され、且つそれらの母親は大抵仕事についていたので、あらゆる管理から免
れ、街に放り出されていたのである。思慮分別をもっている者は、つぎのことに気づいていた。もつとも、彼らの協
調的利害関係を擁護する気遣わしげなその他の教育者にも助けられてのことであるが、将来の被雇用者に期待される
はずである驍けをたたき込むには教育目標が十分でなかったこと、むしろあまり効果的でない教育方法を採用したほ
うが良かったこと、但し、修学年限を延長することによって、欠かすことのできない厳しい鍛練、そして優れた修業
体験を可能とする教育方法を考案したのである。こうした学校の「標準化」は、規律社会の理想、すなわち時と場の
番人というものをよく描きだしている。この標準化は、今日性ある響きをなお保持していると言える。こうした産業
化の英雄的時代からなおとどめているものは、労働時間を拘束時間と同一視する支配的な表象でしかない。所定外時
間は、雇用者の直接的管理から徐々に免れてきたのである。雇用者が労働者の受け皿としての管理を失った時、国家
によって請け負われた共有機能（教育、保険衛生、住宅など）が、幾つかの選択可能性を切り開いたのである。他方
では、経済発展は、資金需要と有効需要の発展を伴うのである。そのためには、期待された販路に相応した分配所得
（それはフォーデイズムの教訓である）と、消費のために自由に処分し得る一定時間が欠かせないことになる。プロ
レタリアは、かつてソースタイン・ヴェブレンが「有閑階級」と名付けたところのものを特徴づけていた自由の一部
に到るであろう。

かくして、所定外時間（家と労働を取り結ぶ交通時間を除いた）は、実際のところ、4つの構成要素に分解される。
そのうち、最初の3つは、著しい拘束のもとに置かれている。

「社会的」時間、すなわち、非商業活動と多少とも義務を伴う活動に充てられた時間であり、それはまた団体活動
（政治、労働組合、アソシエーション）であり、個人的レベルでのありとあらゆる種類の行政上の手続き管理でもあ
る。とりわけ学校、それにあらゆる職業訓練と生涯教育活動である。これらの時間的影響力は、近年非常に増してお
り、新たな進展が見込まれている。学校ないし、様々な職業訓練機関で費やされる時間は、平均して労働時間に相応
する（親が学校教育支援で、子供たちに費やした時間を忘れてはならない)。

消費の時間：購入に費やす時間、そればかりか情報収集、流動資産と信用の管理運用、備品の維持と修繕に費やす
時間である。僅かしか産業に組み込まれていないこれらの活動が、たとえ時間的影響力が減少しているとしても、そ
れらの活動は、それでもなお拘束であり、おそらく、これらの時間的影響力は、ますます増大していると言える。商
業地区では、労働者が消費者に速変わりして、土曜日の雑踏をつくるが、週日のビジネス街と変わるところがない。
フランスでは、商業地区における日曜日営業解禁をめぐって論議されているが、この点で、重要な意味を持っている
と言える。

家庭時間：いわゆる家事と言われる活動に費やされる時間は、様々な要因のおかげで減少しているとは言え、一定
の柔軟性が保ち続けられており、家族内でうまく協力しあっている。

余暇と安息時間は、残る所定外の時間としてあらわれる。その使い方は、それがもつ最も柔軟な性格によって、ま
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余暇の商品化
｜
‘■

全般的変化は、完全に現実化した資本主義諸社会の発展に関して、マルクスが提示した構築物において、少なくと

も中心になっていた予測である。それはまさしく、社会関係の一層の商品化である。マルクスが自らの予測力を過小
評価していたことを今日でさえ確証できる。すなわち、商品関係がもたらす社会的な誘惑の力は、他のあらゆる関係
形態に悪影響を与え、性々にして、商品化にとって変わられている。最近の歴史が皮肉にも物語っている。東欧の諸
国は、彼らの経済をこの誘惑の力から守ろうとしたが、今や市場と商品の魅力に屈している。大規模な公的セクター
を発展させたその他の諸国では、規制緩和の諸政策によって、ほぼ完全に公的セクターを民営化させ、それに市場の
ロジックを適用して、かっての非商品セクターに新たなダイナミズムを吹き込もうとしている。

どの国でも、余暇は、商品関係の延長で特権的なセクターであった。国家の監督下におかれた非商品セクター（文

化活動、教育活動、スポーツ活動など）は、とるに足らない状態のままであり、規模の面でも比較的後退した。最近
まで無料か、さほど費用のかからなかった余暇活動の大部分は、技術的、または商品的装置によって席巻されてしまっ
た。したがって、そのことからも余暇は、もはや下位の経済財ではなく、その他の消費と比肩し得るものになってい
る。余暇が商品と並べられず、商品に置換できない限り、それは富裕化している工業社会において、徐々にしか進展
していない一つの余力でしかない。近年余暇の進展は、商品経済のもとに置かれた度合いと相関関係にある。具体的
に、レジャー商品の消費は、フランスでは、向う10年に12％の進展が見積もられている。つまり、これらのレジャー
に費やされている時間の伸びとほぼ同等の成長率である。レジャー消費の成長が、部分的には、余暇時間の成長要因
であると仮定するのは頷ける。
＝

皇の不完全な因果関係は、より明確には、余暇活動における三つの主要な領域に分けて説明されうる。コミュニケー
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た生産一消費の課程は、確実にマクロ経済面で重要性を帯びており、様々な分岐と間接的効果をたえず生み出してい
る。この課程のなかで、二つの下部セクターを区別することは有用である。それは競技部門と大衆スポーツ部門であ
る。競技部門では、スタジアム、プールないしサーキット・コースなど、主に大規模なインフラ・レベルで間接的効
果が期待される。これらの効果は、とりわけオリンピック競技のように、スポーツ大祭典によって支持された場合は、
全国的次元に及ぶ。競技はまた、技術上の刷新と科学研究にも大きな影響を及ぼす。新素材、（オート・レース、ス
キーそして今や自転車でも応用されている）空気抵抗の研究、栄養学上の進展等々である。
また第三世界諸国がニュー．エイジのスポーツで活気づいている国際鏡技の面でも然りである。これらの競技は、

必ずしも当事国の文化に、政治計画にも、また経済収益にも適合している訳ではない。1988年の韓国のような特
定の新興工業諸国だけが、大祭典を組織することから得る間接的利益を引きだし得るのであろう。
だが、殊に、競技は、訓練効果と、模倣効果とによって、その他の下部セクター、すなわち大衆スポーツ・下部セ
クター、そしてスポーツと興行業が混交した下部セクター、つまりスポーツ・ショーへと勢い波及していくのである。
スポーツのマクロ経済は、三つの頂点が密接に相互に結びついた三極関係に立脚している。

競技

大衆スポーツ興行スポーツ

スポーツ．トレーニングは、スポーツ用品の消費の面でも、またスポーツ施設のインフラ建設の面でも重要な経済
的ウエイトを担っている。たとえ伝統的スポーツ施設が落ち込んでいるにしても、新たなスポーツ製品と道具の需要
が出現している。たとえば、フランスでは（明らかに不動産投資をともなっている）ゴルフである。インフラ面では、
近い将来、滑降、滑空、登薙スポーツ等々のトレーニングカ呵能となるような人工的で､多目的な施設(それはスポー
ツ面での遊園地に相当する）が出現するであろう。

｜ 三 瀧繍鴬
大衆観光は、同様に、一セクターを形成している。マクロ経済面での重要性は明白だし（世界の観光フローは、旅

趣味の追求、冒険にとらわれたままである。このセクターの発展は、したがって交通面と宿泊面、オリジナルもしく
は自発的な旅行形態の面での簡便化を両立させた折衷的形態を企画・創案する方向へ赴いている。

蕊

スポーツ・ショー

スポーツの興行、すなわちスポーツ・ビジネスは、完全に経済セクターとなっている。スポーツ・ビジネスの発展
は、私がハイブリッド．フィクションという言葉で表現した、また他の者力覗実なるもののシナリオと呼ぶところの

ー股的カテゴリーに属するものである。

ハイブリッド．フィクションというものは、小説、映画、ないしテレビ・ドラマがそうであるように、現実なるも

のが、完全には消滅しないところのフィクションである。（確かに政治のショーのような）スポーツ・ショーは、報

道のルポルタージュとしては受け取られないし、むろん純粋なフィクションではありえない。それは一面で、舞台装

置、つくりごと、解説であり、もう一面では現実なのである。この現実なるものは、内化されさえするものだし（例
えば、上演されているスポーツを嗜んでいる観覧者によって)、また、ショーに「再投影」されうる現実なのである。

他面、スポーツ．ショーを演じているスポーツ選手は演出効果、すなわち、ゼスチャー、品行、周辺の事情、トラプ

ルさえ一身に集め、またシナリオが原則として繰り返されるものであるが、彼らが強烈さ、意外性、即興性を補足的

にスペクタクルに与えているのである。さらにこうしたスペクタクルにおいては、とりわけチームに、もしくは一国
の代表選手へ肩入れするものである。そのことは、シナリオをより興味あるものに、またうわくだけである場合がほ

とんどだが、必ずしもそうとは言えない疑似ナショナリズムを生み出すのである。このフィクションとしてのナショ
ナリズムは、代償作用の力をもちうるし、事実、困難な状況にある国や都市（ブラジル、ナポリ…）を燃え立たせて
くれるのである。

スポーツの経済

蕊

フランソワ・モーリアックは、20世紀がスポーツの世紀であると書き残していた。スポーツすることと結びつい蕊
蕊
簿
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現実なるもののシナリオ化へのこうした趨勢は、特にテレビを通じたスペクタクル全体に言えることである。ニュース、娯楽、大惨事、政治討論、戦争でさえ、現実なるものに意義を劇化し、つくり上げるために演出された一つの話しとして具現されているのである。だが、スポーツの領域では二つのからくりが、この趨勢を強めているのである。投じられている莫大な額が、映像技法と制作能力の比類のない動員力を裏付けている。テレビ放映向きのスポーツ、たとえばサッカー、ラグビー、テニス、フィギュア・スケートが、ラジオ全盛時代の放送にふさわしく、また新聞の華々しい報道記事に在りえた自転車競技のようなスポーツが占めていた人気の座を奪ってしまった。とは言え、自転車レースは、現在でもなおテレビの画面で応戦している。テレビ放映に向いていないスポーツ、スカッシュ、ハンドボール、それほと．でもないがゴルフなどは、事態に即した映像技法と技術的刷新で不利な条件を克服しようとしている。

次に、日常短かなスポーツ（多くの人力報じられているスポーツ、ないしそれに近いスポーツを実際にトレーニングし、また家族の一員が行なっている場合）が、スポーツの映像に実体験で得たものを折り重ねているのである。大抵は、放映されている競技と実体験にはさして関係はみとめられない。だが、受け身的な観覧者を熱狂的な「ナレーターJに変えるには、それだけで十分なのである。イメージの世界の特殊映像のなすわざである。映像によって、華々しい競技がスポーツ・トレーニングへと駆り立たせ、また逆に、トレーニングすることで、競技のスペクタクルにもインパクトを強めているのである。

だが、スポーツのミ極構造の発展は、他の二極によって各々の極が強化されている訳だが、むろん独立などしてはいない。現代社会ゆえにスポーツ・トレーニングとショーにかたく結びついたイメージの世界の合体にふけっているのである。

スポーツと社会

スポーツを鏡として、我々は我々の価値観、身体の表象、他者との関係、更に世の中との関係の幾重もの深層を探り当てることができる。先に見たイメージの世界の合体の例を示すことは容易である。スポーツ．ショーが、一つの広告宣伝の場という広告媒体になっているので、企業は自ずとこの領域で存在を示すほどまでに到っており、スポーツの映像を使って企業目標に適したイメージ作りにも努めている。企業はスポーツのスポンサーという地位を利用して（社員を企業の後援者に変えていく)、一つの企業文化を象徴化し、ないしは新たな合法性を自らに付与しているのである。さらに、都市、地域、地方団体は、ラグビー・チーム、サッカー．クラブ、あるいはチヤンピオンカ噸じうるイメージの潜在性に、不断の注意を払っており、また時としてひどく費用が嵩張り、破産に追い込まれる程である(‘)。

スポーツ・トレーニングのもっとも現代的な趨勢に経済と社会関係力澗み込まれているが、こうした組み込みの一般的な形態は他にもある。「勝利者」の人物像は、「功績に応じて｣、と言った能力主義の理想の例証となっている。こうした人物像がスポーツ・マンに体化される時、その功績は出生と社会的再生産にまったく負っていない。その人物像は公正と競技の綜合を、更に形式的平等と現実的不平等との間の両立可能性を象徴しているのである。そこで人は次のことを理解するのである：すなわち、スポーツの競技がメタファー（安堵させるが、にもかかわらず謂れのないメタフアー、というのは経済競争が社会的再生産にしっかり定着しているからである）として、つまり自由なイデオロギーが普遍化し、月並みとなっている民主主義国における経済競争のメタファーと悟るのである。自由主義のイデオロギーは、そのうえ、自律、独立、開化と言った価値感、あるいは自己超克、困難と、変化に対する挑戦といった価値感、つまり「企てる」行為に結び付いた価値感を強調している。これらの新しい価値感は、スポーツ実践体験にも反映しているのである。こうした実践体験は、遠征、冒険、コース外、限界を越えたものへとエ
＝ 直 マ ト。■－－

‐－ ．7－

●
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スカレー卜して、普及しており、その幾つかの試みは、少し前から形成期の枠内でも復活しているのである。アラン．
アランベールが言うように(5)、スポーツは規律的道徳と挟を分かったのである。そうすることで、自己の名において
自分に強制する解放機能を背負ったのである。公正よりも競争をというスポーツの文化的モデルは、企業の従業員を
動機づけるためにも、また従業員の生活を自ら導くためにも信頼できる、さもなくぱ、効果的行為原則である。要す
るに、問題になっているのは、すべての者に課されている規則に背くことなく、個人の限界を越えて、また他者を乗
り越えて開化することである。しかしながら、スポーツのこうした文化的モデルー不平等の定着、社会的調停の民主
主義的な術策一は、無視することができない人為的手段の問題に直面しているのである。すなわち、興奮剤の投薬と
呼ばれる問題である。術策が本質的問題であるのは、記録測定基準が問題となるからである。「自然」なる身体は、
比較を可能にしてくれる原器であり、競技規則の基礎となるものだからである。興奮剤投薬の問題は、より一般的に
は、生体科学技術上の術策は、マスコミによって食いものにされるスキャンダルの種であるどころか、生倫理上の問
題に比肩しうる本質的な問題といえる。

私としては、グローバル社会の進展を反映する度合いそのものに応じたスポーツの三極構造（競争、スペクタクル、
大衆の実践体験）が、過度と矛盾を表明していると思うに至っている。まさしく、マルクスが予言していたところの
ことであり、理想とした民主主義のあらゆる矛盾の表われである。

したがって、三極構造は機能不全になっているのであり、より正確に言えば、機能不全だが、緊急の避難所で待機
して、永続するしかない状態に陥っていると言える。私は、以下の三つのテーマによって特徴づけられる三つの待避
所に言及したい。エコロジックな面からの抗議、言語同断ともいえるもの、それに消尽のテーマである。

待避所

最初のテーマの例証にあたっては、一例だけにとどめる。それは「サーフィン文化」と呼びうるところのものであ
る。サーフィンという孤独なプレーが、世界中の恰好の海岸を荒らすのに数年あれば十分であろう。というのも、ま
るでゴムまりのように小さくなった現代世界は、物理学者が「パーコレーシヨン」（浸透）と呼ぶものにゆだねられ
れているからである、さまざまなネット・ワークと優位を占めた病原菌が先導者となっており、事実、まるでロック
ないしサーフィンが蔓延したように、エイズの菌が、残る世界を感染している。
菌というものは、独りでに成長しない。菌は多数の混交雑種を繁殖させたのである。ところで、都会の歩道と街を
間歩するように、誰が海を、雪を征服したのか。ウインド・サーフィン、スノー．ボード、ハング．グライダー、ス
ケート等である。それはダンスのような他のスポーツや体操にも影響を与えている。
サーフィンする行為が、なんと大量になんと急激に感染と混交化といった、近代世界に特徴的なこれら二つの傾向
を描きだしていることか、隠れた文化に属するこの行為の特異な適合によってしか説明され得ない。
潜在的な暴力と体を鍛えることを抑制するイデオロギーが、例えば近代闘技スポーツに結びついているにしても、
更に機械仕掛けのスポーツとスピードに根差したスポーツが、機械化の進展を反映しているにしても、サーフィンが弾匁となった力はどのようなものであろうか。

まず、自然に対する生態的関係から説明できる。自ら、自然の主人と占有者になるという投企どころか、サーフィ
ン・ボードとそれに類するスポーツは、技巧（自然的な要素を活用したダンスであり、ケームであり、挑戦である）
であって、機械化された人工物（なかんずくモーターを持たない）ではない。ハング．グライダーやパラプレーンの
普及にともなって、スポーツの「イカルス」時代が語られている。仲間との親密さという関係以上に自然と結びつい
た（言い抜けに用いられる狩猟と漁業といったきわめて古くからの行為における関係とは違って)、サーフィン文化は、それが空間の再適応、身体とその動きが自由である点で、エコロジックと言える。たとえば、ローラー．スケー

－75－
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あり、役立てられるものであり、社会的なものに組み込まれるものである。他方で、たとえ、それが共同で体験きれ
るものであっても、個人的な冒険であり、伝達できない箱神的体験に属する。
したがって、まさしく、経済の効用主義の世界は、個人が人間であろうとするために擁護しなけ測謨ならない砺雇
感をもってしても、普通の尺度で律し得ない価値感を充進させているのである。二つの世界間を断絶することで、受
け入れ、演じることさえ悟らきれたのである。スポーツは、本質的にはこの駆け引きの窪型と言える。
以上の省察は、経済の機能的役割からかけ離れてしまった。だが、経済秩序、つまり発展した諸社会の支配的な文
化として、経済秩序に関する反省なしに、また経済人類学（破壊運動、すなわち経済学の内部で仮一経演調を開
示することが強いられているのである）による迂回なしには、この機能的役割の理解はあり得ない。
なかんずく、スポーツは、グローバルな社会的、経済的現象であり、それは、このような論脈のなかで、また日常

の経済的な諸現実に組み込まれたものである。

トは専用のグランドをもたない。都会の空間すべてが、当然のこととして要求される。時には自動車への一つの挑戦
としてさえふるまっている。最近同じ理由で、自転車が少し幅をきかせ始めている。

このサーフィン文化は、同様にアンバランスによる興奮をもたらす。むしろアンバランスと言うより、別の形での
アンバランスである。バランスとミクロ・アンバランスとの巧みな緊張関係によってもたらされる興恋である。そこ
で目標となっているのは、スピードないし加速よりも、動きの美学に置かれているのである。自然環境、身体、それ
に「機械化を省いた」道具、すなわち初歩的だが、精巧な道具が合体して得られる緊張である。「サーフィンするこ
と」は、本来的な意味で、また比嶮的な意味でも、自然のなせる力に頼って、最低限の装具でもって、自分自身の体
を道具として、ダイナミック、且つ最大のバランスを感得することである。「波に乗ること」は、かなった波（出来
事、モード、景気）を捉えようとするところの行為すべてに通じた理想となっている。複雑な環境の諸力を駆使し、
社会的舞台に踊り出ることである。かくして、ジャーナリスト、金融業者、政治家、また適切な機会に介入しなけれ
ばならない者すべては、風の赴くままに、リズムにのって踊るのである。
サーフィン・ボードを一例にしてみたこの新しいスポーツ像は、要するに、スポーツのテーラー主義とフオデイズ
ムのパラダイムへの意義申し立てであり、経済発展と生態的制約との諸関係があらわにしている、あるべき新たな諸
関係と、探求すべき新たな境界線を明示しているのである。
私力言及しようとしている第二の矛盾は、スポーツをショーとして演じることとスポーツを話題にすることとにか
かわっている。スポーツのトレーニングにおいては、特に高度なレベルでのプレーにおいては、強度の快楽と言語を
絶する苦痛が、身体において内的な合体をみる。快楽と苦痛の混合は、情熱が酸し出す特有の証でもある。これらす
べては、人に伝達できるものではなく、また表現できないところの記憶に属するものである。スポーツのショーとそ
の解説のパラドックスは、したがって、人に伝達できないものであるが故に、本質的な次元でかけ離れたところのプ
レーを描写したものである。この表現し得ない部分の欠如は、スポーツのショーに付きまとうものである。まさにそ
のことが、エロチックなショーで隠された結合を証さないではおれないまで駆り立てる、あの魅力と官能性を与えて
くれるのである。

最後に、第三の待避所に関してみるならば、スポーツのトレーニングと、このトレーニングから得た内的知覚とは、
経済の基底ともなっている価値感、すなわち効用主義と最終的に対立した次元を包み隠している。スポーツというも
のは、また部分的には、無償で、私心がなく、消耗的な鍛練と言える。したがってスポーツは、異質なトレーニング
であり、効用なるものに基づいた生産と消費の領域に通約できない行為である。この行為は本質的な次元で、ジヨル
ジュ・バタイュが、経済の呪われた部分と名付けたところのものに属する。日曜日にジョッギングする上級管理職は、
ある観点からみれば、週日のプロフエシヨナルな活動全体が、究極的には「無為」であることを肯定しているのであ
る。したがって、このエネルギー消耗は、例えば、農夫文化とはどんなにかけ離れていようと、以前の世代が身体の
疲労困伽に甘んじていた状態から、全体として、解放された世代に対しての一種の集団的意思表示であるのかもしれ
ない。したがってまた、この象徴的意義は、また次世代にとって不透明であるのかもしれない。今後スポーツの消尽
は、大方、祭儀に仕えること、さもなくば「フォーム」にとらわれない動作、効能、もしくは少なくとも見かけの効
用を取り戻すであろう。それは新健康学、もしくは新ナルシズムとも言える。元気で見かけがよいことを求めるほど、
快楽と限界の探求には走らなくなっている。

スポーツすること、特に最近はやりのスポーツを嗜むこと、プレーの映像そしてスポーツの伝説神話は、二つの世
界間のアーテイキュレーシヨンと転換機能とを確約している。一つは、経済と諸制度が支配している社会的世界であ
り、そこでは各々が、利益と物質主義の価値感のロジックに措定された分担を担っているのである。もう一つは、情
念が内的に秘められた世界である｡そこでは、社会的世界の価値感は、通用しないのである。スポーツは、二つの世

’ 1

1
｜

’ 註

(1)同様に、失業は、資本主義社会における労働力の新たな社会的管理様式と結びついて最近(20世紀の初頭）案出
されたものである。

(2)C・カストロリアデイスは、1840年から1940年にかけて、週労働時間の長さが、フランスでは、72時間から40時
間に減少（45％の減少）したことを指摘している。だが、1940年以降、この長さは、ごく僅かしか減少していない。
それに対して、労働の生産性の向上は著しく加速した。但し、ここで考慮に入れなければならないのは、退職年令
の低下は言うまでもなく、近年発展した休暇の様々な形態（研修休暇、育児休暇、休暇年度、半期休暇）である。

(3)1863年、ロンドンの新聞に、20才の婦人帽子工に言及して、26時間連続労働の後「単純超過労働による死」と題
して伝えられていた。

(4)例えば、J.Bureau,"Votreballonnousinteresse'',Autrement,mail986,参照のこと。
(5)A.Ehrenberg,lesport,lanouvellefacondepenser,Lib6ration,27janvierl989.Voiraussidu
m6meauteurl'agedel'h6rOisme-Sport,entrepriseetespritdeconq6tedanslaFrance
contemporaine,cahiersinternationauxdeSociologie,26mesemestrel988,surtoutlacultedela
performance,Calmann-L6vy,1991.

（訳田部井英夫）

’

’
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界を和解してはくれない。スポーツは、二つの世界を分有しているのである。一方で、スポーツは、実用的なもので
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2）余暇：他の場所での時間

市民がヴァカンス及び自由時間に与えてきた意義と有給休暇の授与において掲げられた意義とが全く同じものでは
なかった点を指摘しておく必要がある。有給休暇が一旦授与されると、ヴァカンスの夢（それは、お姫さまになりた
いといった幼児の夢と同じ程度のものだが）は金利生活者の行動様式の模倣に向かっていった。仕事から少しずつ遠
ざかり、地代及び金利で生活している人々の時間（及び空間）の利用法を発明することに没頭する社会グループの貴
族的価値観に基づいた階級、つまりソースタイン．ヴェブレンの言う有閑階級の行動様式を真似始めたのである。海
岸、雪、温泉保養地に愛着を感じるのは、まさにこうした有閑階級の行動様式の模倣からきている。しかも、交通手
段の進歩につれて、一層遠くへ、ということになった。かつては、どう使ったらよいかわからない空白の時間に対す
る恐怖心が存在した。だが、こうした恐怖心はたちまちのうちに消え去った。空白の時間は人生と夢にとっての強力
なモーメントとなり、絶えず計画立案者の予測を狂わせることになる。

しかし、金利生活者の暇と賃金労働者階級の暇な時間との間には大きな違いがあった。前者にとって暇とは日常だっ
たのに対し、後者にとって、ヴァカンスは明確に限定された「時間」であり、日常とは隔絶された時間だったのであ
る。

今世紀の30年代から70年代にかけて、ヴァカンスは、まず、日常生活の中において、有閑階級を模倣した規範に支
配される他の場所として存在していた。つまり、くつろぎの時間だったのである。人民戦線時代の教育的な計画を支
配していた機能的余暇の見解とは大きく乖離しているのである。
余暇時間についてもほとんど同じことが言える。余暇を文化に向けることで、きわめて特殊な方向性が選ばれた。
余暇は機能的であらねばならないというわけである。だが、大衆はこの余暇時間の機能的見解を必ずしも受け入れは
しなかった。むしろ、自由な、あるいは客寄せの催しごとのように日常の組織から制約を受ける形でのくつろぎのほ
うを好んだのである。
この誤解から、余暇及び観光における地方公共団体に関する二つの見解が生まれてくるのである。

地方自治体、ツーリズム、および余暇

社会科学高等研究院一マルセイユベルナール．モレル

国立学術研究センタージャン．ヴィァール

自由時間、観光、余暇などの進展についてはしばしば研究力垳われているが、地方公共団体、とりわけ市町村のこ
うした問題に対する過去及び現在における役割ついては等閑視されている。だが、観光や余暇に向けられる地域が存
在する以上、市町村の責任も存在するはずである。

本稿は完成稿にはほど遠いものだが、この問題の存在を明らかにするのに何らかの形で貢献できれば幸いである。
観光とか余暇と言った場合、少なくともフランスにおいては、一つの誤解が存在している。

1基本的誤解

1）機能的余暇

有給休暇は、厳密に言って、社会によって勝ち取られものではない。欧州諸国一般において、有給休暇は1930年代
に社会闘争を経ることなく「授与」された。伝統的な賃金闘争文化において、休暇要求は、40時間労働をめぐっての
闘争と土日休暇及びボン（休日と休日にはさまれる1日を休みとする）の要求という形で行われてきた。前もってい
かに利用するか見当もつかない「空白」時間の設置を求めるよりも、カトリックの祝日を復活するほうが優先課題と
いう状況にあったのである。

各々の国民文化において、有給休暇の「授与」はそれを促した政治システムと関連した形で集団の記憶の中に残っ
ている。フランスの場合、有給休暇の設定は人民戦線の計画にはなかったものの、「左翼」のおかげという印象が強
く残っている。しかし、有給休暇の実施はすでに左翼連合の下に1925年に議会を通過したというのが、真実である。
一般に知られているのとは異なり、レオン・ブルムは有給休暇に関する法案を1936年に、もう一度、議会で可決させ
たにすぎないのである。こうした状況こそ、フランス左翼の選挙用プログラムにおいてヴァカンス期間の延長がシン
ボル的役割を果たしてきたことを如実に物語っていよう。

1936年のブルムにとって、さらに、解放時の左翼系政権担当者にとっても、有給休暇は資本から勝ち取られた「労
働力再生」のための手段であるだけでなく、「世界の隅々」を見聞することで自らを「自由人」にする「時間」を万
人に与えるための手段であった。こうした見解の中に、「世俗的大衆教育の伝統」の刻印が見られるのは言うまでも
ない。この点では、フランスにおいて、大衆教育活動に対して責任を負ってきた公立学校とその教師たちが果たして
きた役割を明確に看取できる。

現在においても、解放時と同様、有給休暇は文化活動の時間として認識されている。このため、政策責任者は毎週
の自由時間を文化活動の時間にすることを望んでいる。週労働時間の減少は、より多くの人々が様々な活動を通じて
「自らの文化的教養を高め｣、文化の民主化を可能にするものとして受け取られた。結局、自由時間の授与は、自由時
間＝文化活動の時間という方程式に基づいているのである。こうした考え方の背後に、教師たちの存在も感じ取るこ
とができよう。

これが現代の時空間における余暇時間の機能的見解であり、第2次世界大戦後の都市開発をはじめとして数多くの
分野にその影響を看て取れる（アテネ憲章を参照せよ)。

’

2余暇及び観光の文化的見解

1)観光に内容を与える
観光と余暇が何らかの形で「文化を提供する」ことを目的としているといった考え方は、フランスをはじめとして
数多くの国々で1970年代半ばまで広範に受け入れられていた。この事実からいくつかの点を観察できる。
まず、こうした考え方の中に、社会福祉的な見解が存在していることである。「一家族の最低限の私的必要を満足

させるものとしての本質的必要財の概念には、次のようなものが含まれる。すなわち、食糧、快適な住居と衣服、い
くつかの家事用具と家具、そして基本的な公共サービスの供給である。公共サービスには、飲料水、公共輸送機関、
衛生サービス、健康サービス、教育及び文化活動の機会などが含まれる」（ポール・マルク・アンリ)。つまり、文化
が、福祉と余暇を構成するという、新しいパースペクティブの下に置かれているのである。「国民福祉」に関するす
べての著作がこうした見方を支持してくれる。

今や、「文化」は、余暇と同様に、権利となっている。しかも、それは公権力の権限の下に置かれている。しかし、

文化に対する権利は、教育や健康に対する権利と異なり、具体的な言葉では言い表わしにくい。文化の掲げる目標や
文化的現象が把握しにくいために、文化に対する権利について様々な形で表現されることになっている。このため、
文化的現象（需要）と余暇とを混同するという魅力にかられることもある。1974年に日本で発表された純国内福祉の
計画立案者もこうした理解に基づいている。つまり、「余暇と文化の時間とは、一日の24時間から、睡眠、食事、個
人的な用事、労働、研究、家庭内労働、休息、社会関係の維持、移動、新聞の講読、テレビを見ながらやラジオを聞
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ヴァカンスへの出発の側にある。これに対し、右翼は、宿泊施設が団体用宿泊施設、農村のジット、あるいはヴァカ
ンス地の経済を直接支えるような施設でない限り、到着の側にある。こうしたレベルにおけるイデオロギーによる意
見の分裂は、明らかに、長い間存在していた。そして、今なお、観光をともなう発展にかかわる価値観の中にこうし
た分裂を見て取れる。

しかし、観光の目的が商品となったために、こうした意見の分裂にも変化力性じている。今日、多くの地方公共団
体は、自らの切り札を利用する形で、あるいは自らの切り札を作り出すために、観光市場に進出することを望んでい
る。しばしば抑えのきかない形で観光に手を出し、それをよこしまだが普遍的な万能薬とみなすことで、自己の中に
ある信条を歪めた市岬帳も数多い。他方、とりわけコミュニケーション分野での都市の力は向上し（イメージが一
層の重要性をもち、都市の本来の姿とは掛け離れていく)、爆発的な形で都市観光市場が生みだされている。この現
象はウイークエンド商品の組織化によってさらに強まろう。地方公共団体は、今や、これまで以上に、余暇財の生産
者としての役割を果たしている。しかも、かっては余暇財の生産は住民のためのものだったのが、現在では、外部か
らの観光客のためのものともなっている。遊歩道、美術館、フェスティバルはもとより、ウインタースポーツ施設や
海水浴場に設けられる海水浴商品などを見れば、明らかである。
こうした状況にある以上、観光は社会を根底から混乱させるものとなる。決まりきったやり方で異なる文化を融合
し、定住社会において季節的な移動を組織することは、伝統的な社会に混乱をもたらし、現代社会の秩序を生じせし
めることになる。

観光、次いで大衆ヴァカンスは国土整備を促してきた。観光は産業革命と並行して発達し、同時代の科学．技術の
新しい変容に基づく第3次、第2次産業の地方拡大に貢献してきたのである。しかしながら、将来の発展への効果ま
でを考えに入れた観光政策はほとんど生まれてきていない｡観光は別の次元の季節的な社会事象と認識され､サービ
ス業及び商業を強化するというモデル、あるいは労働内容を低下させ、自らの精彩のないコピーを作り出すことを強
制された地方文化の見世物化を促すといった否定的なモデルに則って検討され続けている。
現在、市町村のレベルでの観光政策においては、観光客の誘致に努めるべきか、権力に対してプロの業者の代表と
して行動すべきか、あるいは住民の旅行を促進すべきか、はっきりとした結論は出ていない。もちろん、観光を経済
基盤としている地域では事情力喫なろう。だが、そうでない地域では、しばしば深刻な戸惑いが見受けられる。市町
村がヴァカンス客の誘致をしない場合には、プロの業者とカフェやバーを利するだけで、地方の文化が犠牲となって
しまう。観光をないがしろにすれば地域のアイデンティティーは守れるが、同時に、都市の間の競争や関係を律する
イメージをめぐっての戦いから遠ざかることになってしまうのである。
しかし、この問題は違った形で提示することもできる。ヴァカンスや観光にかかわる最大の課題の一つは、時に純
粋な消費行動だけを行うことによって損傷を受けてきた行動様式に対して、再びいかに意義を与えるかということで
ある。この点では、地方公共団体、市町村は、意義と価値において新たに「プラス」となるものを再発見する歴史と
日常を体現するものとして大きな役割をもっている｡

’
院大学勝俣誠

’

近年、日本社会のパラダイムの転換が繁<語られるようになっている｡そこでは、従来の生産の論理から生活の論
理への転換が必要であり、生活の量的改善よりも質的向上を目指すべきことが強調されてきた。
余暇の拡充と余暇産業に関する議論もこの日本社会に対応して活発化している。日本社会でますます重視されてき
ている余暇のニーズを経済的に充すことによってどのような地域の開発が可能かという問に関し、多くの研究がなさ
れてきた。しかしその多くは、特定地域に誘致されるリゾート施設がどのように経済的効果もたらすかという点に専
ら焦点が合わされてきた。
しかし今日、地域開発としてのリゾート施設の設置が沖縄社会にもたらしている翻上は経済面にとどまらず､環境．

社会・文化面に及んでいる。
本稿の目的は、リゾート開発が沖縄という日本の周辺として位置づけられる地域にどのような変化をあたえてきて
いるかを1980年代を中心に広く考えることによって、余暇産業と地域社会の関係をいくばくとも明らかにしてみるこ
とである。

この観点から、本稿は次の3つの章から構成される。
第1章では、なぜ、日本社会でリゾートという余暇の消費形態が1980年代に注目され、誰がこの産業のもっとも活

発な推進者であったかが明らかにされる。
次章では、これらのリゾート施設の利用形態の特質を明らかにすることによって、日本人の沖縄での休暇の性格と

範囲を検討される。
第3章では、このリゾート施設が地域社会にどのような経済的・社会・文化的影響を与えているか力斗l頂次検討され

る。

最後に、沖縄におけるリゾート施設の活動が地域社会とどのような接合形態をとっていくのかを考えることによっ
て、地域の開発の意味するものを明らかにしたいと考えているo

I

■
■
■
■
■
■
■
０
１
１
１
１
肋
剤
ｌ
ト
ー

’

第1章国策としてのリゾート開発

一

1987年6月に公布された総合保養地域整備法は日本全国におけるリゾート整備を活発化する直接のきっかけとなっ
た。1989年末には、開発構想の対象（承認済及び申請中を合計）となった面積は725万へクタールにのぼった。この
面識は日本の国土の約2割で農地面積550万ヘクタールの約1.3倍に相当する(2)。
この法律は一般にリゾート法と呼ばれるもので、本稿の視角から最も重要なのは第3条である。同法3条は、地方

自治体によるリゾート地域整備の基本構想を中央政府が承認するにあたって定めている「地域の要件」を決めている。

この要件とは、「良好な自然条件｣、地域の規模、土地の確保の容易性などについて言及している。

さらに、1987年10月15日、政府の定めた「基本方針」では、整備は15万ヘクタール以下としている。

こうした要件を充した基本構想が政府によって承認されると、税制上、融資上、行政上、様々 な優遇措置を地方自

！
(訳柳敦）
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治体及び民間業者力導受できるのである。

従って、リゾート法は、余暇の拡大という国民の新たなニーズを充すための配慮というより、地域開発の促進に重点力喧かれている法律と言える。その証左として、同法はもっぱら地域整備に関連する建設省、通産省、運輸省などの七省によって策定され、余暇を労働時間との関係で検討する労働省力惨加していない。
そして、このリゾート法による地域開発の振興の背後には、日米経済摩擦によって代表される日本の経常収支の黒字幅を削減するための内需振興策という国際的要因があった。ここに、リゾート開発の直接的契機が労働者と家族の強い余暇指向以上に、内需拡大という対外的要因によって生まれるという日本人の余暇拡大の他律性が見いだされる。そして、この投資優遇策は金余り現象の中で行われていた土地投機をさらに煽ることとなった。
沖縄でも、全国唯一、全県を対象とした「リゾート沖縄マスタープラン」が1990年3月、県によって作成され、同年''月には「トロピカル・リゾート構想」がリゾート法の適用を受けるために申請された。このリゾート構想はリゾート開発の観点から2つの特徴力現いだされる(3)。
第’は、「国際的リゾート」を唱えることによって大規模な観光．保養地の形成を目的としていることである。第2は、「わが国唯一の亜熱帯．海洋性気候の下、美しい白砂の海岸線」という表現が示すがごとく、海のイメージ性を強調していることである。これは、リゾート開発とは沖縄においては、海岸を中心とした地域の大規模な土地の占有を前提としていることを意味している。

第3章リゾート開発と地域社会

’・経済的影響

沖縄経済は常に本土との比較において分析されてきた。たとえば、沖縄の県民一人当りの所得は全国平均より約25
％低いといわれ、その特徴は、米軍基地からの収入に依存する第三次産業が大きく膨らんでいることである（78％，
1987年)。

第1図は、1988年の県外受取りの櫛成を示したもので、中央政府からの財政移転が58％、次いで観光収入('7％)、
米軍・自衛隊駐留による軍関係受取り(8.6％)の3大項目で、全県外受取りの84％近くを占めている。
とりわけ観光収入は近年伸び、沖縄の残存する数少ない県外輸出産物である砂糖及びパイン缶詰は、1975年の3.1

％から徐々にシェアを低下させ、1987年には、1.3％しか占めなくなっている(7)。
観光収入が県内に与える波及効果は、，990年、県が実施した推計があり、それによれば、1989年沖縄を訪れた観光
客の総消費額を約3,000億円と県内の所得効果を推定している(8)。
しかし、これらの消費がどこまで県内の収入となるかは4割から7割までの評価相違があり、パック旅行によるリ

ゾート施設の大量及び短期利用では、それほどの地域の雇用効果も県内の食料調達も自治体の税収も必ずしもないと
いう報告も出されている,,)。
しかしながら、環境及び社会．文化面における影響こそ、リゾート開発が地域社会にとってより深刻な問題である。

2．環境上の影響
大規模なリゾート開発は、当然ながら、大規模な地域の整備を必要とする。大量輸送を可能にする飛行場の建設四、
ゴルフ場の建設、ホテル用の地下水の確保など、ただでさえ島というきわめて限定された空間での脆弱な生態系を急
速に破壊しかねない可能性を有している。すでに沖縄のサンゴの9割以上は道路、港湾、空港、農地整備などの開発
蕊業でこの約20年に死滅したとされている''・
リゾート法は一応環境保全の重視を強調しているが、すでに、全島で1991年6月現在36にものぼる（そのうち9カ

所は建設中）ゴルフ場の芝生に使用する農薬による水質汚染の可能性が指摘されている鯛。また、農業の土地改良事
業による整地に伴う赤土が降雨時に海に流出して生じる海水汚染はすでに魚やサンゴに被害を与えてきたが、リゾー
ト開発に伴うゴルフ場建設などもこの海水汚染を拡大する危険があるであろう｡

’

第2章沖縄における休暇形態の特徴

このリゾート法の制定を前後して、沖縄には年々休暇で訪れる日本人の数力婚加している。1979年から86年にかけて年間180万から200万人の観光客が沖縄を訪問していたのに対し、1987年から急激に上昇し、1990年には296万にも達している")。

これらの観光客の沖縄での休暇の過ごし方には次の3つの特徴力現いだされる。
第1は、約70%(5)の観光客がパック旅行という形で、航空機を使って季節変動はあるものの大量に移動していることである。

第2は、平均滞在期間が比較的短く、3泊4日が一般的である。沖縄県のアンケートによれば16)、1989年において、
1位の3泊4日(36.3％)と2位の2泊3日(33.3％)で、全アンケート中の70%を占め、7泊以上は、4.5%しか占めていない。

第3の特徴は、ほとんど海岸に面した大型リゾートホテルに投宿しており、「白い砂浜、青い海」によって代表される南国ないし熱帯の島の単一のイメージが沖縄訪問の強い動機となっていることである。同じ年度の県のアンケートでも、沖縄観光で最も高い「良い」評価を受けているのは「自然景観｣(845％)となっており、これは海岸地域を指す。「伝統工芸・芸能」及び「歴史・文化的施設」の項目は、それぞれ38.1％、32.6％の「良い」評価しか受けていない。

これらは、現状にみられるごとく、たとえば就業者の連続平均休暇日数が5－6日という沖縄における休暇の過ごし方もいまだリゾート開発の目指す長期滞在型休暇とは程遠いことを示している。
では、これらの特徴が集約されているリゾート開発は今日までのところ、沖縄地域にどのような経済的、環境上、社会．文化的影響を及ぼしてきているだろうか。

｜
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3．社会．文化的影響
本土との経済格差をなくすことが沖縄の開発の目的とされる意味において、沖縄では常に、どのような産業を促進
すべきかが論じられてきた。1972年、沖縄の本土への復帰以来従来の米軍基地の支出に頼った経済から脱却するため
にとられた地域産業振興策の一つが農地改良事業であった。
しかし、砂糖きび、パイナップル、野菜類の県外輸出だけでは農家の所得を支えるのに充分でなく、離村や出稼ぎ

が増加してきた。リゾート開発業者はこうした沖縄農業の停滞を背景に大量の農地の買収を実施してきている。
そこで問われるのが、農地もリゾート施設用地もどちらも収入をもたらす生産手段であるとしても、社会的．文化
的意味は異なるという点である。農地は、たとえその生産物が県外に輸出されるものであっても、生産手段であると
同時に生活の中に風景という伝統性を維持することが可能である。農地に散在する御嶽（うたき、村落の守護心をま
つる礼拝場所）や祖先の墓と農業という経済活動の共存は可能であり、祭りや年中行事によって律される日常時間も
維持される。

塾、、､～
、

《

これに対し、リゾート施設は大規模に実現した場合、これらの生活の中の風景はホテル、ゴルフ場、海水浴施設な
－84－
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すでに、沖繩の環境破壊が「本土なみ」の工事基準が島々の脆弱な生態系に機械的に適用されているため加速化し
てきたという指摘があるが’、この指摘は地域住民の参加を地域開発のプロセスに組み込むことの重要性を示唆して
いる。

どで失われ、従って、従来の日常時間のもつ地域性も消えていくと考えられる。

次に人と土地の関係において、農業の場合は、耕作者であると同時に同じ土地での生活者であり続けるため、地域

の生活をより総体的かつ自律的に生きることが可能となる。しかし、リゾート施設に土地を売却した後は、生産手段

としての土地を失うため、施設の労働者になるか他の産業への移動を余儀なくされる。当然ながら、地域の上でしか

展開されえない従来の生活のリズムは平準化され得ないであろう。

従って、農地のリゾート開発地への転換という問題に限っても、社会・文化的変化は免れないといえる。

このように多くの途上国と同様、沖縄も強大な外部の政治的．経済的圧力によって翻弄されてきた。沖縄本当の西

岸に位置する読谷村の村長は、現在振興中のリゾート施設のための本土資本による土地の買占めを第三の土地危機で
あると語っている卿。第1回目は第二次大戦後の米軍の軍用地用の農地の強制収容であり、第2回目の危機は、同島
の本土復帰後の海洋博覧会の頃に本土の資本による広大な土地の買占めであった。
そして、この土地危機は、沖縄の地域社会に未曽有の変化を強いている。そこにはリゾート開発によって実現きれ

る休暇のニーズの充足形態と地域社会で育まれてきた生活空間との間に様々の次元の不接合を生んでいる。しかも、
沖縄でのリゾート休暇が他のグアム島やハワイと並ぶものとして「国際化」されればされるほど、沖縄の地域性は失
われていくという結果を生んでいる。

’
註
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結びにかえて一開発の対象と主体について

以上、沖縄におけるリゾート開発の与える地域社会への影響をみてきたが、この事例研究は少なくとも地域社会の
開発を考える上で重要と思われる少なくとも2つの分析の視点を提供してくれていると考えられる。

第1は、リゾート開発における沖縄の景観の商品化をどう見るかという問である。地域社会が経済上のみならず環
境の保全を文化的継続性を重視しつつ、外に開かれていくためには、この自然の広範かつ急速な商品化をなんらかの
形で抑制する必要があろう。

この場合、当面考えられるのが、従来、地域の農業上の特質（機構．地形・地力・取水・生産物の利用形態など）

に着目し、パイナップルや砂糖きびを県外に輸出する場合、使用される「貿易財(Tradablegoods)」に対して、
移転も転売も許されない景観を「地域財」という概念で特定できないだろうかという点である。この財は、保全・改
善はされることがあっても、商品化の対象とはなり得ない天然記念物のごとき概念に立つ、時間的、空間的に定義さ
れるものである。

レッドクリストが開発とは「天然資源を消費財に変えること」と定義したごとく"、観光・レジャー産業の戦略は、

地域財を貿易財という消費財に転換することにあったと言えよう。そして、これらの産業がこの転換にあたり重視し
たのが、消費者たる観光者が、沖縄にいく前に予め作られたイメージを当地で消費できるように、沖縄のもつ「南」

|’
－
Ｌ

のイメージを消費者に大々的に移植することによってであった。

しかし、航空機という輸送手段の大衆化により、沖縄の地域財が貿易財に転換されて以来、沖縄の地域社会の持つ

個性はますます観光資源を支えるイメージの画一化によって希薄化するという危険をはらむようになっている。
最近になって、沖縄観光のこうした脱個性傾向に向かう「国際化」という「無国籍化」型リゾート開発に対して、

沖縄の伝統や個性に注目した観光リゾート開発も登場してきていることは興味深いが，、伝統と個性の観光資源化が、
地域社会とのどのような諸関係のもとで可能なのかという点が課題として残されている。

第2は、沖縄という日本の周辺部における開発の主体にかかわる問である。周辺は常に、中心への同化傾向に関し

て、期待、危倶、反発を喚起するが、問題はどのようにこのプロセスにおいて地域社会が、開発内容と速度を自ら民
主的に決定する制度的枠組みを拡充することができるかという点であろう。
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I自由時間の要求は、20世紀を通じて、労働を免れる手段というより、むしろ複数の意味での余暇[=レジャー
(loisirs):以下、loisirを「余暇｣、loisirsを「レジャー」と訳す一訳者〕を獲得する手段となった。すなわ
ち、その要求対象は、労働時間とその組織のみならず、労働に結合される時間（なぜならこれも束縛を受けているか
らである)、ことに通勤時間や快適さにまで及ぶようになった。今日では都市、都市計画、地方分権、地域、さらに
はまた雇用など、全体をひっくるめた考慮が要求されているのである(3)｡1960年代以来、自由時間の問題は、さら
に複雑になっている。自由時間は制度的束縛の漠然とした拒絶として過ごされる。そこでは企業も家庭も同じように
扱われる傾向がある。つまり、自由時間はより個人的、自己中心的な要求物、いわば個人が社会秩序およびその多数
の束縛に対してもつ経験となる。余暇は別のものである。すなわち、それは自由時間の部分集合のようなものであり、
同時に後者の理想的な部分でもある。ところで、ブルジョワ的な起源のレジャーのモデルは自由時間の要求と矛盾す
る。自由時間は、「束縛の下にある時間」（労働、通勤、家庭）の解放を示し、最終的には休息、娯楽およびウァカン
ス（その語の現代的な意味の中核をなす）と溶け合って一つになる。これに対してレジャーの方は、組織された活動、
社会的商品として記号化された行動、売買され、生産・消費の対象となるサービスの全体を指す。レジャーは所与の
社会の一般経済に帰属する。自由時間の要求は、歴史的観点からは、レジャー産業の出現に大きく寄与することにな
るはずだ。経済に対する批判は、レジャー産業をすでに社会全体にまで広げた。だが、自由時間の要求は、そこで止
むことはなく、実際には批判的な潜在力をなお完全に保持している。従って、逆説的ながら、異なっているけれども
切り離せない、2つの問題体系が存在する。すなわち、個人は自由時間を要求することによって労働から解放きれれ
ばされるほど、それだけ多くのレジャーの消費者となり、こうして結局一方で自らをそこから解放しようとしている
産業システムそのものの拡大に寄与することになってしまうのである。
確認事項であり仮説でもあるものとして、以下の3つの点をここで指摘しておきたい。第一は最も一般的な種類の
指摘である。民主的産業システムの好循環の一つがここにも見出される。これらのシステムが生み出し、かつ被る批
判は、その発展を修正すると同時に確かなものとする。社会・経済秩序とその批判との間の相互作用、制度によるこ
の対立の内部化、従って民主的な論争の激しさは、長期的には、産業民主主義諸国の内生的な発展条件である（世界
におけるそれぞれのマーケット．シェアがその条件なのではない)｡第二の指摘は、フランスの特殊性を認めること
を提案する。社会というものは、基準となる一つの行動から出発して、一つのモデルならびに理想に従って進化して
きた。特定の者にのみ留保されていたものを万人に開放し、これを保持することは、レジャーならびに教育にとって正しいことであるが、文化にとってもそうなのである。フランス流の民主化は、事実、切り捨てと放棄を拒絶する(4)。他の諸国は､社会的区別を解消し、これらをパﾛデｨ化し､あるいはこれを装ったりする傾向をもつ巨大な中産階級を基盤とする「大衆社会」の中にうまく入り込むことによって、新たな社会学的な与件に既存の制度や価値を適合させようとした。これに対して、フランスは一つの基準を維持しようとしている。そこには一つの挑戦、まさしくフランス的な、ときとして逆説的な、発展のスタイルがある(5)。例えばその挑戦は、恵まれない街区に文化会館を建てることから、当該年次の生徒の80％に、試験科目の内容の修正なしに、バカロレア試験の受験を受けさせようという望ゑ(6)、そして、80年代における公営ゴルフ場の建設(')にまで及ぶ。フランス社会は、他国同様、巨大な中産階級の社会となった。だが社会学的なこの現実の裏には、消滅も後退もしていない指向対象(r6f6rents)、理想がなお存続しているのである。しかし後者は脆弱であり、今日では、従来にもまして絶えず手直し、再評価､再構築を必要としている(8)。だからといって、もちろん、イギリスやドイツで階級的な亀裂が消失したというわけではない。反対に、それらは絶えず、多かれ少なかれ明示的な、あるいは激しい形で表明されている。しかしこれらの態度は、自らが浸っている大衆社会から意識的に抜け出てはいるが、もはやそこで社会的理想の役割を演じなくなった社会集団に固有のものである。その役割に関しては、マス．メディアとスポーツ界のスターがかれらにとって替わりつつある。フランス社会は、もはや社会諸集団がその役割を演じなくなるにつれて、たしかに抽象的な争点ではあるが、しかし
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るという名声を享受する、自明の事実となった。批判の欠如は、あらゆる外在性の廃棄から、さらに、あらゆる二

者択一の消滅への移行があったことを証明している(12)。ところで他方、消費社会というものは、世界的規模になるに

応じて、その発展条件を撹乱し、脅かす帰結を生む経済システムに立脚している。この点、豊かな諸国と貧しい諸国

との間に爆発寸前のところまで拡がった格差、ならびに局地的・地球的規模での生態的影響を挙げれば十分である。

東側諸国の市場経済への転換、これらの諸国の国民の自立・自由享益権に対する願望、そしてこの願望を表現する消

費需要といったものは、種々 の難しい問題を提起するはずである。なぜなら消費社会は、期待された結果や満足をも

たらさない可能性もある、複雑なプロセスの結果だからである。レジャーは、一つの自由主義的な産業システムの確

立を可能にし、正当づける目標ではありえないのである。

第二の指摘は、日本が80年代に生産の経済から消費の経済へと進化している点を強調する。この進化はそこでは、

日本社会の将来を長期において相対的に予測不能にする、行動ならびに心性の進化をも引き起こしている。このコロッ

クはまさにその視点から開催されたのである。私自身は、日本の社会・経済状態は、長期的には、技術・産業上の進

歩と同じくらい、この心性の変容にも依存するものである、とだけ述べておきたい(13)。これこそ日本と他の工業国と

の間の関係において本質的に重要な要素である(14)。日本に関して聞かれる決まった言説は、その社会の進化ではなく

てその経済の状態に関連するものである。従ってそれは、技術・産業上の発展がその国民に及ぼす影響など考慮に入

れない。あたかも、この国民は経済的な要求への無限の適応性以外の内実などもち合わせていないかのようにである。

それは、逆説的にも、消費の経済への進化を遂げながらもなお、同時に輸出を発展させようとしている日本社会につ

いての、誤った、低い評価に基づく見方である。

第ミの指摘はより哲学的なものであり、事実そのものよりも、その解釈の方に拠り所をもつ。消費社会は、満足と

いうものがそこで演じる支配的な役割を通じて、その社会を構成する諸個人をそれぞれの願望の度合いに応じて巻き

込んでいく(15)。もっと正確に言えば、消費社会は、願望と、これを満たすべき財に対する需要とを混同する傾きがあ
り、かようにしてもたらしうる享楽の中に、その究極的な正当性を見出す。社会経済的な機構全体が、願望と需要と
の間のこの差異、両者の近似性と相互作用、そして両者の衝突と融合の上に建てられている。従って消費社会は、個

人を、かれが自分の中にも外にもその存在を発見するもの、すなわち願望に立ち戻らせる。つまり個人は、消費社会
においては、何がかれの願望－その願望は、経済システム全体によって絶えず繰り返される要求の呼び声によっ
てかきたてられるーの水準にあるのかを把握し、確かめることを強いられる。これが、H.マルキューズ、C・

ラシユ、R.セネット、G.ドウルーズ、F.ガタリといった人たちの様々に異なる社会理論が、一様に公式化して
いる点である。ところでこの「願望」概念は、消費社会において個人に与えられた地位を示しており、特に、自由時
間の要求の中で作動しているものを表す。同じく、今日産業発展を支配するマーケティングを通じて創り出された需
要によって、つかみ出され、分割された願望は、放っておいても常にレジャーの方に流されていく。しかし個人は願
望を覚えるようになればなるほど、その需要の中に、自分の期待する享楽を見出すことができなくなる(16)。経済シス
テムが一層大きく消費に左右されるようになり、一層多くのレジャーを生み出すようになればそれだけ､場所によっ
て拡散の度合いこそ違え、当該社会内に多くの不満、あるいは暴力さえも注ぎ込むことになるのである《17)。
要するに、自由時間は願望に、レジャーは需要に関係しているわけである。前者は批判的、後者は経済的である。
また前者が享楽を表すのに対し、後者は満足を示している。文化の問題が提起されるのは、まさにこの文脈において
だと私には思われる。従ってこの問題は願望と需要の二つのレヴエルで扱わねばならない。両者は相容れない。それ
を立証するには、社会心理学者たちの「レジャー｣、およびかれらの著作において区別されている「家族＝ヴァカン
ス｣、「スポーツ＝健康｣、「マス．メディア｣、「文化」といった項目の分類の仕方に立ち戻る必要がある。人は家族の
枠内で何をするか？ヴァカンスに出かけ、スポーツをやり、マス・メディアを消費する。そして最後に文化を消費
する。人はヴァカンスに行って何をするか？休息をとり、スポーツをし、文化を消費する。諸々の事件、社会的な

同時に、社会的な将来および民主主義自体に関する複雑な論議を刺激する争点をもつ、指向対象をめぐって論争中で

ある(9)o今日提起されているような意味での文化の問題は、こうした状況を特徴的に示すものである。第三の指摘

は、最小限、自由時間、つまり余暇の第一の語義に相当するもの、の要求において表明される態度を捉えようとする

ものである。問題となる時間は、各個人がその自立によって、すなわち、自分の時間の支配者であり、外的束縛に適

応する必要もなく、また画一的かつ単調な時間の管理に服さない、という状況によってつくり出す心的な経験である。

それは現実の状況というよりむしろ内面の、精神状態である。自由時間は、「好きなとき｣、「好きなように」という

表現に還元されるのである。現代の個人がその自由を感じるのは、まさに束縛的な韻律から解放されたこの私的なリ

ズムの中においてなのである。この自由は、最終的にはこれをレジャーの消費の中に閉じ込めてしまうような幻想な

いしユートピアであるかもしれない。だが、たとえそうであっても、すべての工業社会に入り込み、その変化を方向

づける、この個人的かつ集団的な経験の批判的価値は何ら失われない。問題は、個人が、自らに試験を課していると

いう感情に連なる自己陶酔的な経験が、かれを他人から分離させるものであるか、あるいは他人と結び合わせるのか、

いうことを知ることである。ここにわれわれはレジャーの社会学の、一つの典型的な問題に逢着する。すなわち、自

由時間は本当に労働の束縛から解放されるのか、それは解放されようとしているもののすべての特性を保持するので

はないか、ということである。問題は私には相当違ったものと思われる。私が明らかにしようとしている態度からす

ると、もし個人がその時間の予算を管理する中で、レジャーが実際に自由時間の部分集合であるとしても、同時に、

自由時間というものが内包する批判的態度は、今日では、一産業、その経営基準、収益性､商業化､等々 に属するサー

ビスとして、レジャーに対立する余地があることを認めなければならないはずだ。それゆえ、自由時間の伝統的な要

求とレジャーのモデル（先ずは市民的、次いで工業的なモデル）の対置よりむしろ、「自由時間に対する願望(d6sir)」

と「レジャーの需要(demande)」とを対置する必要がある。レジャーは必ずしも自由時間の到達物ではない。われ

われは単純に、自由時間の歴史的な要求の段階から、一つのレジャー社会へと移行しつつあるというわけではないの
である('0)。

語義の問題に続く議論の第二の柱は、周知のもので、提起されている問題の背景に関わるものである。ここでは工

業社会の将来に関するいくつかの特徴的な社会，経済的な事実に言及すれば事足りる。すなわち、労働時間の短縮お
よびフレツクス制導入の傾向、「労働外の」人口（単に失業者、退職者あるいは早期退職者のみならず、過渡的な状

態にある人々、つまり、転職を目指して再教育中の人、主婦、身体障害者、学生などをも含む)、生産システムの多
かれ少なかれ周辺に位置する生活様式の増加、といった事実がこれである。これらのパラメーターは、消費社会の影

響ならびに70および80年代の産業転換の影響を結合するものである。もはや、60および70年代の社会学者が行ったよ
うに、「消費社会」を「大衆社会」と混同することはありえない。レジャー産業の発展は、60年代にフランスのよう
な国を急激に生産の経済から消費の経済へ、あるいは、「産業革命」から生じた大衆的な労働モラルから、消費を媒
介とした快楽の倫理へと向かわせた、社会・経済的転換の一つの結果なのである。ところで、周知のようにこの消費
社会は、それ力溌展し、勝利するにつれて異議を唱えられるようになる。それが資本主義の産物であるという理由か
らではない。消費社会が新たな形態の疎外と隷属に属するからである。つまり消費社会は個人の、先例のないほどの
規模での、経済システム内への埋没を明示しているのである。伝統的に個人は経済システムの恩恵を共有せず、その
あらゆる束縛を受けていたという理由で、このシステムから排除されていた。さもなくぱ、その恩恵にアクセスしつ

つも、その束縛からは身を守っていたという理由で、このシステムの外にあり続けた。だがそれ以後、消費社会があ
らゆる社会集団を呑み込んだ。それは日常の私生活にまで浸透した。外在性(ext6riorit6)の神話は消滅している
のである。

ここでも3つの指摘が必要だと思われる。第一は、消費社会がとにかくもわれわれの社会となっているが、これを

批判する人はもはや皆無であるという現状である('1>・消費社会は、今日、われわれの経済成長と生活水準の保証であ
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「 ことをかれらは確言していた専門の会社または代理店を通じて、それまでにも様々なアンケートを実施していた。と
ころが、企てられたすべての努力にもかかわらず、来館者数はわずかしか増えなかった。そこでかれらは、最後の手
段として、哲学者で認識論学者の一大学人に助けを求めたわけである。

この研究は数年前に遡る(鋤)が、ここでは簡単に、参考までにいくつかの研究結果を紹介しながら、自由時間と文化
との間の関係によって提起される問題のいくつかに光をあててみようと思う。他方、このアプローチは、レジャーの
概念そのものとその将来に関係しているので、その分、今日性をもっているように私には思える。初めに自明の点に
ついて－つ言及しておく必要がある。すなわち、来館者はかれらの自由時間の間に博物館を訪れるという点である。
そしてかれらは、望むとき、まったく自由にそこへ赴き、好きなだけ長くそこにいる。また、望むように、好きな方
向に館内を回る。かれらが何を学ぶかは、かれら自身の問題である。出口で試験があるわけではないのである。何を
しようとも、個人の自由があらゆる博物館の基本的与件であり、個人の行動は予見するの力難しい(21)。従って博物館
は、初めは、有意義で、しばしば豪華な、常に共感を呼び、人畜無害の場所一そこで社会と来館者とが相互に向き合
うーにおいて、レジャーのもつすべての性格を示すように思われる。しかし、社会的なしきたりを越えたところ
で、単に来館者が博物館で平均して過ごす時間や、かれらが1年に訪れる博物館の数のみならず、かれらの自由に使
える時間、すなわち一つの博物館の見学にあてたいと思う期間を明らかにする必要がある。このデータは一見したと
ころ信頼できるように思われ、実際、一つの大きなインパクトをもつ。というのも、このデータをもって初めて学芸
員は野心的な企画を行う気になるように思われるからである。実際にこのデータは当てにならない部分もある。博物
館の需要と、まだ公式化されていない願望とがそこでは混同されているからだ。とはいえ、この需要は激しく、また
実質的なもののように思われる。なぜなら来館者は一つの選択を行い、所定の場所に赴くためにある程度の時間の予
算と多くの努力を費やしたからである。入館したばかりの人に、その博物館にどれぐらいの時間をあてるつもりかと
尋ねると、3％は「30分以下｣、17％は「1時間以下｣、26％は「2時間以下｣、そして52％は「必要な時間だけ」と
答えている。このデータは、大博物館の大半で確認されている平均来館時間が実際にはおよそ1時間半であるという
事実に対昆慈圭きふ:藍に使える時閲についてのこの指標は､同時に奉雫害?雪害筐?毒静養”
けであるから、それだけ学芸員の責任は大きいわけである。従って学芸員はこの不確定を減らすことを強いられる。
かれらは、「文化市場」に身を置き、かれらが要求する予算を正当づけながら自分たちの責任を定義するために、信
頼できるデーﾀをもっていなければならないのである｡こうして質問は､来館者は何を欲しているのか､何を期待し
ているのか、という形となる。来館者の自由に使える時間がはっきりすると、では需要をどのように測定するか、と
いう問題が来る。
そこで当然次に、博物館の需要は第一には、来館者力輔物館一般、様々なタイプの博物館について自らに抱くイメー
ジに由来することを想起し、こうして、来館者力軽択を行う気にさせられる市場の状態を把握しなければならない。
資間は次のように出された。すなわち、「あなたは外国にヴァカンスに来ており、博物館を訪れるよう提案されてい
ます。科学博物館、技術博物館、美術館、文化・社会史博物館があるとして、どれを選びますか？」というものであっ
た。操作可能な回答を引き出すためには、質問はあいまいさを無くしておくべきであった。事実、科学博物館と技術
博物館はまったく異なった認知行動を前提としているにもかかわらず、大衆ならびに文化機関自身がこの2つをたい
がい混同してしまっている。科学博物館は実際には「展示す」べきものは何ももっていない。展示に使われる物（多
榛性に乏しく、一般に派手さに欠ける）は、それに意味を付与する実践､方法および理論がなければ存在しないに等
しいからである(麹)。これとは反対に、技術博物館の方は作品と物の展示館であり、その提示様式の点ではたいてい美
術館や歴史博物館に近い")。状況は、はっきりするどころか、複雑になっている。収集物の性格に基ついて通常行わ
れる博物館の類型論は偽りとなっている。それはいずれ認知行動に従って根本的に再考されうるだろう。いずれにせ
よ以上のことはすべて、少しずつわれわれの文化、そこからつくり上げられるイメージ、およびそれについてもたれ

１
１

事実およびその解説以上に、人はマス・メディアに何を見つけるのか？文化である。健康に、身体に何を求めよう

とするのか？スポーツに見出せないのは何か？享楽である。ヴァカンス先で、ことに誰も知る人のいない最も遠

いウァカンス先で作用しているものは何か？享楽である。人は文化というものに、情報以上の何を求めるのか？

今日健康に求めているものからさほど遠くない何かである。すなわち、自分自身との関わりにほかならない。それは

世界との関わりでもあり、享楽に属するものである。私は単に、レジャー、その産業全体、そしてその夢と幻想は最

終的には文化の方に流れていくと言いたいのである。

以上のように遠回りをしたのも、文化がいまや、いかにレジャー産業の中にすっかり引き込まれているかを把握す

るためであり、また消費社会において個人が文化に何を期待するのかを明らかにするためでもあった。問題となるの

は消費社会の将来ではなく、そこに生きる個人の現在、自由時間を欲し、レジャーを買い、消費する人々 の現在であ

る。願望が需要によって決して満たされないのと同様に、自由時間も決してレジャーによって満たされない。問題は、

自由時間の欲求が現代の産業社会においてどこで、どのように作用するかを知ることである。自由時間の全体的な期

間の増大力蓮要な経済的事実であることは自明であり、また、この事実と傾向に基づいて一つのレジャー産業を建設

し、発展させることができるという点もまったく明らかである。だが、この産業の成長自体が、自らを必然的に文化

と交差させるにいたる。要するに、レジャー社会はそのとき、それ自体とは別の何ものか－まさしく個人が欲す

るものであるが、レジャーとしての文化と両立しないと思われる何ものか－に曝されるということである。たし

かに、予測というよりむしろ予言ととられかねないこうした話は、道徳家や、あらゆる近代性をけなし続ける知識人

の議論のように思われるかもしれない。だがそれは誤りだ。私はこの話題を黙殺することが理性的であるとは思わな

い。そこで、この問題がすでに文化的な諸機関を作動させており、いずれはレジャー産業全体を突き動かすことにな

るはずであることを立証したいと考える。私が打ち出す主張は、文化はレジャーの消線(lignedefuite)だというこ

とである。レジャーのマーケティングの現在の標的はその盲点でもあるのである。

そこで以下私は、この問題が文化諸機関をどのように巻き込んでいるか、いかに無視しえない問題であるかを明ら

かにしていきたい。例として、ここ20年で最も目覚ましい発展を遂げ、直接に文化と関わる、主要なレジャー形態と

なるにいたった機関、すなわち博物館〔美術館を含める－訳者]('8)をとり上げてみよう。全体として、レジャー

産業の発展は60年代の末から博物館に影響を及ぼしたが、博物館は最初の頃、来館者の増加にほとんど反応しなかっ
た。一般大衆が突然博物館を発見したように見えたため、博物館側は何も変える必要はないと考えたようである。加
えて、当時博物館を批判し始めていた人々は、これらの機関とは無関係な、社会的．政治的な理想に立ってそれを行っ
ていたということがある。すなわちかれらは、博物館に対して、その機能を単なる遺産保存に限定せず、そこに「一
般大衆｣、つまり、博物館などに行かないような人々の一般的教育を含めるよう、求めていたのである。フランスで
は、この衝突は一度も本当には解決されなかった。というのも、来館者の増加が、あるいは改装、展示品聯入、野心
的企画、つまり多額の投資を要する展覧会の成功が、その問題を吸収してしまったからである。いまや博物館は来館
者数の減少というリスクからほど遠いところにある。それはレジャー産業の中に最終的に統合されており、都市、地
域、あるいは国家の広報宣伝活動に参加しているのである(19)。ある博物館館長．学芸員をして、かれらの活動、来館
者、そして特にこの来館者の期待するものについて、これでよいのかという問いを発せしめたのは、まさに、上記の
開発命令、成功ならびに統合にほかならない。この問いは単にかれらの成長の結果である。それはすべての企業主が
用いる問いであり、従ってレジャー産業の開発の性格を帯びている。さらに言えば、この問いかけの究極の目的は、
「文化市場」の知識一それによって意志決定が行われる－をつくり出すことでもある。文化関連企業は、そ
の「製品」（文化）の性格それ自体が決定できない知識を必要としているが、そのために逆説的な限界点に到達する
ことがいずれ証明されるはずである。私は、アルザスのミュルーズの複数の博物館が1966年に私に委託した研究に準
拠して、そのことを立証してみよう。これらの博物館の責任者たちは、博物館が限りないほどの潜在力をもっている
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スを可能にするものなのである。それは一つの事実である。例えば現代美術館に展示してある作品群を前にして、来
館者は、どこに芸術的創造があるのかを自問することがあるだろう。創造はこの場合、欠けているもの、「目に見え
ないもの」であり、この「欠如」こそが一つのコミュニケーションの領域を開くのである。同様に、科学博物館にお
いては、科学的活動はどこにあるのか、つまり、その実践は、懐疑は、論議は、方法は、あるいは実験はどこにある
のだろうか、と自問するはずだ。だがこういったことこそがまさに科学をつくり上げていくものであり、われわれの
レジャー社会に対して展示することが急務となっているものである。需要はそれゆえ、よりよく知ったうえで、これ
を満たしていこうとする傾きがあれば、それにつれて、消費社会において願望という名で呼ぶ、他性(alt6rit6)に

る知識に関わってくる、認識論的、歴史的、哲学的…な基本的省察に引きずりこんでいくのである(郷>･来館者の回

答は興味深い。15％が科学博物館を、20％が技術博物館を、31％が美術館を、そして34％が文化史・社会史博物館を

選ぶようである。そこから本当に何がわかるだろうか。第一は、科学博物館と技術博物館との差別は来館者により自

発的に行われたように見える点である。だが、それは単に、かれらが技術博物館とは、人が賞賛し、連想的な知識を

巻き込む、物（車、機械など）の博物館であるとみなしていることを意味するだけである。以上のことから、来館者

が技術に関してどんな観念をもっているかが明らかになる。さらにその観念の正当性、そしてそれを変容させる手段

について自問したくなるはずだ。そのときわれわれはもう一つの問題領域に入ることになる。すなわち、博物館が、

来館者の偏見を変える、つまりはその認知態度にはたらきかけてかれを教育するという目的を自らに与えるとすれば、

かれらが自分の自由時間の願望の中に止まりつつも「レジャー」から脱出する感情をもつにいたる、その許容限界は

どういうものとなるか、を問う必要がある。テクノロジーの社会的なイメージがその開発と普及に影響を及ぼす時代

にあって、学芸員は、かれの責任ならびにかれの務める博物館の社会的．文化的機能一レジャー産業の時代にお

いて、ときに専門家の回答を見越してさえいるような基本的な質問を、展示室に殺到する無数の来館者に対して紹介

しておく、といった責任一に関わるいくつかの選択肢の前に立たされる。こうして、消費社会において博物館を

取り巻く諸方法の中心に、自由時間の要求および願望というものに、まったく別の意味を付与する一つの扉が開かれ

るのである。

上記の研究結果の差し出す第二の指示は、「文化史・社会史博物館」の需要が、美術館に対する需要を凌駕しつつ

あるということである。一見すると、一般大衆にとって、美術館はもはや基準となる展示館ではないようである。と

ころが実際の来館者の数の方はその逆を示している。従って需要は、現実の行動ではなく、博物館学の一つの型およ

びコミュニケーションの一つのスタイルに対する先取りを表すものなのである。こうして、展覧会との強い相互作用

を展開させるために考慮すべき、来館者の受容性の条件に関して、一つの情報が得られる。かれらは、ある一定の環

境を通して自分たちがそこにアクセスする瞬間に初めて、芸術作品や技術関連の展示品と対話をもつ。それは展示品

が固有の意味をなし、観覧者が自らもそこに巻き込まれていると感じるような環境である。歴史がそこで重要な役割

を演じる。歴史は物を日常的現実に結びつける経験に近いからである。おそらく社会・歴史的な環境の設定は、美術

館にとっても、また技術博物館にとっても不可欠のものとなっている。それは歴史学、および美術館ないし技術博物

館を扱う博物館学の伝統的な方法から相当かけ離れたところで行われることとなる。さらに、この環境という観点か

らすると、芸術作品と技術品の分離を維持するのは無益となる。われわれが博物館の間にいまだに設けている区別は、

廃棄されるべきところまで時代遅れになったということだ(”)。博物館は、まさに消費社会によって授けられた役割を

もって、自らの根本的な転換を経て初めて、その社会的．文化的機能を果たすことができるのである。ところで、目

下のところは、一見して美学的な、しかし実は美容に関わるようなアプローチの段階で止まっている。例えば建築家、

デザイナー、コミュニケーションの専門家、ときに天才的な、通例とても献身的なアニメーターなどに助けが求めら

れている。しかしかれらは、上に見たような形で提起されている根本的問題に取り組むのではなく、博物館と展覧会

を結局は見本市、商業センターあるいは空港に似せたものにしてしまうような手法によって、この問題を隠蔽してい
るだけである。

レジャーは、それが自らの盲点に出会うような文化の方へ流れている。本稿で立証しようとしている主張はこれで
あった。以上から得ることのできた需要に関する唯一の信頼できる要素は、大衆とのコミュニケーションは展示され

ている物や作品の文化的、歴史的、社会的な環境を提示することを要する、という点である。だが、こうした方法に
従って進んでも、結果は予測できないだろう。一番その点がはっきりしている芸術の例をとろう。芸術の場合、こう
したアプローチは不満が残るものとなろう。なぜなら、こうした環境は作品を「説明する」ことが不能であり、作品
をさらに不可思議で特異なものにするだろうからだ。だがまさにこの不満こそが重要なものであり、芸術へのアクセ

依存しない方向に向かうのである。

需要はあまりにも複雑で、限定性をもちえないように見える。着実に増えるこの観覧者に対して、専門家たちはた
しかに館内の交通、商業化、保存およびコミュニケーションの問題を解決するということで満足することもできる。
だがそれで満足することは危険だろう。他方、別のことを試みるというのも、未知の部分に入り込むということであ
る。まず第一に、流行というものは変化する。来館者が、標準化された博物館は敬遠するほどまでに飽きてしまうこ
ともありうる。従って、かれらは、作品や物をその社会・歴史的な環境の観点から捉えたいと望んでいるわけである
から、最も豊かな博物館は、芸術作品や技術品をストックしている博物館ではなく、例えば都市、そしてその歴史の
多様な年輪そのものだということを理解するはずである(鱈)。以上すべての点に関して、一つの問題がつきまとう。そ
れは、芸術の過大評価は消費社会の一結果だということである。その問題は突き詰めると次のようになる。すなわち、
人々は博物館に何を求めてやって来るのか、かれらの第一の動機は何なのか、ということである。もはや「どんな種 一

類の博物館をかれらは消費したいのか」ではなくて、「かれらは何を欲するのか」である。的確な回答を掴みとるた
めに、来館中を通じて表される基本的な態度を引き出す質問を行う必要があった。ただしもちろん、回答者の決定を ド

予見した結果に導きうるような操作可能な回答を得ようとしたわけではない。その質問は（一見月並みであるが）

雷｢博物館であなたは何を求めますか。気晴らしですか。何かを学ぶのですか。それとも何かを発見・探検するのです
か｡」というものである。来館者はためらわずに答えている。すなわち気晴らしが13％、学習が23％、発見．探検が6
3％であった。
大多数の人々（86％）が、従って、博物館に気晴らしに行くわけではない。博物館はレジャー産業に属していると
はいえ、文化的な遊園地とみなされているわけではないのである。従って博物館を魅力的にするということは、それ
を娯楽の場所に換えることではないわけだ。そこに設けられうる、遊びに関わる手法は、気晴らしとしてではなく、
認知機能に関わる実践としての遊戯に訴えられることになる。また、もう一つの解釈も現れる。遊園地は気晴らしの
場として、店や見世物を錯綜とした状態で並べておくだけでよいのだろうか。遊園地もすでに別のものを追求しつつ
あるのではないだろうか。来園者は消費者というより探検者ではないだろうか。いまやもう、デイズニー方式以外の
ものを考えられるだろうかく")。さらにまた、博物館に勉強するために行くわけではないことも明白である。それはお
よそ4人中に3人について当てはまることだ。教育は教育制度に、教育制度は労働と同一視されるわけであるから、
上の事実は、博物館というものが実際に「レジャー」の項目の中に入っていること、従って、それは娯楽的な技法か
らも学校教育的な技法からも身を守らなければならないことを明らかにするものである(鰯)。
それは一つの重要な徴候である。工業社会における人間活動の労働と余暇への大きな分割は変化しつつある。この
事実は、テクノロジーの転換が労働の強制力を弱め、個人により大きな私的満足を与えやすくなっていることを立証
するために、ごく普通に指摘されている。すでに見たとおり、自由時間はしばしば、肉体的な実践または認知機能に
関わる実践の中での労働に類似した活動、例えば日曜大工、コンピューター・ケームなどによって費やされる。テク
ノロジー転換の媒体たる企業はその経営、労働のリズムを変える傾向をもち、その職場の機構にレジャーに類するサー
ビスを組み入れる。労働と余暇との間の境がぼやけるということについても、それは単に経済システムが変わったか
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らだとして解釈し直されるだけである。つまりそれは、レジャー力澳深いところで進化しなければならない、という
ことを意味する。ヴァカンスはいまはもう十年前のそれではない。自由時間に対する問いかけが強まり、エスカレー
トしている。その問いかけは需要とたもとを分かとうとしているためである。つまり、そこで表される願望はもはや、
｢製品」概念によって応じれるほどに見当のつきやすい、一つの究極目的に還元しうるものではないのである。それ
では、自由時間の中に現れるものをどうやって捉えるのか。少なくともまず、63％の来館者の選んだ「発見．探検」
という回答によって多分可能であろう。この回答はきわめて漠然としている。願望と同じほどにはっきりしない。こ
れは今日の社会における個人の第一の動機一今日、自由時間と混同されている動機一を表現する態度である。
なるほど、問題なのは一つの願望ではなくて、人類に固有の好奇心、一種の認知本能なのだと言うことができるだ
ろう。が、それも問題を何一つ変えるものではないだろう。それではどうしてその本能の部分までいま戻ってきたの
か、ということを次に説明する必要があるからだ。新奇のもの、予測・予知不能のことに対するこの願望は、実際に
は、いまの社会に対する、そしておそらくこの社会における労働以上にレジャー(loisirs)に対する（労働の方は、
それらのあるものについては、これを探検的な態度に似させる個人的・集団的な知の形態を要求するので)、一つの
他性(alt6rit6)の追求なのである(鋤)。この追求は、需要・供給の働きを超え、個人をかれ自身およびその環境との関
係の中に巻き込むがゆえに、それ自体が本来の目的となる傾向のある一つの喜びである。つまり、この願望が、博物
館のアナロジーとしての、レジャーの鏡を壊すのだと言いたい。願望を満たすことのできるのは「文化」しかない。
どんな文化か？それは、レジャーの枠に収まりきれない、しかし、自由時間の要求の中で追求される文化である。
レジャー産業の中に入りながらも、博物館はそこに文化というものをもち込んだ。そしてこの文化は、作品や物に
ではなく、探検に関わる願望に、あるいは、芸術的創造の起源のところでこの願望とすれ違う予見不能の事柄に対す
る願望に帰着させられる(鋤)。それは博物館にとっては困難な状況である。来館者は博物館を、発見されるべき都市の
ように見立てて探検する。この態度は今日、博物館の展示する物によってというよりもむしろ、もっぱら博物館それ
自体としての建築環境によって満足させられるのである。しかし、もしこの建築物がそれ自体目的となり、その究極
の目的が、そこに設けられる作品の体験の中に見出されないとすれば、博物館はたちどころに消費されてしまう。す
ぐに廃れて、だめになる。これが、特にドイツにおいて、多くの学芸員の今日抱えている苦悩である。この落とし穴
からのがれるために、博物館は、それぞれが、建物の面でも展示品の面でも、競争者の成功の原因となった手法を模
倣する傾向にある。そこから博物館の極端な画一化が、博物館をレジャーの中に閉じ込めてしまう自己標準化が生じ
る。これは博物館を、文化に対するあらゆる願望を満足させるという観点からは、さらに不適格なものとする(31)。問
題は博物館が来館者を初回に引き寄せることではなく、この最初の来館中にまた来たいという願望を与えることであ
る。この願望こそがまさに、この博物館の提供する体験にほかならないのである。
そこから一つの逆説的な状況が生まれる。それが私には、フランスのような国においてレジャー産業が陥っている
状況を暗示しているように思われる。すなわち、博物館は、完全にレジャーと同格に扱われるわけであるから、潜在
的な観覧者の予期するものを満足させるために、その予期するところを知っておく義務がある。こうして今日、博物
館は社会がそれに同意する投資を正当づけるわけである。ところが、最初の動機から考えて、来館者の方は自分たち
の期待が確認されるのを望んではいない。反対にかれらは、驚かされること、能動的であること、そして巻き込まれ
ることを願っているのだ。従って博物館は、マーケティング起源のあらゆる知識を、だが、博物館に固有の目的、そ
してその社会的・文化的機能に関する深い省察を含む目的に合わせて、利用することを必要としているのである。事
実、マーケティングは驚かせる方法は教えない。予期すること、予測可能にすることを教えるのである。しかし、博
物館のために博物館の性格に合わせて再構築されるべきマーケティングの最終目的はむしろ、学芸員が踏み越えねば
ならない限界、はずさねばならない期待を教示することである。うまく来館者の予期したことの裏をかくためにこそ、
まずはその予期するところを知る必要があるわけである。このように、文化機関がその機能についての適切な省察を

－ 9 6 －

進めるすべを覚えるとき(錘)、レジャーの産業化の結果生まれた文化エンジニアリングは、自己の論理へのこれらの機

関の従属を完成させるどころか、反対に、諸機関に対して、その論理から自己を解放し、自立を築き、これを自分の

ものとすべき手段を与える(詞)。文化エンジニアリングは、学芸員の自由を減じるのではなく、唯一これを保証し、肯

定することができる。だがそれは反面、かれらが、もし自由時間の要求の中で表明される願望を見つけ出す幸運に出

会いたければ、創造的で、大胆になること、そしてその判断において的確であることを要求する。最も極端な例を華

げてみよう。現代美術館の場合である。上述のようなやり方では、美術館を空にする、つまり来館者を遠ざけるおそ

れがあるのではないか、ということである。だがこの懸念も条件次第では消え失せる。すなわち、学芸員力琉行から

解放されるすべを知り、美術館を、今日芸術と画廊の販売促進を保証する雑誌に類するものとしてしまうようなこ

と(鋤)をやめること、かれらが一つの美的感覚を発展させ、これを見せることができること、そして、各美術館がこの

ようにして自己の独自性を主張するということである。それこそが現在立ち向かうべき第一の試練である。博物館に

おいては従って、市場の研究が、芸術によっても科学によっても要請される自由というもの力垳使され、表現されう
るための枠組みをつくり上げることを可能にするのである。

本稿の結びとして、まず、レジャーは、博物館を介してついには文化の中に浸透するにいたるとき、この産業が変

貌期に突入する、その転換点に到達するということ力轆認されよう。レジャー産業が消滅するとか、危機に陥るだろ

うという意味では毛頭ない。レジャー産業は、消費社会に由来する形態をとり、自由時間に対する願望によってその
存立が可能となったのであるが、にもかかわらず、その願望を満たすことはできないだろう、と言いたいのである。

そこで、レジャー産業の時代に、消費者はその需要力端たされることを望まない、あるいは、かれらは同じものをそ
れ以上ではなくて、別のものを欲するのだという命題が得られる。消費社会の流れは、文化のブラック・ホールへと
向かい、博物館を貫きながら、一つの移行局面に入った。博物館はレジャーの中の周辺的なものなのか、それとも典
型的なものなのか。この消線は他のレジャー部門をも巻き込むのではないだろうか。マス・メディアも急速に同じブ
ラック・ホールに流れていくように思える。例えばテレビはアメリカ合衆国、ドイツで視聴者を失っている。フラン
スでは批判の矢面に立たされている。どんなに真新しい企画も、その収益性を確保するような安定した観客を見出す
にいたっていないのである。テレビ化されたマス・メディアの経営・番組構成・概念に関する方法はもはや、所期の
目標に到達するのに不十分となっている。なぜなら、これらのメディアは、需要を満足させつつも、メディアを裏切
る願望の一部をその手からとりこぼしているからである。明日の社会はテクノロジーにおいて同様、これらの問題の
中で揺れ動くものと私には思われる。

注

（1）最近では1991年9月に出た、MarcFumaroli,L'Etatculturel,essaisurunereligionmoderne,
Paris:Ed・deFallois,1991がある。

（2）それは一連の対立概念網（疎外された時間／解放された時間、労働者／幹部、労働／ヴァカンス、集団的なも
の／個人的なもの、筋肉的なもの／知的なもの、都市／農村、など）から成り認さらにこれが、多分、自由時間、
レジャーおよび観光に関する言説（山／海、近郊／遠隠など）を決定する。概念網の精巧な再櫛成は、80年代に
それが崩壊しているだけに、なおさら驚くべき結果をもたらすはずである（山にはもはや20年前のイメージはない
し、遠きものに対して、近きものの利点が再発見されている、等冷.ル
（3）労働時間の短縮、従って自由時間の増大は、二重の意味で雇用を創I出Iするとも言われる'。ま韻,このようにし
て解放された時間を埋めるために従業員を雇う必要があり、次いで、自由時間の活動，を開礎する必要があるから、
というわけである。しかしこれは、自由時間についての労働組合的幻想とでも言いうべきものであろう。

（4）それは保守的というよりむしろ予防的である。
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(18）ルーヴル美術館やポンピドウー美術館などには数百万人もの見学者がある。同様の数字はすべての先進工業国
においても見られる。これらに比肩しうるものは何であろう。例えば、スポーツ、映画、テレビ、ポピュラー音楽
コンサートといったような大衆娯楽がある。だが大きな違いがある。フランスで博物館に通う人々は、平均して1
年に2～3回そこに出向いて行くのに対して、例えばサッカーの観客はすべての試合において、ほぼ同じ人たちな

（5）これらは第三共和制に由来する。

（6）従って1991年に成功率は、バカロレア史上初めて低下した。このような政策は、実際、失敗をもたらす。それ

は教育に関して、唯一の、規格化のモデルを推進するきらいがあるからである。

（7）それ以後、その使用料を値上げしなければならないほどの超過負担となった。

’

のである。博物館はいまや文化的な大衆娯楽である。が、そのことは必ずしもすべての社会集団が等しくそこに行
くことを意味するわけではないのである。

('9）例えば、ルーヴル美術館について「世界最大の美術館」として語る宣伝活動がこれを立証していた。

(20)用いられた質問表は、カールスルーェ大学の社会学の教授、ハンス．クライン氏によって作成された。アンケー
トは1986年の5月から9月にかけて4つの博物館において来館者3000人のサンプルに対して行われた。来館者は館
内の応接室で、つまり展示室に入る前にアンケートに答えた。この研究は「来館者とその美術館』(Lesvisiteurs
etleursmus6es,paris:Ladocumentationfranf6aise,1988)というタイトルで刊行された。博物館の観客に
関して手に入る労作は、H9nsKlein,DergllserneBesucher,Berlm:StaatlicheMuseenPreussischer
KUltUrbesitz,1990である。実際に重要なのは質問表ではなく、得られたデータによる問題設定である。私は後者
の－片に手をつけるわけである。

(21）この点がまさに評価技術の使用を正当づけるのである。
(22）実践、方法および理論はあらゆる科学博物館の真の焦点である。「知識」はこれを産み出すことを可能にする
手続きがなければ無に等しい。この単純な事実がすでに、その形態と目標を多様化するという条件で、知識の存在
を正当づける。これらの機関の使命は、「知識」をその生産様式から切り離しつつ提示する傾きをもつ、現在の科
学のメディア化に断固として反対することであると私は思う。
(23）それは、多分まだ技術博物館が存在しないことを意味する。
(24）そのことは、いまの社会において博物館が果たす本質的な機能を証明する。すなわち博物館は単に、ポスト・
工業、ポスト．モダン風の「おしゃれで高価な」レジャーだというだけではない。博物館はその進化の最中にある。
マーケティングから哲学に移行しているとでも言えるような一領域をカヴァーしつつ、その様々な性格を反響させ
ているからである。
(25）収集品の性格に従った博物館類型論がもはや正当化できないとなると、それは何よりも、博物館の新たな類型

(8）（共和主義的な）「諸価値」のこうした復活のイニシアティヴをとったのはフランスの左翼でる。が、フラン

ス左翼はこれらに新たな意義を吹き込むというより、むしろこれらを保守するか、さもなくぱ復活させようとして

いる。従って結局はこれらを脆弱なものにしてしまったわけである。

（9）フランスには一種の共和主義的な超自我(Sur-Moi)が存在する。

(10）例えば、地中海クラブは、余暇に対する需要と自由時間をいかに使うかという問題への一つの応答であって、

自由時間に対する願望一同クラブが手直しをして顧客に提示する応答がこの願望を満たす限りにおいては、明

らかに、その願望は同クラブを絶え間なく活動させ、その発展を保証するが一それ自体への応答ではない。

(11)70年代末および80年代の技術・産業変化は、個人をこの動きに連動させることによって、自らの進化を修正し

た。

(12）この点は、現代思想における他性(alt6rit6)の問題、50年代に見られた新たな超越性(trans-cendance)への

復帰の問題がどのように提起されているかを見れば、十分である。

(13）その証拠に、レジャー産業は日本において非常に大きな拡張を経験している。東京の青山にあるテピア・ビル

で入手できるある記録の予測によれば、2110年に日本人は世界で最大のレジャーの消費者になるだろうという。自

由時間は即座にレジャーの消費に「変換」され、自由時間に関連する要求は、一つの、産業化の可能な需要として

扱われることになるわけである。

（14）この主張は、断じて、世界の社会経済発展の3極間を支配すると思われる「収敬の理論」(th6oriedela

convergence)に還元しうるようなものではない。後者は、類似した経済発展段階が一致した社会的帰結を生み出す、

つまり、日本、北米および欧州の社会が近似した個人的・集団的な価値観、行動へと向かうだろうと仮定する。か

くして日本社会は「ほかの社会と同様の社会」になるだろうというわけである。このパラダイムはアメリカに典型

的なものであり、欧州でも日本でも否定されている。これは、60年代、米ソ間関係における一戦略として明示的に

公式化されたものであり、デタント政策の起源の一つとなった。ソ連の崩壊を引き起こしたのがこのパラダイムと

いうわけではない。

（15）もっと正確に言うと、願望とは、個人をして自らが消費社会の中にいるように思わせる、経験であり、観念で

ある。つまり、願望は、消費社会の産物であり、転回点であり、同時にまた、社会批判の原理でもあるわけである。

これらの理論の起源は60年代末および70年代初めに遡る。いまだこれに替わる理論はなく、今日未解決のままに

なっている一つの問題を提起しているのである。

（16）需要が大きければ大きいほど、願望との差も開いてくるわけである。

（17）ニューカッスルにおける現在の混乱（1991年9月）は、イギリスの社会学者たちによって、失業に結びつけら
れたレジャー形態として説明されている。この形態は、私には、自由時間を強制する、悪しき状況に対する反動で
あるように見える。要するに、これらの失業者たちは、実際に、一っの社会的要求の帰結、自由時間の帰結である
べきであるような一つの義務に服しているのである。他の人々にとって解放であるものが、かれらにとっては、排
斥と疎外の形態そのものとなっている。要求すべき自由時間をもつということは、金持ちの問題なのである。フラ
ンスのいくつかの郊外地区で最近若い移民失業者集団が起こした騒ぎについても、同様な観点から語ることができ
よう。従ってまさに、レジャーは労働により生じた結果として、自由時間は一つの要求として、労働、所与の社会
経済システムに対する批判として理解されなければならないのである。

■■■
＝

に＝

が今からも可能だということを意味する。
（26）現代博物館として都市を訪れさせるのは、再考を施すという条件つきだが、確かで、有望な傾向であると私に
は思われる。その点、観光というものをもっと評価し、手直しをし、新たな方向づけを行うべきであろう。
（27）デイズニー方式は実際、広大な探検の空間を提供することである。だがこの空間はなお商業（非常に多様化さ
れた）と見世物によって構成されている。その原理は空間・時間における夢、つまり、閉じた、レジャーの世界、
デイズニーの登場人物と映画の世界への「移動」である。要するに、デイズニー方式は、今後他のものへの可能性
を開きうるほどの完成水準に到達していることを言いたいのである。
（28）アメリカ合衆国でなされた数多くの研究は、博物館はものを教えるのではなく、それによって保証される教育
の型は態度や動機にはたらきかけるのだということを証明する。ルイス(B.N.Lewis,"Themuseumasan
"ucat'onalfacility",MuseumJ･urnal,80(3),19891は、博物館の教育的可能性に関して次の3つの根拠を
示している。自由で無欲な学習(learning)は、たとえ偏っているとしても、個人の全体的な知識に直接に統合さ
れるので、長続きするものとみなされる。かれはいかなる懲戒からも免れ、学習が一つの喜びとなる。博物館は学
習の効果を高め、テーマの全体的な受容性を刺激する。
（29）それはおそらく今日の状況の一徴候である。社会的な批判は、いわゆる「第三型」の企業における労働組織に
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対するよりも、むしろレジャーの方に浴びせられる傾向がある。これらの企業は他方、少数の部類に属することを

想起する必要がある。

(30）博物館に次第に数多く殺到している観覧者は何を求めるのだろうか。苦労の要らない教育、テレビのごとき、

没入による同毒療法的な学習か。J.H｡フォークは来館者の態度を、ウインドウ．ショッピング("cultural

windowshopping")に類似する「積極的なうたた寝」("activedozing'')として特徴づけている(J.H.Falk,

"Theuseoftimeasameasureofvisitorbehaviorandexhibiteffectiveness",MuseumRoundtable

Reports,TheJournalofMuseumEducation,7(4),1982)。だがこの態度を発見や探検に対する願望と比べる

と、それらの来館者は退屈しているのだと結論せざるをえない。つまり、その場合かれらは、商業センターや空港

におけると同様探検すべきものを見出せないために何も学ばず、気晴らしもしない－この峨極的なうたた寝」
力頓望の表現そのものでない限りにおいて－のである。

(31）もっと強く言えば、文化はいま、これを絶滅させもするし、同時に活かしもするような願望に帰着させられる

傾向にある。文化＝レジャーの時代においては、文化はすべてであり、かつ無でもあるのである。

(32）これらの機能に関しては、収集、客の収容力などの特徴に従ってその潜在力を定義することになる。
(33）この問題体系に関しては、拙稿"Penseretg6rerlemus6e:quelques616mentsd'ing6nierieculturelle''

〃

(Tokyo:PublicationsdelaMaisonfranco-japonaise,1991)で説明した。

(34）芸術家と批評家との間の論争が現在、一方力弛方の仕事をどのようにして「知らしめ」なければならないかを
知る流儀をめぐるものに置き換えられているのは、その典型的な例である。事実、分析が巧みに回避され、販売促
進を気遣う叙述が幅を利かせている。「批判」は、一芸術家の仕事を現在の趨勢の中に位置づけることに単純化き
れている。審美観は欠如しているか、さもなくぱ、芸術家の歴史、来歴またはインタビューによって置き換えられ
るのである。

(訳内田日出海）
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レギュラシオン理論の動向と問題点
’

名古屋大学山田鋭夫

レギユラシオンをめぐる日仏会議

1991年10月9-12日、「資本蓄載と調整様式日仏比較」という主題のもとに、第4回日仏経済学会議がグルノーブル
郊外ラフレイ湖畔で開かれ、つづく10月15-16日、パリのCEPREMAPでも同じような会が催された。グルノー
ブル会議へのフランス側の主要参加者は、R.Boyer,B.Coriat,J・Mazier,P.Petit(以上いわゆるパリ・レギュラ
シオン派)、GdeBernis,R.Borrelly(グルノーブル派)、P.Boccara(国独資派）など十数名であり、日本側は平
野泰朗、都留康、清水耕一、花田昌宣、平田清明、宮川中民、植村博恭、山田鋭夫、井上泰夫、西川潤（報告順）ら
'0名が報告した（概要については本誌14号pp.96-97を参照されたい)。パリ会議でも日本側出席者はほぼ同様であっ
たが、フランス側は上記パリ派メンバーを中心として、他にB・Chavance,H.Nadel,B.Reynaud,M.Juillardらが参
加した｡

レギユラシオンをめぐる日仏共同研究がようやくスタートしたかの観がある。もっとも「日仏比較」と銘打ったわ
りには、「日本経済」をめぐる報告や討論が大部分をしめたのであるが、そのことは逆に、日仏レギュラシオニスト
にとって共通に、そして喫緊に解明しなければならない課題がまさに「日本」であることを如実に示していて興味深
い。日本人にとって「日本」は自国経済の問題であることはいうまでもない。他方、欧米経済の分析から出発したフ
ランス・レギュラシオニストは、新しく世界の一中心として登場しつつある「日本モデル」を解明するという課題を
かかえている。それは、あるいは「トョテイズム」（ボワイエ）や「オオノイズム」（コリア）といったパリ派の仮説
の検証の問題にかかわり、あるいは日本．アジアを中心とした「生産システム」（ド・ベルニス）の将来的可能性の
究明の問題にかかわる。いずれにしても、今日の世界を理解するために、フランス（日本を踏まえた概念的豊富化）
と日本（フランス的概念を踏まえた日本的現実の分析）との協力が必須の要請となってきたわけであり、そこに今回
の日仏共同研究の意義があるように思われる。
グルノーブル会議の報告書は近々フランスで出版されるが、必ずしも広く普及し容易に入手可能なものとは思われ
をい・また日本人報告者の研究は、それぞれが発表する日本語論文に反映されていくであろうし、それらは容易に利
用可能であろう。そこで以下では、フランス側の報告のうち、代表的なボワイエ（パリ派）とド･ベルﾆス（グルノー
ブル派）を紹介することに主眼をおこう。

一一"声声 〃

一

口

’1

トヨテイズム日本の独自性

ボワイエ報告I"M#=､#,6gim｡d'"""J"9PK:Mは日本モデルを「トヨティズム」と命
名し、その独自性とそれ固有の危機の可能性を指摘するものであった。周知のように、ボワイエにかぎらずパリ，レ
ギユラシオン派は、「フォーデイズムとその危機」という概念によって戦後先進資本主義国の高度成長と長期停滞を
説得的に分析した。しかし、それには問題点があった。少なくとも空白部分があった。それは戦後日本をこのシェー
マで説明できるのかという問題に正面から切りこんでいなかったということである。この問いに対して、ボワイエは
当初は暫定的に「日本＝ハイブリッド・フォーデイズム」説をとっていた。つまりアメリカ産の科学的管理法を基礎
としつつも、それが日本的ないし封建的な価値観と混ざりあって、混成的なフオーデイズムをつくりあげたのが戦後
日本である、という理解である。そのさ･いの力点は、ハイブリッドであるとはいえ、基本的にフオーデイズムだとぃ’
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意味する。第3に資本主義の歴史にかんしては、パリ派が賃労働関係を基準としてイギリス型→過渡期→フオーデイ
ズムと理解するのに対して、グルノーブル派は競争的資本主義→帝国主義→国家独占資本主義と把握する（なお、両
派の比較については清水和巳「もう一つのレギュラシオン理論」「早稲田経済学研究」35号、1992年6月、を参照せ
よ)。

さて、このような基本認識のうえにド・ベルニスは日仏比較を展開する。現代は生産システムの構造的再編の時代
であり、それは具体的には米、独、日の3極体制という形をとりつつある。つまり日本は日本を中心とする生産シス
テムを築きあげようとしているのに対して、フランスはドイツを中心とする生産システムに従属しようとしている。
両国は今日、このように対照的な位置にあるが、いうまでもなく第2次大戦後の時期には両国はいまと正反対の立場
にあった。とすると、フランスの地位低下、日本の地位向上というこの対照的な軌道は､何に起因しているのか。ド・
ベルニスによれば、それは1970年前後の「対外開放」がそれぞれの産業構造にもたらした変化にある。つまり対外開
放は、フランスには国内的部門連関の破壊をもたらし、こうして国民経済の独立性が解体されたが、日本では逆に一

うところにある。しかし今回の報告では、ボワイエは旧説を事実上捨てて日米の断絶面を強調し、トヨテイズム日本
の独自性を大きく前面に押し出すことになった。

とはいっても、フォーデイズムと異なるトョテイズムの独自性は何かとなると、じつはまだ不明な点が多く、その
意味ではボワイェ報告も新たな仮説提示の域を脱していない。しかし新仮説の検証にむけて、レギユラシオン学派の
開拓した視点と手法に拠りつつ一歩を踏みだそうする。すなわちトヨテイズムの賃労働関係に視点を定めつつ、一方
でその特徴的な制度的構図が、労働編成（かんばん、Qcサークル、チーム作業)、熟練（能力開発)、労働の可動性
(企業内労働移動)、賃金形成（職能給など)、消費ノルム（社会保障の遅れ）にわたって摘出される。他方で、とく
に賃金形成のありかたにかんして、（1）競争的賃金（19世紀型)、（2）シェア・エコノミー（ワイツマン)、（3）団体
交渉賃金（春闘)、の3仮説を立ててこれを回帰分析をする。分析の結果からいえることは、競争賃金説は、賃金形
成が失業や労働市場逼迫に大きく左右されている日本の状況を説明するが、しかし89-90年の人手不足期に賃金爆発
が生じなかったことや大企業特有の労使賃金妥協の役割を説明しえない。またシェア・エコノミー説（さしあたり企
業業績にもとづく賃金形成と考えておく）をとった場合、たしかに実質賃金が生産性や利潤に強く相関していること
は確認できるが、しかし小企業における賃金形成はこれでは説明できない。最後に団体交渉説に立ってみると、なる
ほどスト数や組合組織率は名目賃金をよく説明するが、しかしそのスト数自身がすでに労働市場の逼迫度に大きく規
定されていることも否定できないのであって、団体交渉説を単独で採用するには無理がある。

つまり3つの仮説は、そのどれもが賃金形成の一部しか説明できないのである。逆にいえば日本の賃金形成は複合
的なのである。ただし複合的ということは一貫性がないということではない。欧米のフォーデイズムでは労使間の長
期契約によって、賃金や労働時間が固定的であり、そうであるかぎり、景気変動に対処するための調整変数は必然的
に雇用となる。これに対してトヨテイズムでは雇用力噸直的であり、したがって調整変数は時間および賃金である。

つまり日本の賃金形成は複合的ではあるが、しかし「雇用調整でなく時間．賃金調整」という一貫性をもっているの

である。ということはマクロ的に、生産性、雇用、賃金などの連関関係が欧米のそれとは大きく異なることを推測き
せる。だから日本にも大量生産一大量消費がみられるとしても、それを生み出すマクロ．メカニズムには大きなちが

いが存在しうるのであって、結果としての大量生産一大量消費のみから日本をフォーデイズムと規定することはでき
ない。そして最後に、成功をおさめたトヨテイズムではあるが、それが危機をむかえるかもしれない要素をいくつか
予想する。それがボワイエ報告であった。

’

貰した国民的産業櫛造が構築されたのである。

問題はしかし、日本を中心とする生産システムの将来性いかんである。もし日本がアメリカからいっそう独立化す
る方向で日本を中心とする生産システム（アジア経済圏）を組織できれば、それは生命力あるものとなり、蓄積過程
は椛造的安定期をむかえることであろう。では、そのさいの調整様式とは何か。それは第1に、公的権限の民間委譲
という外形とは裏腹に権威主義的な調整手続きという方向にすすむであろうし、第2に、賃金・雇用・労働はフレキ
シブル化されていくが、それはおよそ労働者がこの1世紀来獲得してきた社会的地位を破棄するような半軍事的様式
をしにはありえない。つまり資本主義というものは、危機を経過するたびにますます権威主義的となってきたし、こ
れからもそうなっていく。20世紀の帝国主義は19世紀の競争的資本主義よりも権威主義的となったし、国家独占資本
主義は帝国主義以上に権威主義的となったのと同様、新しい日本を中心とする生産システムもますます権威主義的な
調整手続きを必要とするであろう。危機の資本主義的な出口は、より権威主義的な体制なしには考えられないのであ■ る。これがド．ベルニスの結論である。

レギユラシオン理論の動向と問題点
以上の簡単な紹介からわかるように、レギュラシオン理論をめぐる動向は「レギュラシオン理論と日本」の問題を
焦点としている。そこには「日本にとってのレギュラシオン理論」および「レギュラシオン理論にとっての日本」と
いう2つの側面がある。
第1の側面からいえば、近年の日本ではレギュラシオン理論が注目されているが、その背景には、とくにこの理論
が｢市場」以外に「制度」のもつ役割を経済学のうちに復権し、その制度的相違によって、同じ資本主義といっても
各国別に多様な資本主義（例えば日本資本主義）をそれとして捉える視角と方法を提供していることがあげられよう。
それはよいのであるが、さて、レギュラシオン理論にもとづいた日本経済分析が日本人によって提起されているかと
いえば、部分的な切り込みはあるものの、まだ総体的な分析には至っていないのが現状である。「日本にとってのレ
ャユラシオン理論」の最大の問題点がそこにある。
第2の「レギユラシオン理論にとっての日本」についていえば、さきにも述べたように欧米経済の分析から出発したフランス、レギユラシオン理論にとっては、日本（ある意味ではアフター・フオーデイズムの先頭を走る日本）の悠驍を包摂していかに自らの概念構成を豊富化していきうるか､そして「日本ﾓヂﾙ｣をどのように歴史的に位置つIﾅうるか、それこそは、レギュラシオン理論そのものの将来的可能性の試金石であろう。日本モデルを国民経済的にトヨテイズム、オオノイズムで捉えようと、国際的に日本．アジアにまたがる生産システムにおいて理解しようと、
その点に変わりはない。

’

生産システムの再編をめぐる日仏比較

ド．ベルニス報告(LaFranceetleJapondansleprocessusderestructurationdenouveauxsyst6mes

productifs)は、グルノーブル派の観点から、日仏の両国ないし両生産システムの比較対照を試みたもので、現代資
本主義をめぐるこの学派の今日的到達点の一端を示している。はじめに、報告の前提となっているグルノーブル・レ

ギュラシオン理論のポイントを、パリ派理論と対比しつつ確認しておくのが便利であろう。
第1に、パリ派が「賃金」を基本変数にして資本主義を捉えるのに対して、グルノーブル派は「利潤」を基本変数

とする。そして利潤率をめぐっては経済学の歴史上、利潤率均等化と利潤率低下の2傾向の存在力詣摘されてきたが、
しかしグルノーブル派によれば、現実の歴史においては利潤率不均等と利潤率上昇という2つの反傾向が存在する。
そして、この傾向と反傾向が照応しあっていれば資本主義は成長し、照応しなくなると危機におちいる。資本主義を
成長させるべく利潤率を維持し均等化させるためには、特殊な社会的手続きが必要であり、その総体が「調整様式」
である。第2に、パリ派が蓄積体制→調整様式→発展様式として国民経済の枠組みのなかで概念構成するのに対して、
グルノーブル派は蓄積過程→調整様式→生産システムという形で国際関係に照準を合わせる。ここに「生産システム」
とは、この派に特徴的な概念であって、自らを拡大再生産していくような生産諸構造の総体（固有の国際分業圏）を

|’
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という次第で、日仏双方にとって今後の研究協力の必要条件はそろっている。残るのは、それをいかに実行してい

くかのみであり、それが現実になされていくことが唯一の十分条件である。「レギュラシオン理論の動向と問題点」

とは、この十分条件をみたすことという一点にかかっているのである。
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I
ベルナール・シャヴァンス『社会主義のレギュラシオン理論』

斉藤日出治訳、大村書店、1992年

一 橋大学池本修一

一

1989年の一連の東欧革命を契機に旧ソ連．東欧諸国は社会主義体制から市場経済体制への移行を目指した経済改革
(体制変革）を実施している。しかしその移行に莫大な社会．経済コストがかかること、旧ソ連、ポーランド、ハン
カリーなど対外債務が国民経済を圧迫していることから、国際社会の支援なしには改革の様々な困難を克服すること
ができないとして、先進諸国、国際機関（特にIMF・世銀）の支援が不可欠となっている。とりわけ先進諸国の対
旧ソ連．東欧支援はIMFと各国政府が経済改革に合意することが原則となっていることから、近年IMFの役割が
大きくクローズアップされている。
IMFは各国に中南米同様、「自由主義に基づいた市場経済への急進的．抜本的改革」を迫り、その具体的シナリ

オ（特にポーランドを想定して作成）をJ.サックス．ハーバード大教授（現ロシア政府経済顧問）に依頼した｡サッ
クスは体制移行に際して、社会主義体制の欠陥が集約的に現れているモノ不足（超過需要）の除去から手術を始めな
ければならないとするハンカリーの経済学者コルナイの理論を全面的に援用して、まずこの超過需要を除去して、そ
の後に市場経済に短期的．抜本的に移行するシナリオを作成した。コルナイはかねてより専門家の間では高い評価を
得ていたが、サックスによる引用によって体制移行シナリオの基礎理論の提唱者として広く注目を得るようになった。
前置きが長くなったが、本書は1989年にフランスで出版されていることから、1990年にサックスがコルナイを引用
する1年前に、いち早く「モノ不足の理論」に着目して社会主義体制の問題点を分析しており、こういった点からよ
り早い時期での邦訳が望まれた。■

■
、

罰
一
一

それでは本書の内容紹介の前に社会主義経済体制下の旧ソ連・東欧諸国の経済停滞の原因とみなされている慢性的
をモノ不足（超過需要）の発生要因について、コルナイ理論に従って簡単に説明したい。本書の内容を理解する一助
kをると思われるからである。
（1）主要経済セクターである国営企業は、赤字を国家の補助金及び中央銀行の融資によって補填できる。これは財政
赤字の主要因ともなり過剰流動性をもたらす。
（2）国営企業は市場の需給関係より国家計画に基づいて生産活動を行うため、必然的に不足財が発生する。
（3）国営企業の投資活動は、通常、国家との「交渉」によって左右されるため、資源配分は慢性的に遍在する。加え
て埒材不足と低労働生産性によって投資計画の遅延が恒常化する。したがって計画値を下回る生産によって物不足が
蝋性化する。
（4）国営企業は資材購入の際に、将来の物不足に備え過剰に買い付ける傾向がある。
(S)国営企業は計画達成のため、期末に突貫的な終日操業を行う傾向があり、労働者の残業のために計画値以上の賃
金が支払われる傾向が強い。また労働市場の欠如により、国営企業は年度末のフル操業に備えて余剰労働力をため込
も傾向がある。こうした傾向は企業財政の悪化を招き、ひいては国家補助金補填に起因する国家財政赤字要因の一つ
とをるだけでなく、過剰購買力を恒常的に創出する。
ごルナイは、この超過需要の除去こそが旧ソ連．東欧諸国の経済再建の唯一の道と主張した。しかし生産手段の国
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’めに常に圧力をかけること、刺激システムが量的指標に基づいていること、企業の最重要課題が計画達成であり、技

術革新とその普及がしにくいこと、硬直した価格体系と受動的な貨幣が存在することを指摘し、そのためにますます

企業経営者を量的な目標へ向かわせている。

生産性が低い原因については、労働力をため込んでいること、資源調達の不備のためにタイムロスが生じること、

労働が不規則なこと、ノルマの引き上げに労働者が抵抗していること、労働編成が硬直的なこと、自律した労働編成
が欠如していること、賃金が集約的に決定されること、利潤が集権化されることなどを指摘している。
こうした体制下では「企業経営者にとって賃金と利潤との対立がなくなり｣、付加価値の分配が労働者と経営者と

の力関係に依存しなくなる。すなわち企業間競争および企業における分配の紛争という、伝統的な資本主義において
技術革新を引き起こす2つの根本要因が欠如しているとシャヴァンスは指摘する。

また社会主義体制下では生産財の生産が、消費財の生産よりも優先されるため、すなわちこの2部門が相対的に分
断されることにより生産手段を生産するための生産手段の生産という自給自足的で実際に再現のない傾向を持った成
長が現われてくる。このような発展モデルでは消費が残余セクターとしてのあるいは緩衝装置としての役割を担わさ
れる。これは消費が好循環（生産性の上昇、内包的的蓄秋、消費ノルムの上昇、実質賃金の上昇）の決定的な契機と
をつたうオーデイズムとは全く逆である｡フオーデイズム・モデルの場合には消費財セクターにおける生産財の上昇
が、大量生産と大量消費の拡張を可能にすると同時に、製品単価を引き下げることによって労働力の相対的な価値下
落を可能にしたが、この消費財セクターにおける生産性の上昇に社会主義体制下では足かせがはめられるのであると
断じる。

不足に関しては、上記の通り、慢性的に需要が供給を上回る現象であるが、シヤヴァンスは、不足をそれ自体が経
済危機の指標であるというよりも、社会主義固有の調整様式の表現として位置づけている。そして80年代以降、この
｢不足」の強度が全般的に高まっていく。その際の政府と国営企業との関係は、両者間にはびこる「親方赤旗」的温
情主義が、企業経営を「ソフトな予算制約」化し、赤字経営でも倒産しない体質を生む。したがって企業経営者は市
場における需給関係や利潤追求よりも、政府機関との関係緊密化と交渉を重視して規則的で安定した経営条件を企業
に保障することに目標を置く。
投資についても社会主義体制下の国営企業では西側と異なった基準を有している。国営企業の経営者は、投資が西
mlのように貨幣的要因による制約を受けないため、企業にとって資本がほぼ無償のものとなり、さらに価格の影響力
もほとんどないために投資を安易に実施する傾向がある。こうして効率を軽視した投資が闇歩する。
シヤヴァンスの経済改革に対するスタンスは、短期的・抜本的に実施することにある。本書では「改革は首尾一貫
した～連の措置を講ずることによって現行モデルから脱出..（中略）・・しなければならない。そうしないかぎり
当初の構造と行動へと向かう振子の不可避的な揺り戻しによって、いかなる部分的な改革も麻痒させられ､妨げられ
てしまう」と論じている。続けてシャヴァンスは「まさしくこの国の内部においては、1960年代と70年代の経験が明
らかにしたように、様々な利害の連合が形成きれ、この連合がこの時期には現状を維持するのに決定的に重要なもの
とをつた。．．、ソ連はラディカルな改革を成し遂げるか、それとも停滞と衰亡の未知にはまりこむか、このいずれ
かをのだ」と現在の東欧．ロシアの急進的改革派と同様の見解を表明している。
こうした背景からゴルバチョフは抜本的経済改革に着手するのだが、「産業において省庁制度と総体的ヒエラルキー塁、

力雛持された」ため経済改革が整合性を欠き、中途半端なものとなった。そこでシヤウアンスは、経済改革が成功す
るためには、経済改革が現行システムに応用した際の制度的・社会的な不安定を管理する「改革の改革」が必要と主
踊る｡これはｼｬｳｧﾝｽが指摘するように､現行ｼｽﾃﾑがかなりの硬直性と整合性を有しているからであり､
改革が容易に遂行できるものではないことを指摘している。
換言すればシャウァンスはこうした障害の中で経済改革を成功させるには、上記の改革の改革を行いながら現実的

家所有制度が残存すれば、たとえ企業活動に関する意思決定権の大部分が企業に分与されている分権的経済システム

においてでさえも、必然的に国家の企業活動への介入を招来する。また弱者救済、安定した生活水準の保証を標傍す

る社会主義的理念は、赤字企業であっても前述のように国家補助金によって援助するだけでなく倒産、整理統合を回

避させる傾向が強いため、とりわけ基幹産業部門の企業改革は進展しにくい。そのためコルナイは抜本的で社会主義

的理念を払拭した「非共産党」政権による経済改革こそが経済再建の必要条件だと主張している。すなわちコルナイ
によると経済改革の最終目標は、私有化にあるのである。
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三

本書は第1部「経済システムの核心｣、第2部「周辺空間｣、第3部「成長、危機、改革」の3部櫛成となっている。
ここでは誌面の都合上、農業と外国貿易を扱った第2部は省略して内容を紹介したい。
第1部は旧ソ連における社会主義経済体制の特色を論じており、レギュラシオン学派の特色ともいえる賃労働制

(第1章）と計画経済メカニズム（第2章）に焦点を絞っている。

ここでは旧ソ連の国営企業がノーメンクラツウーラと呼ばれる共産党幹部に牛耳られ、官僚的な経営が行われるこ
と、労働組合が御用組合であること、原料・資材不足から上記コルナイ理論の(5)により労働と生産が不規則なもの
となることから、労働者の士気を喪失させる原因となる。そこから旧ソ連においては西側におけるテーラー主義とフオー
デイズムを満たし得ず、プロパガンダ、社会主義組織、党の統制・強制などのテーラー主義の代替物が必要であった
と指摘している。

■旧ソ連・東欧諸国に固有の中央集権的計画経済システムについては次のように論じている。旧ソ連の経済組織は中
央の多くの部門別省庁があり、その下に巨大国営企業が統制されている。企業活動は国家計画に基づいて中央から指
令が下ろされ、企業は計画目標に従って活動する。資材補給も統制下にあるが、慢性的なモノ不足現象によって常に
資材補給が不安定となり、その結果生産に影響し、「上流のボトルネックは下流に連鎖反応」を引き起こす。これを
シャヴァンスは「ボトルネックの乗数効果」と名付けている。したがって企業幹部は上記コルナイ理論(4)のような
ため込み行動をとり、さらに闇市場に依存するようになる。

また計画経済下では市場における需給調整と同様の調整を実施しようとする試みを、物財バランス法による主要品
目の産業連関表が代替しているが、しかしミクロのレベルまでの調整は人為的なこの方法では不可能であり、この計
画の不完全性が「必然的に調整の乱れ、ボトルネック、そしてそれらの連鎖反応の組織的な出現をもたらす」と指摘
している。さらにこれらの計画目標は、品質を指標で表すことが技術的に困難であるため、外延的（量的）なものに
なりやすい。さらに投資に関しても「省庁は外延的工業化の時期に身をつけた習慣をひきずっているために、新しい
事業に着手し、新しい事業に着手しようとする」傾向があるが、「事業が現実的能力を超えて増加し｣、モノ不足によ
る資材調達問題などによってますます遅延する傾向がある。

技術革新に関しても基礎研究と研究開発が生産企業から分離されているため、生産に関して大きな影響を与えない
こと、技術革新には長期的な見通しが前提となるが、短期的に技術体系の変更が生産過程の混乱を招くこと、量的指
標に品質改善は不都合であること、価格体系が硬直しており、生産性上昇、品質改善から企業にとって直接利益が上
がらないこと、などから技術革新のインセンティプが起きにくいことを指摘している。

畠

四

第3部は同体制が量的成長と不足の再生産をもたらす理論的分析（第5章）と、それを改善しようとするゴルバチョ
フ政権のペレストロイカ（第6章)、最近のソ連経済の状況（終章）が描かれている。
まず、量的成長が再生産される原因をシヤヴアンスは、政治・経済的支配階級が管轄下の国営企業の計画達成のた
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に「システムを横滑り」させていくことと主張する。その前提条件として成長・品質．浪費削減の領域においていく
つかの積極的な成果が得られることであるが、こうした成功を基に分権領域がが拡大し、伝統的な集権体制部分が縮
小すると論じている。

終章では、ゴルバチョフ政権下の経済改革が集権体制の枠組みの中で実施された中途半端なものであったために失
敗したと論じている。その際、旧システムの強固さ、とりわけ国営企業の改革への抵抗を強調し、改革派も改革遂行
に向けて現実的な学習の準備不足と限界があったことを指摘している。

こうしたことからシヤヴアンスは、今後、経済システムの再建、とりわけ生産椛造の再建のテンポが政治分野に比
べ緩慢なものとなり、とくに国有セクターの改革に時間を有すると結論付けている。

バンジヤマン。コリア著『逆転の思考一日本企業の労働と組織一』

花田昌宣、斉藤悦則訳、藤原書店、1992年

早稲田大学大町慎浩

I

アメリカ、フランスの長期動態の実証研究にもとづき、戦後の先進資本主義国の発展様式を“フオーデイズム”と

して総括したフランス．レギュラシオン派。この研究動向の発展に特に労働過程研究において大きく寄与してきたB.
コリアが、今回、レギュラシオニストの先陣をきって本格的な日本経済分析を試みた。
著者コリアは、フランスにおける技術革新．労働組織研究の第一人者として知られ、その博士論文「工場とストッ
プウオッチ」（,979)は、テーラー主義．フォード主義研究の古典とされているという。現在はパリ第'3大学教授、ま
たCREI(産業経済研究所）の所長をも務めていることから、内外の公的機関から理論上・政策上のアドバイスを
求められることも多いと聞く。
本書の第一の目的は、フランス産業の建て直しに資する何らかの教訓、「普遍的なコンセプト」を日本企業の諸実
践のうちに探ることである。本書を書くにあたり日本人読者は想定されていなかったと著者はいう。それでも近年日
本で、レギユラシオン．アプローチに依拠して現代日本資本主義の性格規定を試みる研究力沙なからず現われている ’’
ことを想起するならば、いわば“本家”レギュラシオニストによる日本経済分析の書として、本書がここ日本で有す
る意義は、著者が想像している以上に大きいのではないだろうか。
本書の検討対象は副題が示すとおり「日本企業の労働と組織｣。レギユラシオン理論の概念構成でいえば「賃労働

関柱‘

五

本書は、サックスがコルナイ理論を援用して旧ソ連・東欧における旧体制の問題点や経済改革シナリオを提示する
前に、コルナイ理論に依拠して旧ソ連経済の問題点と経済改革の展望を論じている点が注目される。「改革が首尾一
貫した一連の措置を講ずることによって現行モデルから脱出するための水準を突破しなければならない。そうしない
かぎり当初の構造と行動へと向かう振子の不可避的な揺り戻しによって、いかなる部分的な改革も麻源させられ、妨
げられてしまう」との主張は、1989年時点での著書であることを勘案すればシヤヴァンスの慧眼を認めざるを得ない。
また旧集権体制が強固なために、経済改革の成功のためには「改革の改革」が必要であるとのシヤヴアンスの指摘
は現実的なものであり、これは机上のシュミレーション通りに改革が進展しないこと、そのために政策策定者のセン

！
すなわち社会主義体制の基本特徴の1つである所有の国家化については、上記のコルナイ理論でも最重要問題であ
ることが指摘されている。社会主義体制下では主要経済セクターが国有であるからこそ、政府と企業との間に温情主
義がはびこり、ソフトな予算制約力雛持されるとコルナイは指摘する。経済改革を最終的に成功させるためには、生
産手段の私有化が必要条件となる。この点、著者の見解を知りたかった。
加えて経済改革の目標の1つが、超過需要の軽減が必要であるとシヤヴァンスが主張するならば、その根本原因で
ある財政赤字問題を詳細に検討して欲しかった。終章において数行触れるだけでは不十分であろう。ペレストロイカの失政の1つにこの問題がある点を看過してはならない。

［本書の検討対象は副題が示すとおり「日本企業の労働と組織｣。レギユラシオン理論の概念構成でいえば「賃労働
関係」ないし「雇用関係」をほぼカバーする。賃労働関係概念は、生産性向上の獲得様式（労働編成）と分配様式 、

(労資間妥協）との双方をその関連性において捕捉しようとするものであり、レギユラシオン派独創の概念である。
恥主義のダイナミズムの中心に定置するこの賃労働関係の具体的な在り方がまず解明されてこそ、「調整様式」や ■｢蓄積体制」といった中間概念を明確に規定することができ、もって当該社会のマクロ経済的な構図を浮かび上がら
常ることができる｡賃労働関係の分析は､ﾚギｭｦｼｵﾝｱプﾛーﾁにおいてその独自なﾏｸﾛ経済把握へ至るう
えでの枢要点をなすものであり、この意味で本書の日本企業分析は、微視的に終始する企業論とは性格を異にしてい
る。

さて著者は、日本の賃労働関係を“オオノイズム”と規定している。「トヨタ・システム」（いわゆる「かんばん方
式」）の創始者大野耐一の名に由来する。著者はオオノイズムを「テイラリズムやフオーデイズムにまさるとも劣ら
をい組織革新の総体」と見る。だがその内実はそれらとはまったく異なる。いや対立的でさえある。テイラリズムや
フオーデイズムの方法が、急成長する市場に対応して少品種大量生産を実現すべく導入されたのに対し、オオノイズ
ムは多品種少量生産で原価の低減＝生産性の向上をめざした。その場合、生産性の源泉は（もちろん量産＝規模の経
謄にではなく）過剰人員をはじめとする生産組織のあらゆる「ムダを徹底排除する」ことに求められた。1950年代の
日本の自動車市場が狭随であったうえに、その中で多数の会社と多様なモデルカ競合していたこと等、そこにはオオ
ノイズムの生成を規定した日本に特殊な歴史的．構造的条件が存在していたことを著者は強調している。
このトヨタ．システムを起動させる二大原理が「自働化」と「ジャスト・イン・タイム」であることはよく知られ
ている。その内容もさることながら著者にとり重要なのは、むしろ「その背後にある隠された意味」である。「専門
分ｲﾋの否定」がそれである。まず専門熟練労働者は脱専門化されて「多能労働者」に変えられ、たとえば通常の製造
作業とともに品質管理をも遂行する。製造．計画．品質管理といった作業が生産現場において再結合される。さらに
各生産セクションの間に独特の「流れをつくる」ことにより、労働者に割り当てられる作業は時間的にも内容的にも

現在の東欧．旧ソ連の経済改革を研究する際に社会主義、資本主義、市場、計画、民主主義、自由主義、所有など
経済学の領域を超えた社会科学の基本タームに関わる概念の見直しが必要となっているが、シユヴアンスは本書でわれわれにその契機と刺激を与えている。
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… ……者 辨…………
る組織上の「柔軟性」を通じて生産性のみならず、同時に品質、差別化が追求される。椛想労働と実行労働との分離
をはじめ、「専門分化」を組織論上の基本原理とするテイラー方式との対立性がここでも明らかである。だが看過し
てならないのは、オオノイズムにおける脱専門化のこの運動は、熟練工の職業上の複雑なノウハウ＝交渉力に打撃を
あたえ、同時に労働の合理化＝強化を目指した点で、アメリカのテイラリズムと同じだ、ということである。
ところで、こうした「労働編成」における一連の革新は、労働強化を伴う以上、それに見合った一定の「労資間妥

協」が形成されてはじめて導入可能なものである。この点につき著者が特に注目するのは「内部労働市場が日本企業
の深部ではたしている内的「調整＝レギュラシオン」の役割」である。日本では内部労働市場がシステマティックな
職業訓練と一体となって熟練獲得の支配的様式になっており、労働者の多能工化．多機能性はまずこれによって確保
される。他面、上位ポストの開放が内部労働市場の存続条件であることから、労働者にはブルーカラーも含めて昇進
のチャンスが常に開かれている。さらに、導入当初は労働力の「定着化」を目的としていた「終身雇用」「年功賃金」
もここでは労働者の企業参加に対する代償という意味をもち、また企業にとってそれは「教育投資の回収」を保障す
るものでもある。労働者への代償が内部労働市場、労働者教育などの領域にまで及んでいるところに、西欧には見ら
れない日本的な労資間妥協の新しさがあり、それ自体として著者はこれを評価している。
著者はこのような日本的な賃労働関係ないし雇用関係を「インセンテイブによる労働者の企業参加」に立脚するも
のとして性格づける。なぜか。生産性の向上だけでなく製品の品質をも確保するには、労働者が我が事のように生産
行為に参画することが要請される。「こうした生産体制では『インセンティプ」構造が不可欠の前提となる｣。つまり

凶上述の労働者への代償は本質的に条件つきなのであり、しかもその場合マクロ経済のパフォーマンスがその「最終的

■
価上昇との並行性はただ事後的に確認されるにとどまる。ところが、「マクロに見た日本経済の繁栄のおかげで、「暗

q■■■■l司

黙の」契約はまさしく明示的な契約と同じ価値をもつことになった」のである。
戦後日本の発展様式はフオーデイズムなのか。著者の答えはもはや一点の曇りもない。「日本の賃労働関係を決し
てフォード的なものではないと規定するのが本質的に重要なのだ」（日本語版へのあとがき)。戦後日本の成長パター

噂

ンをフオーデイズムの少なくとも一変種として規定できると考えていた評者であるだけに、コリアのこの診断はきわ
めて刺激的であると同時に、まさに「逆転の思考」を迫っているかのようである。レギュラシオン．アプローチに立
脚する日本経済分析力噺たな局面をむかえつつある今日、本書がその旋回の一支点としての役割を果たすことは間違いない。

,’
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竹内佐和子著『ヨーロッパ的発想とは何か』PHP研究所,1992年
一統合ECを支える多元性と普遍主義一

東京国際大学山岡春夫

１
１
１

竹内佐和子さんのこの本は、白磁のカップにテ．オ．シトロンの色と香を愉しみながらゆっくり読むべき本である。
輔酒な装丁の「ヨーロッパ的発想とは何か」は“時間がことさらゆっくり流れ、マロニエの美登利に青い空がよく似
合う”パリの緑陰のキャフェ．テラスから送られて来た「ヨーロッパ通信」である。パリに曽遊の人は、カバーに色
刷りのオペラ座の豪華な桟敷を、扉にキャフェAuxDeuxMagotsを見て懐かしむだろう。本書の魅力の一つは著
者の心ばえのうかがえる写真の数々である。（“...,1内は評者の本書からの勝手な引用のコラージュである）
この本が我々に伝えるメッセージは、本書の副題を借りればヨーロッパの「多元性と普遍主義」lapluralit6etl'

Wniversalit6del'EuroPoの意味を明らかにする、と言う事になろう。著者は｢普遍主義｣にむしろlacatholicit6
(あまり用例はないが､CNRSのTr6sotdelaLangueFranc6aiseにある）を充てられるかも知れない(p.48)。後
でとりあげよう。さて、本書は次の四部から成っている。
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1･ヨーロッパ的発想とは

2･ヨーロッパは統合を求めていた

3･ヨーロッパ像の急展開

4・日本と欧州の「共生」を考える

■

■第1部は、著者のヨーロッパでの生活体験を通して、本書の総題にもなっている「ヨーロッパ的発想」とは何かを
深ろうとしたものであり、第2．3部ではその壮大な実現ともいうべき「ヨーロッパ統合」の過程が、その精神的文
ｲﾋ的背景とともに描かれ、最後の第4部では、この「統合ヨーロッパ」と日本の「共生」の可能性力堵察されている。
かつてAndr68iegiriedにQu'est-cequel'Am6riqe?であると言ってもよいであろう。
しかし「ヨーロッパ」とは何か、「ヨーロッパ的発想」とは何か、を一つのキー．ワードで表すことは難しい。例、

えば、イギリス的気質の特徴はhumourであるとか、フランス的g6nieは明断さclart6にあると言った具合に
は。そこで、著者は身の回りの事象の観察を通してヨーロッパ的なものを探ろうとしている。
スイスの町の目抜通りの窓窓は真っ赤なゼラニウムの花で飾られ、夏のパリの大通りの窓窓は真っ赤な日除けが何
百と張られて美しい。それは家家の窓は街という公共空間の一部をなしているという考えから来ている。
パリ、リール、トウルーズといった古い町町の再生＝ルネッサンスの花で飾られ、パリの新旧の凱旋門、新旧オペ
ラ座に見られるように古典美と現代美の共存である。(p.37のパリの新旧オペラ座の写真参照）
評者が－番興味深く思ったのは、著者の指摘されるヨーロッパにある際だった女性像"Femmeguie''(女性が先
達する）と言う考え方である。女性サン・シモニストのフロラ・トリスタン（1803-44）は、それを“霊性の高い女
性による社会の刷新、女性による社会の救済を図ろうとする運動”であるとしたという。歴史上ではジヤンヌ．ダル
クやシャルロット．コロレが、現代では、シモーヌ・ウェイュ（1909-43）などが思い浮かぶ。しかし、著者はこれ
ら“霊性の高い女性”たちの背後に聖母マリア像を思い浮べておられるに違いない。本書の所々にノートル．ダーム
の改姿が浮かぶ。「ヨーロッパ的発想」の根源についての著者のcredoであろう。
63ページに、マース川に懸かる橘を前景にマーストリヒトの町並みが、六世紀に建てられたという僅母マリア教－114－
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会」と一緒に写っている。かのシヤルルマーニユが800年に戴冠したアーヘンから20kmの処だという。この町の名は、

1958年のローマ条約に始まるヨーロッパ統合史上重要な地名になった。ここで1991年12月、マーストリヒト条約が調
印されたからである。

ヨーロッパ統合への具体的な歩みは、鉄鋼石炭共同体（1951）以来、87年の欧州単一議定書制定を経て92年末の市
場統合まで、経済が中心になっていた。そう言う中通貨統合だけでなく、共通安全保障の樹立まで定めたマーストリ
ヒト条約のもつ意味は大きかった。経済統合から政治統合への一歩を踏みだしたからである。

しかし、その後の展開は、92年5月デンマークの国民投票で49対51の否決、9月フランスの51対49の可決というア
ンビヴレントな状態がつづき、この10月には各国の経済政策協調の欠如による通貨不安が起こり、政治統合のずっと
手前でECはとまどっている。

これらの過程で明らかになったのは、国家連合と「国家主権」との間の関係の問題であり、「ナショナリズム」と
｢パン・ユーロピアニズム」との対立であり、フランスの場合、単純化すれば、北部の都市市民層と中南部の農民層
の利害と考えの違いである。

竹内さんはこう言う状況に対し、「欧州統合は死なず」という一文を雑誌Voice(1992年11月号）によせ、次の
ようなコール首相のことば（9月22日）を引用している。

出されねばならない。それを「歴史的公共財」と呼んでもよいだろう。(pl88)われわれは“人類の新しい公共財と
しての経済システム、貿易システム”を構想しなければならない。しかし真の「共生」とは“深い世界観と人間観を
含む．．、本質的な問題,’なのである。評者も著者と共に「地球環境問題」解決への努力がそのきっかけの一つにな
るかもしれないと考えている。

熱い紅茶を畷りながら、色々な思いにひきこまれる、素敵な本でこれはある。
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「マーストリヒト条約によって建設されるヨーロッパは、より民主的でより市民に近いものでなければならない。
そしてメンバー国すべての国家的アイデンティティや歴史を尊重しなければならない。われわれがめざすのは、こつ
ぃう多元性のなかの統一という原則のうえに築かれたヨーロッパである」（傍線再引用者）

．この「多元性のなかの統一」という理念は正に竹内さんが説く「多元性と普遍主義」と殆ど等しい。恐らく竹内ざ
んが本書で一番おつしやりたいことと思うので、少し長いがご自身の言葉を引用しよう。

「ヨーロッパ統合の理念は一極支配の構造ではない。．、ヨーロッパ意識は異なる文化の差をはっきり意識しつつ、
ヨーロッパという共通の歴史と価値観をイメージできたときに発生する人間の意識である。それを支えるのがギリシ
ア．ローマの文明であり、そしてキリスト教という共通の価値観なのである。．．かぎりなく多元でありながら、な
おヨーロッパが一つであるというイメージの中心に、カトリック（普遍性）の価値観がある。それが今日のヨーロッ
パの激動と統合のなかで育ってきた意識である。「ヨーロッパ普遍主義」と私力呼ぶものはそういう意識から生まれるものである｡」(p84)

これを私なりに解釈すると、ヨーロッパ統合（経済統合から政治統合へ）の根源には共通の利害状況を超えて、共
通のョ－ロッパ意識、共通の歴史と価値観がある。しかしヨーロッパは多元的である。国民国家があり、異なる民族・
言語・文化がある。ダンテはイタリアの、ケーテはドイツ語の詩人である。宗教にもギリシャ正教、カトリック、プ
ロテスタントがある。この「多」と「一」の弁証法的総合の「場」或いは「媒介」は何か。著者の考えでは、それは、
何か超越的なもの、ではなかろうか。（フロラ・トリスタンの場合､それは「働く人」であり「働く人の連合」-l'unionouvri6re,1843-であった）

本書第4部の主題は日本と欧州の「共生」symbioseである""WW.WW｡｡""｡",'･･"X":"RobertによればAsociationdu‐rableetr6ciproquementprofitableentredeuxouplu8ieurs§trevivantsである。EC統合を「多元的共存」
のシステム造り(pl87)と考えると、この「共生」も「統合」と同型の問題である。しかしこの場合｢共通の意謝、
｢共通の価値観」は持たれていない故、日欧の「共生」には、Robertのいう「相互の利益のある」利害状況が創り

-117-
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R.カンテイロン著『商業試論」津田匠訳，名古屋大学出版会,1992年

神戸山手女子短期大学喜多見洋

かってW.S.ジェボンズは本書を「経済学の真の揺藍」と表現している。なかなか意味深い表現である。ジェボ

ンズの意図に沿っているかはともかくとして、経済学の歴史における「試論」の位置をある面でうまく捉えているだ

ろう。というのはカンテイロンの「試論jには、黎明期における経済学によくある暖味さが見られるからである。こ
の場合「暖昧さ」というのは、現代の我々の目から見て異質な諸要素が混在していて、折衷的、両義的に見てとれる
ことと考えておく。その意味での暖味さはカンテイロンの体系の随所に見いだされるが、ここでは特に目につくいく
つかの主要な点を取り上げてみよう。まず挙げられるのは冒頭で展開されている土地一労働二元論である。『試論」
は、「土地はそこから富がひき出される源泉、あるいは素材である。人間の労働はその富を生み出す形式である」と
いう富についての文章ではじまっている。ペテイの「土地が富の母であるように労働は富の父であり、その能動的要
素である」という有名な表現を連想させるカンテイロンのこの文章は、物の内在価値がその生産に入り込む土地と労
働の量と質によって決まるという彼の土地一労働二元論の表明と考えられており、ここには当時のペテイを典型とす
るイギリス経済学との共通性が見てとれる。けれども彼はペテイが土地一労働二元論を説きながら、労働一元論に向
かうのとは対照的に、『試論」冒頭で上のような二元論を表明した後の行論においては、土地と労働の平価を論じつ
つ、内在価値を土地の価値に一元化し、土地一元論へと傾斜していくのである。こうしてカンテイロンは先行するイ
ギリス経済学の特色を受け継ぎながら同時に重農学派の先駆者の一人に数えられるという暖味な位置にある。そして
この特性は彼の富についての見解にも見られる。彼は「富みそれ自体は食料や日常の便利で快適な品々にほかならな
い」と述べており、イギリス古典派につながるものを感じさせる。これがまず挙げられるカンテイロンの富について．,･坤争

の基本的見解である。だが、他方で彼には「諸国家の相対的富はそれそもltの園が主として保有する貨幣の量にある」
とする重商主義的富観も見られ、この見解は「試論」の論調が重商主義的になる後半部分ではっきりと現れてくるの
である。こうした二つの富観の併存という意味で彼は富についての見解でも暖味で両義的であるといえるだろう。貨
幣についての彼の見解も注目に値する。基本的にカンテイロンは、貨幣を内在価値を有する貨幣商品として把握し、
貨幣商品説に立っていると考えられるが、『試論』では様々な論理が錯綜している。ある箇所で貨幣数量説的見解が
述べられているかと思えば、他の箇所ではロック以来の貨幣数量説を批判していわゆる「連続的影響説」が表明され
ており、彼は貨幣理論においても微妙な位置にあるといえる。重商主義とは一定の距離を置きながら、同時に彼は
｢通俗的な意味での重農主義｣、すなわち重主義に対する反動から貨幣を重視せず富の財物観にとらわれた見解にもく
みしないのである。暖昧な点を残してはいるが彼の貨幣論が、貨幣の経済システムに対して及ぼす影響に着目し、古
典派や重農学派とはいささか趣を異にした内容になっているというのは間違いない。また『試論」の地主．企業者論
も見逃すことができない。彼によれば、土地は少数の地主が所有し、この地主の支出のがすべての住民を扶養するの
だから地主の気質、好み、生活様式などが社会のあり方を左右し、地主以外の者は召使や企業者などとして地主に従
属することになる。このような地主優位の社会観が「試論」の基底にあり、それゆえ彼は重農学派の先駆として位置
づけられるのだが、その際、地主論は彼の体系のなかで企業者論と微妙なバランス関係にある。すなわち「試論』に
は自ら危険を冒して生産、流通等に携わる企業者こそが市場を動かす原動力であるとみて企業者の活動を積極的に評
価する見解が見られ、しかもこれが地主優位の重農学派的な社会の構図に組み込まれているのである。地主優位の認
識と企業者機能の獄極的評価の併存という点に『試論」の特徴があり、地主優位の構図のなかでとはいえ経済学史上
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はじめて企業者の機能を溌極的に評価したところに彼の大きな功績がある。

こうして見ると「試論」は、はじめに述べたように現代の我々の目から見れば異質な諸要素が混在し、暖昧で折衷
的、両義的な傾向を帯びているということがわかる。けれどもこれは必ずしも悪い意味で言っているのではない。暖
味だということは見方を変えれば沢山の可能性をはらんでいるわけであり、カンテイロンの経済学の近年の再評価も
これを裏付けているといえるだろう。ともあれ我々の目から見て異質な諸要素が混在し、しかも微妙に調和を保って
いる点に「試論」の最大の特徴がある。従って「試論」が従来の見方で分析するだけでは不十分だということは明ら
かであろう。上に挙げた点のいずれも「重商主義か重農主義か」あるいは「イギリス古典派に近いかどうか」といっ
た従来の|~伝統的」基準で画一的に裁断するのに適していない。そうしてしまってはカンテイロン経済学の本当の姿
をうまく捉えることはできない。他にも「試論」には画一的に裁断するだけでは捉えられないものが色々と含まれて
いる。そもそも彼の経済学の形成にはペテイやボワギユベール等、英仏両国の先行する経済学力噸合的に関与してい
るわけであるし、また彼の経済学が以後の経済学に及ぼした影響に関しても、例えばグルネやフオルボネ、J.ステュ
ワートといった人物との関係などこれから解明されるべき点をかなり残しているのである。これらをあわせて検討し
て、はじめて「試論」の持つ真の意義がはっきりすると言えるのではないだろうか。従って『試論」は、従来の見方
にとらわれないもっと広い視野で捉えられてよいはずである。というより、そうすべきであろう。そしてそうした場
合、多くの事柄が解明されるであろうが、少なくとも今、指摘できるのは次の二つのことである。すなわちひとつは
｢試論」には一方で対内的に自由放任の政策を説きながら、他方では強硬な対外的保護主義を表明するいわば「自由
と保護の両面政策」が見られるということ。もうひとつは、『試論」が冒頭からむすびの章まで全編が巧みに構成さ
れたロー批判だということである。これらについて詳しくは訳者による本書の解説を参照していただきたい。解説の
形をとっているとはいえ現段階での最新の研究成果がもり込まれた労作であり、翻訳自体とは別に独自の価値をもっ
ていて有益である。

最後にこの度の翻訳について触れておきたい。従来「試論」の邦訳としては戸田正雄訳「商業論」（日本評論社，
1943年）および同訳の再版である『経済概論」（春秋社，1949年）があったが、これらはどちらも「試論」の英訳か
らの邦訳であり、今回の邦訳が仏語からのはじめての邦訳ということになる。この意味で今回の訳は貴重だが、その
うえさらに独自の価値もある。それは、従来用いられれてきたテクストに加え、今回の訳では訳者の津田教授が発見
したルアン市立図書館所蔵のフランス語手稿を校訂に用いているということである。これにより我々はカンテイロン

経済学の元の姿に一層近い形を、信頼し得る翻訳で知ることができるようになったのである。18世紀における英仏経
済思想の重要な一接点である「試論」がこのような形で出版されたということは、新たな展望での経済学史研究を促
しているといえるだろう。
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MauriceByeetGerardDestanneBernis,

Relationseconiomiquesinternationales,Dalloz,5eedition,p.1336,1987

早稲田大学清水和巳

本書にはM・ベイェとG.デスタンヌ・ドウ・ベルニスという二人の著者名が冠されているが、実際にはベイエの
｢国際経済関係」（1977年第4版）をベルニスが全面的に改訂し直したものである。その目的は、一般均衡理論をべー
スとした国際経済学（「《純粋》国際貿易理論」とベルニスは呼ぶ）を批判し、レギユラシオン（｢調整｣）理論によっ
て国際経済関係を分析することにある。

まず、ベルニスは「第1章：国際経済関係」において自らの基礎概念（ナシオンと生産システム）を提示したあと、
国際経済学をめぐる古典派・マルクス主義の諸学説を紹介し（第2章：諸学説の整理)、次いで「第1部：精綴化さ
れた理論概念」（第3章から第9章まで）において批判の最大の対象となるべき「〈純粋〉国際貿易理論」の詳細な
提示及びそれの批判・再考の必要性をうったえている。「〈純粋》国際貿易理謝は、プライス・テイカーである経
済主体の範騨を個人から企業、国家等に拡大したにすぎず、経済世界を経済的諸力が調和に赴くように運命づけられ
ている場（《市場〉）として考える。それに対して、ペルニスは経済とは様々なコンフリクト・矛盾が生じる場であ
り、したがって、その矛盾・コンフリクトを回避・緩和するための装置が必要であると考える。この経済認識を基礎
に、ベルニスはネオ・リカーデイアン、ケインジアン、マルキストによる「〈純粋》国際貿易理論」批判を踏襲し、
その上で、あらゆる経済主体に「権力」を帰属させるフランソワ・ペルーの経済学を自らの国際経済関係論（第2部：
精綴化されつつある理論体系：レギユラシオン理論による国際経済関係へのアプローチ）に結実させるのである。で
は、次に彼の国際経済関係論の特徴を第2部を中心に紹介してみたい｡

ベルニスにとって基本的な経済主体の範騨は二つある。ひとつは「ナシオンnation」である。一般には、文脈に
応じて「国家」とも「国民」とも訳されるnationだが、ここではいずれの訳語も適さないような意味合いで用いら
れている。すなわち、ナシオンとは、「国家権力によって統合された諸グループのまとまりであり、それは国民
peupleでも、国家Etatでもない」（第1章)。それは、相互に社会的なコンフリクトを抱えたグループ．階級が、
＜一般的利益＞という名のもとに統合された社会的関係の集合なのである。そして、このナシオンの経済は、外から
提示された価格・数量に対応し利潤・効用を追求するような受動的な経済主体から構成されていない。その構成要素
は、いわば、自らの意思を外部に押しつける力＝「権力」をもち、そのもつ「権力」の次元．性質に応じて他の経済
主体とは区別されざるをえない、互いに「異質的な」活動的単位unit6activeである。そして、このナシオンによっ
驚奮鰯篭宣鱒臺藻鮮霞｡蜜竺吏で車る(蝋ズ忍恥説怒蓋墓
出するように労働過程と生産過程がく相応しているcorrespondant>一個の整序的なcoh6rent集合体である」（第
'2章))。このナシオンの経済は「市場」によって自動的に均衡に向かうわけではなく、常に次の二つの傾向法則にさらされている。

利潤率の傾向的低下法則

利潤率の均等化法則

この二つの傾向法則とそれに対抗する運動が効率よく「接合」されている状態、両者のく相応性correspodance>
が保たれている状態が、「調整=r6gulation」されている状態であり、その「調整」は《社会的手続》（例えば国家
の介入や労働協約）の形をとって具体化される。では、孤立したナシオンにおいて、そのような「調整」されている
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状態は達成され得るのであろうか。ベルニスによる答えは否である。「資本主義のどの時代においても、資本蓄積の

条件力珊立したナシオンの枠組み内で確保されたことは決してない。これは、時代ごとに異なる資本主義の形態を考

慮に入れても事実である｡」（第'2章）したがって、ナシオンは資本蓄積安定の条件をその外部に、つまり他のナシオ

ンとの関係のなかに見いだしていくことになる。つまり、「従属的なd6pendantナシオンなり領域なりを支配的な

dominantナシオンに統合すること」（第12章）によって、支配的なナシオンは自らの内部では解決できない矛盾や

問題（例えば販路問題や利潤率低下問題）を「調整」しようとするのである。この支配的なナシオンによる従属的な

ナシオンの統合を、ベルニスは「支配dominantion」と呼び、そこから生まれる効果を「支配効果l'effetdedom

ination」と呼ぶ。いわば、この「支配」が、資本主義経済に内包される様々な矛盾・コンフリクトを調整し、先の
二つの傾向法則とそれに対抗する運動を効率よく「接合」させる主要な「調整様式」であり、この「支配」の具体的
な形態が主要な「社会的手続」として結果するのである。生産システムは、一つの支配的なナシオンと他の従属的な
ナシオンが「整序的に」結合されることによって成立し、一定の安定度を有する構造となり得る。その過程において、
従属的ナシオンの国内経済はその内的連関性を失い、被支配的ナシオンの過程において、従属的ナシオンの国内経済

はその内的連関性を失い、被支配的ナシオンの「低開発sous-d6ve-loppment」が生じるのである。このような生
産システムカ泄界経済において、単一である必要性はどこにもなく、事実、いくつかの生産システムが並存している

場合が一般的であり、複数の生産システムのなかで、他の生産システムに「支配効果」を与える生産システム、すな
わち「支配的生産システム」が存在してきた、とベルニスは考えるのである。つまり、経済の内的矛盾・コンフリク

トを先送りにしその爆発を一時的に防ぐ「調整様式」の中でもつとも主要なのが、ナシオン間、生産システム間の

｢支配関係」なのである。このような理論を基礎に、第'3章では「支配関係」（＝調整様式）が良好に機能している時
代について、第'4章ではそれが「危機」に陥っている時代について具体的な分析が行なわれている。

本書はベルニス自身が明言しているように、「レギユラシオン理論による国際経済関係へのアプローチ」であり、

それは未だ「精綴化されつつある理論体系」である。彼も認めているように、この中には重要な論点が欠落している

(例えば旧社会主義国と資本主義国との関係、南北間での武器貿易、国際機関が経済に与える影響等)。しかしながら、

｢支配」を中軸に据える彼の国際経済関係論が、「《純粋》国際貿易論」すなわち一般均衡論的な国際経済学及び、そ

れに対する従来の批判を乗り越え、「従属論」に代表される国際経済関係論に新たな分析装置を与えていることは確

かである。また、本書によって、「調整様式」のうち資本賃労働関係を重視するパリ学派レギュラシオン理論と「支
配関係」を重視するグルノーブル学派レギュラシオン理論の共通点・相違点が解ることも付け加えておきたい。
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MichelFouquin,EvelyneDourille-Feer,
JoaqumOliveira-Martins,

PACIFIQUE:LERECENTRAGEASIATIQUE,
Ed.Economica,1991,236pages.

早稲田大学西川潤

ヨーロッパの経済統合進展とともに、21世紀に向けての「もう一つの」経済成長地域と見なされているアジア太
平洋地域への関心が、ヨーロッパでも高まっている。フランスの国際予測．情報研究センター(Centred'Etudes
prospectivesetd'Informationslnternationales-CEPn)は、フランス社会党系のシンクタンクだが、このセン

ターでの世界経済、アジア太平洋経済の専門家たちが、近年の研究成果をまとめたのが、本書である。全体の構成は
次のようになっている。

｢まえがき

序論

成長と発展

lアジア近代化の諸段階

2アジア成長の金融

3高成長から加速度的発展へ

相互依存関係

4太平洋における債務と国際分業

5太平洋三角地帯における国際競争

6直接投資面での日米統合

結論

クリスチャン・ソテール

」

この構成からも知られるように、第1部では19世紀以来のアジアで先ず日本がいかに離陸したか、第2次大戦後、
アジアがいかに経済成長の道を歩むようになったかを先ず歴史的に考察している○続いて、東アジア諸国、日本や韓
竪宣露蕊三豊隠二?成雪萱初篭櫻鴬埜国内の高い貯蓄性向に恥狼曼墓雪
高蓄積のバランスが実現したとする。そして、工業化を通じた高成長が産業構造変化、社会全体の変化を導いて、生
産性の一層の上昇、ダイナミックな発展の道を導いたことが示される。

第Ⅱ部では、先ずアジア太平洋地域の工業化の中で、資金フローに不均衡が生じ、黒字国、赤字国の明確な差が生
じ、恒常的黒字国（台湾、日本)、重債務国（アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、インド
ネシア、インド、タイ)、債務のそれほど目立たない国（マレーシア、中国）及び債務状態から離脱した国（香港、
韓国、シンガポール）の分化が生じたが、これがこの地域の国際分業、すなわち製造業に特化した国、伝統的財輸出
により経常収支を維持している国、「見えない収支」の黒字で国際収支を維持している国（シンガポール）等、国際
分業の展開と対応して、国際貿易のダイナミックな成長を導いたことが論証される。しかしながら、この国際貿易の
成長は一方ではアメリカ市場の不安定性（二重の赤字、保護主義)、他方では日本市場の輸入に対する非弾力性によっ
て制約されている。だが、アジア太平洋地域では、日米投資の相克と協調、NIESの勃興、構造協議による日本市
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場の開放化など、新たな水平型市場統合と拡大の要因も出てきている。

これらの分析力垳われた後、次のような結論が導かれる。

(1)発展動因としては、官民協調の「日本モデル」（日本、韓国）と、国営大企業部門を基軸としてその周囲

に家族小企業が集まる「華人モデル」（香港、台湾、タイ、インドネシア）力識別できる。いずれの場合も明確な発
展実現の意思を特徴としている。

（2）東西対立終えん後、朝鮮半島、インドシナ半島でも経済発展に好都合な状況が生まれ、「日本モデル」と
「華人モデル」がさらにアジア太平洋地域に拡散する可能性がある。将来、中国、インドネシアの大国、タイ．マレー
シア等のASEAN中、小国もこの両モデル（豊富な労働予備軍、安定した制度環境、債務負担に注意した慎重な開
放体制、既存新技術の応用、人口統制等を共通の因子とする）により発展する可能性をもつ。
（3）このモデルがロシア・中東欧、及び他の発展途上国に適用可能かどうか、というとむしろ困難と考えられ

る。一方では、先進世界共通の地域主義、保護主義の台頭がある。他方では、低賃金の熟練労働力等アジアの条件が
他地域でつねに得られるわけではない。

（4）湾岸戦争以降もアメリカの経済力は回復していないし、アメリカはヨーロッパ、中東に主力を傾注し、ア
ジアからは引き上げる傾向が続くだろう。しかし、日本はアメリカに代わる経済圏構築の努力を示していない。この
状況の下では世界不況の影響をもろに受ける日本、NIES、ASEANからヨーロッパに対し、輸出ドライプカ蝋
<可能性もある。

（5）しかし、アジア太平洋地域は日本を中心としてだんだん再編され、世界経済は、アジア、アメリカ、ヨー
ロッパの三極体制へと向かうだろう。

本書は基本的には、アジアの近代化を西欧による触発、援助の流入に発するとする近代化鯖の視点に立っている。

一貫して資金の流れと経済成長とを関連させ、そこから戦略的な利害の対立が派生したとみる。国際的な資金フロー、

債務関係と国際分業、「日本モデル」と「華人モデル」の対比、世界経済三極化の必然性などユニークな論点も多い。
しかし評者には、後進国の先進国キヤツチアツプの過程では「国民」意識など文化的な要因がーとりわけ日本の場

合－大きかったように見えるし、「華人」モデルとの相違点も主としてこの点にあるとするならば、両モデルの根は、

本番でも指摘されているように案外共通のものであるかもしれない。ただし、日本の集団主義的行動と華人の個人主

義的行動など文化的要因の違いは残るし、また、「日本モデル」が戦後の占領期に「民主化」という形で「西欧市民

モデル」と接合した点も本瞥では看過されている。「日本モデル」にこのような普遍性があることが認められるなら

ば、結論（3）の日本型モデルの適用可能性が難しいという本書の結論は再考されてよいと思われる。

他方で、本書では1990年前後からアジア諸地域で展開している局地経済圏形成の動きはまったく考慮されてい

ない。世界経済の保護主義化、不況期に、アジアでは本書で指摘されているような「限界」を乗り越える努力が、日
本ばかりでなく、NIES¥ASEANの側からも始められている。この点を考えるならば、アジア太平洋地域の経
済発展はつねに外生的に、単一に起こるのではなく、はるかに地域的、内発的に起こり得ることが認められてよいだ
ろう。この場合には世界経済は、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの「三極化」への分化ではなく、アメリカ、ヨーロッ
パ二極と、アジアの諸種間の相互依存関係の展開として構想されうるかもしれない。
いずれにしても、フランスの専門家たちが、最近のアジア太平洋経済の動きと、ヨーロッパとの関係をどう見てい
るか，について、貴重な情報を本書は提供してくれる。
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日仏会館図書室：ニューメディアによる情報サービス

’
1992．11

1．オンライン情報検索サービス

フランスの書誌データベースに電話回線でアクセスするものです。1970年代以降の雑誌記事や会議報告等
の書誌情報その他を検索できます。図瞥室では次のデータ・ベースを中心にサービスを行っています。

作成機関検索できる書誌情報の分野データ・ベース名

QUESTEL

AGRA,AECO

FRANCIS

LOGOS

AFP通信のニュース全文AFP 通 信 社
人文科学、社会科学CNRS/nIIST
政治．社会関係目録：政府刊行物、雑誌、新聞記事、大統領演説の
テキスト、閣議、大統領府、首相、外務省のコミュニケほか

DocumenlationFranffnse

会議、セミナー、展覧会などサクレ原子力研究所
科学技術全般、情報科学CNRS/n､IIST
都 市 計 画 I A U R IFほか

基本料金1,000円(表示3件を含む)，4件目からの表示料金は1件につき300円

DEDONNEES

経 済 ， 商 業 C C I R A P C CI
ル・モンド紙(日刊,1987年以降)の記事全文と索引ル・モンド社
経済、社会、,IS EE

基本料金1,000円(表示2件を含む),3件目からの表示料金は1件につき500円

MEETING

PASCAL

URBAMET

L'EUROPEENNE

DELPHES

MONDE

SPHINX

■■ MINITEL:MINrrELﾄ肥T.Mmilelは端末機の名称。サービスの一例、料金1分200円
ADMITEL行政機関便覧AE電子電話帳AFP-PROAGRA,AECOのMini[el版
ALIR出版情報と書籍の注文ARTS演劇、展覧等の案内CCN雑誌の総合目録
ELECTRE書籍総目録ELIDIALE会社要覧SCRIPTblex,Fax番号
J I T E L

Mmitelを使用する日本国内のフランス関係機関情報／無料

〆一卓早一夕
■P

以上は日私会館会員、臼必脚連学会会員向けサービスです。なお、オンライン捜索以外にもフランスのデ
ータ．ベースを利屑する方法があク蛍すので、詳しいことは図普室蛍でお問い合わせください。

2.JAPONEX;日本関係雑誌記事索引

図書室に1987年以降受け入れた欧文の定期刊行物のなかから日本に関する記事だけを集めた書誌データ．ベ
ースです。パソコンで検索する方法と分類別リスト（季刊）でしらべる方法があります。

料金コピー(A4)1枚40円
3．CD-ROM

Bibliographienadonalefran9aisedepuisl970surCD-ROMバリ国立図書館編纂の全国書誌（更新年4回）

P｡,i,iqueets""'wWgWW｡pnmnid""""""の1988年までのデータ
W;M5.3515BPIduCentreCeorgesPompido,ポンピドー・センター公共情報図瞥館所蔵目録INSEEなどの統計に基づく行政地図作成

CDAtlasdeFrance ロベール．フランス語大辞典のCD-ROM版
Robert61ecponique
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臣1書宝ニユーース

参考資料紹介(18)

IERomtelectrmlique:ensembled'outilsd'aide

alaredactiondetextesfranCaissurdisqueop-

tiquecompactelaboreapartirduGrandRobert

delalanguefranCaisedePaulRobertdanssa

nouvelle"itiondirigeeparAlainRey;travaux

lexicographiquesd'elaborationdudisqueoptique

sousladirectiondeAlainDuval．－1991．-Dic-

tionnairesLeRobert.

長ったらしい書謡己述ですが一言で言えばGrand

RobertのCD-ROM版です。当室では5番目のCD-ROMとして

先日入りました。元々がフランスの辞書ですから広辞

苑のように鳥の声が聞けたり、色が表示されたりとい

った派手さはありませんが、引用文をテーマで探せた

り、綴りがあやしいときはジョーカー機能を使って似

通った単語の一欄表で確かめることができたり、冊子

体にはない便利さは見逃せません。ワープロ時代にふ

さわしい特徴と言えば、この電子辞書をワープロを使

いながら必要なときに呼び出して利用でき竜辞書の記

述をそのままキー操作で取り込めることです。引用文

の数をあげてみますと次のようになります。

Anour2,262Faire6,018Francel,369

Japon54Vrail,221

ただ当室の機械では欧文ワープロしか使えないので日

本語との混在はできませんが、Dos-V対応であれば可能
になるかも知れません。

IAcquisitionsdutrimestrel992,n0.2]

国際貸し出しにはほぼ満足、政府資料の充実を期待

地挽哲也

新聞記者でありながらフランス金融史研究を始めた

のは大学卒業直後、故ブーヴイエ教授の大著「1863-

1882年のクレデイ・リヨネ預金銀行の形成」を入手し

てからである。研究が進み、いざ論文を書こうとした

ところ、さらに糖繊に論証したいところがでてきた。

フランス書の目録などで役立ちそうな研究書は見つか

ったものの入手する手段がなくて困っていた。畏友、

鯨井宇都宮大学教授にたずねたところ日仏会館の国際

貸し出しを利用すればよいとのことだった。こうして

最初の論文が出来上がった。

現在、研究を進めている「クレデイ．モビリェとサ

ヴオワ銀行」では東京近辺の大学で利用させていただ

いた本は数冊にすぎず、もっぱら国際貸し出しを利用

している。今年中には第一次草稿が出来上がりそうで
ある。

次のテーマである一九世紀末から二○世紀初頭にか

けての英仏金融協力（実際には金本位制維持のために
フランス銀行はライヒスバンクほど協力していない一

方で高正算貨準備を保有している）についてはフラン
スでの研究が遅れていることもあり、なかなか文献が
見当たらない。特にラテン通貨同盟についての政府資
料は全く入手できなかったのは残念である。いずれは
フランス銀行などを見に現地にいかなければならなく
なりそうだが、国際貸し出しを通じて問題を煮つめて
おきたい。

（じびきてつや）

IAcqllisitionsdllirimesLrcl992,｢10.ll
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☆データベースFRANCISの即-m朋励f近々 入ります

FRANCISはCNRSの学術梢報センターが作成する雑誌を

中心とした記事索引のデータベースです。分野は，考

古学，先史，美術史，哲学，言語学，文学研究，宗教
学，科学史，社会学，民族学，教育学，行政，情報科
学の法律，地理学，ラテンアメリカ，健簾，経済学，
経営，エネルギー経済などで，主にヨーロッパの主要

な学術雑誌，会議録等の記事(蛎芯80%，図書15%，灰
色文献5％）です。

原資料の発行地はヨーロッパ，73％（内フランス2
6%）；北アメリカ；22％；その他，5%・原資料の言語は
フランス語，32％；英語，35％；ドイツ語,12%;イタリ
ア語，5％；その他,16%(FRANCIS利用マニュアル1988
より。）

なお,FRANCISには一部を除いて1972年以降の記事索
引が入っており，図書室からオンラインでアクセスす
ることができます。（参照:FRANCISによる文献検索体
験記：美術史研究の場合，藤原直子，本誌,1990,No
s、3-4,p.43-45.）

このデータベースのCD-RON版が近々入ります。収録
データは1984-1990年に索引化されたもので，検索方式
は検索式を考えないで済むという点でオンラインより
も易しくなっています。[1992.12.1

駅州CISによる文献検索体験記、美術史研究の場合

藤原直子

日仏会鯨図書室でアクセスできるフランスのデータ

ベースのひとつ、人文系のFR州CISで検索した結果を

報告します。

よく言われるように、データベースの検索ではキー
ワードの選択が要であり、得られる結果におおいに関
係してくるので、私の(失敗)体験から、皆轍《よりよ
くこのデータベースを利用できるよう、参考までに、
ポイントをいくつか記してみたいと思います。
最初に、検索の前に、探している‘燗報のキーワード、
発表年代(ただし1973年以降)、使用言語、文献の種類
などを決めておきます。
さて、問題のキーワードです。私の場合、西方中世

¥WM"WiX";[ecyc'edesm｡is)る特殊な主題（LcsTravauxdesmois；I“OccupationsdesmOis；LeCycledesmois）を

専門にしております。あれはこう表現するんだなと何

の疑問もなく覚えて使っていた専門用語をキーワード

にして検索したら、回答ゼロ。そこで、より一般的な

キーワードをいくつか組み合わせて検索することにな

りました。常々 接している文献の用語が使えないのに

は初めはとまどいました。操作は係りの方に任せきり

ですが、ll苛々 傍らに赴き、相談しながら検索を進めま

す。キーワードがまずいとゼロ回答ですから係りの方
と知恵を出し合ってこの剣関を突破しなければなりま

せん。

私の検索では、まず大前提として、分野をREPER-

TOIRED'ARTと定めました。最初にImNOGRAPIIIEと

いう大きな集合を作り、第2,第3の集合SAISONS,ZO-

DIAQUEをつくりました。こうしておいて、ICONOGRA-

PIIIEという集合から、キーワードSAISONS,ZODIAQUE

のいずれかを併せ持つ第4の集合をつくりました。こ

の梛皆でデータは90件あります。これをさらにART

DUNOYENAGEで絞り、42件となりました。

件数が多くて少しづつデータを出したい場合は、年

代の古い順に10件とか、言語をフランス語に限るとか、

シンプルな選択にした方が良いでしょう。私の場合

は、今回はSCULPTURE、次回はENLUMINUREと、内容

で小分けしましたが、当然ながらダブリが生じてしま

い、後でダブリを取り除くのに苦労する羽目になって

しまいました。

得られたデータの価値は非常に高く、有効なもので

した。探し出されてきた文献は、文献から文献への照

会の連続ででも見つけられなかった文献がほとんどで

した。これは、おそらく、私が1960年代止まりの文献

で右往左往していたからでしょう。

ここで肝心の料金のことを記しておかねばなりませ

ん。会館図書室では、FRANCISは1件、著者．文献名．

(フランスの）所蔵図書館名の基本形で、300円。さら

にキーワード、抄録をつけると500円で、少々高く

なりますが、キーワードがついていると、次回の検索

の参考になりますし、抄録があると当該の文献を手に

入れるまでのあいだ、これだけで立派なデータになり

ます。人によって色々事情は異なると思いますが、一

度ためしてみる価値はおおいにあります。

最後にひとこと。キーワードの設定にはかなりII寺問

がかかりますので、検索は時間的に余裕のあるときが

よろしいかと思います。（ふじわらなおこ）

{Acquisitionsdlllrimestrel990,nos.3-41
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CDAtlaSdeFrance

金子秀

日仏会館図書室に新しく入ったCD-ROM、CDAtlas

deFranceをご紹介します。

このCD-ROMは、行政のさまざまな数値データを

検索できるだけではなく、検索したデータを地図上に

グラフ化する機能を持っています。収録されたデータ

の分野は人口、教育、社会と文化、凧川と企業、農業

と地方、産業、旅行などがあり、教育学、社会学、経

営学、地理学を専攻する方にもっとも有用でしょう。

また、一度検索したデータは行政区分を切り替えるだ

けで県別のみならず、地方、コンミューン、カントン

別などに自動的に囮き換えてくれます。最初から始め

る必要はありません。こうして細かくなったデータも、

あるいは地方別に広げたデータも、それぞれ地図上に

表示します。また異なるデータをふたつ垂ねてグラフ

化できます。災するに、このソフトはフランス全体の

状態が一目で分かるように視覚化してくれます。

ところで、雇川や失業、移民労働は、今日、あらゆ

る分野の研究活動に必要な要素となっておりますが、

こうした頂目のデータをひとつひとつ地図上に表示で

きるだけでなく、産業・アルチザン・商業別、男女別

に表示するのも可能です。たとえば、ローヌ．アルプ

地域へのアルジェリアからの移民労働者の数も正確に

把捌することができます。ただ、これらのデータは

1982年頃に作成されたデータであり、また、デ宇夕の

出所がINSEE、その他をベースにしていますが、デー

タ・ソースを正確に明示しないのが欠点です。項目に

よっては，地方別，県別のデータはあるが，それより

MIIかい行政区分になると供給できないものもあって，

データ趾の少ないのが惜しまれます。
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《L

とはいえ、データを抽出するために様々 のファクタ
ーを紐み合わせることによって、フランスの現状を視
覚化して把握できるところに最大の僻徴があります。
ぜひ、一度、このCDAllasdeFranccを日仏会il.I図

瞥室で動かしてみてください。

(かねこしげる埼玉大学経淡学部諦師）

Tﾂ2羽

繍蝿蕊

蟻蕊

じこ

RLE[侭I〔Iqに

図はアルジェリア人の数を県別に示しています｡指概､データ．
ソースの位囮は実際の印刷では異なり堂す。印刷ソフトが当室
のプリンターと適合していないので今一つというところです。
専川ソフトを紺み込めばあるいはもう少しよくなるかも知れません。

（図ﾛ睦注）

ー － －坐
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1990/91年ﾉ套才舌重力幸辰告

本年度に、日仏経済学会は次のような活動を行った。
（1）研究会及び講演会の開催
1990年6月19B(火）午後6時30分（於日仏会館会議室）
ジヤン・マリー・デイナン（フランス銀行）
「ヨーロッパ通貨連合の焦点」

1990年6月28日（木）午後6時30分（於日仏会館会議室）
ジャック・マゴー（リヨン第二大学教授）
「日常生活と人間関係：日仏の企業を比較して」

1990年7月9日（月）午後6時30分（於日仏会館会議室）
ジャック｡A・ブニクール（第三世界環境開発民間研究組織事務局長）
「アフリカでの開発と環境問題」

1990年10月6日（土）午後2－5時（於早稲田大学3号館第一会議室）
日仏経済学会秋季大会（内容は本号収録）

平野泰朗（福岡県立社会保育短期大学）
「戦後日本における賃労働関係の変容」

アラン・リピエッツ(CEPREMAP)
「21世紀初頭の資本一賃労働関係」

1990年10月18B(木）午後6時30分（於日仏会館会議室）
ジェラール・カレ（カレ・ノワール社長）
「シンボル、情報化社会のベース」

1990年11月2日（金）午後6時30分（於日仏会館会議室）
フランソワ・アンロ（コンバニー・バンケール）
「明日のヨーロッパにおける金融-EC金融統合をひかえて」

1991年2月13日（水）午後6時30分（於日仏会館会議室）
ジャン・エスマン（国立政治学院）
「日本企業にとっての国内競合と国際競争力との関係」

1991年9月25日（水)-27日（金)(於マルセーユ市社会科学高等研
究院マルセーユ分院）
日仏会館主催第6回日仏学術シンポジウム参加、日仏会館主催
「TempsLibLE、Loisil･、Toul、isme」
本学会より、西川潤（早稲田大学）、勝俣誠（明治学院大学）、筆法康之
（立正大学）、廣田功（東京大学）が参加、報告･

1991年10月10::WWT":""L):6"""*"2日（土）（於ローヌ・工，アルブ地方のラフレイ、G1、andHoteldllL'acLaffrey）日仏会館主催第6回日仏学術シンポジウム参加、日仏経済学会↓応用経済数
理"MMWwMT'｡'@'｡｡"｡第一大学共催の第4回日仏経済学会議「AccumulationducapitaletInodes
(iel、egulation」
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1990年度日仏経済学会会計報告

（1990年4日1日-1991年3月31日）
本学会より、平田清明（神奈川大学）、井上泰夫（名古屋市立大学）、

植村博恭（茨城大学）、清水耕一（岡山大学）、都留康（一橋大学）、西川潤
（早稲田大学）、花田昌宣（バリ東洋語学院）、筆法康之（立正大学）、
平野泰朗（福岡県立社会保育短期大学）、宮川中民（竜谷大学）、
山田鋭夫（名古屋大学）の11名が参加、報告。

、

1991年10月14日（月）午前9時30分－12時30分（於1ノヨン市
ローヌ・工・アルブ地方庁講堂）

ローヌ･工・アノけブ地方庁主催「日本経済をどう見るか」で、平田清明、
井上泰夫、清水耕一、西川渦、花田昌宣の5名がレイモン・バール元首相の司
会により講演。聴衆は約350名の経済・金融界の人々。

《-一般会計》

支出

会合・懇籾会費
交通・通信費
駆務費

躯業会計への繰入れ

収入

前期繰越
会醤（那価振勝分）
会費（大会当日納入分）
懇親会費（会員支払分）
早大総会・懇親会揃助費

日仏会鮒寄付
会員寄付

凹通頭金利子収入

112,

67，

22，

250,

102

475

123

OOO

252，977

412,OOO

28,OOO

20,OOO
60,OOO

39.340

20,OOO

4，387

451,700小計

次期繰越

手元現金53 ，
普通預金34 ，
郵便振替口座預金 2 9 7 ，

726

158

120

836,704計

991年10月24日（木）午後6時30分－8時（於日仏会館会議室）
クリスチャン・シュミット（パリ第9大学教授）

「戦争と経済一軍備と軍縮」

1

385,004小計

計 836．704
（2）総会の開催

1990年10月6日（土）午後1－2時（於早稲田大学3号館第一会議室）
この総会で1989/90年ど活動報告、会計報告を承認した。新人会員を
加えた会員リストは本号に付せられている。

《率業会計》

支出
収入

前期繰越
一般会計より繰込み
利子収入

Bulletm13号

通訳・翻訳料等

０
０

０
０

０
０

０
９

６
０

７
０

２
１

９
０
５

４
０
８

５
０
８

、
、
０

４
０
６

６
５

５
２

（3）出版

『BULLETIN』第13号「フランス大革命200周年記念大会報告」「
1989年日仏経済学会パリ・セミナー報告」を1990年11月に発行した。
現在、上記第6回日仏学術シンポジウム参加のマルセーユ及びラフレイ会議の議事録を編纂中である。

小計 376,OOO一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

821，434
計

次期繰越

手元現金

普通預金

定期預金

833

911

690

66，

377，
《頭貯金資産》（4）フランス側の動き

1991年10月15日（火）午前10-12時にパリの応用経済数理･研究所
にフランスの日本経済研究者約30名が集まり、第4回日仏経済学会議に参加
した日仏経済学会代表団（団長は平田清明教授）と懇談会をもった。その席上
で、フランスでの仏日経済学会設立の必要性が強調され、次の人々を世話人として準備会が発足することになった。

D1･.PierreGrou(Universite(1el'a7､isX-Nantel､re)
Dr・EveIyneLeclerc(EcoleduCommercedeLyon）
Dr・jacques、laussaud(､l¥poniOeXienso,Poitiers)
Dr・U!｣!Rpegaucier(Unlvers!ted'OriginS)

事務局はDr・GerarddeBernis・Directe(II､、ISNEA、11.I､uePiel､reetHarieCurie,Paris75005.

準備会では設立準備作業としてフランスの日本経済研究者のリストアップと
業績、専門等のカード作りを始めており、日本側でも同様のデータバンク作成要請している。日仏経済学会でもこれに協力して会員の方々に対してアンケートを行い、データを整備することを考えている。

小計 445，434一般会計

手元現金

普通預金
郵便振替口座預金

72 6

1 5 8

120

０
９
●

３
４
７

５
３
９２

計 821，434
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385,004
小計

事業会計
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日イ:ム 径 蕾 亭全会貝Ij

第1条本会は、日仏経済学会(laSocietefranco-japonaisedesSciencesEconomiqucs)と{"

し、これを日仏会館に設ける。

第2条本会は、同一の目的を有するフランスの猪機関との協力のもとに、日仏間の経済学の交流を

促進することを目的とする。

第3条本会は、前条の目的を達成するために、次の躯業を行なう。

イ）フランスの経済学者を日本に受け入れ、また、日本の経済学者をフランスに派辿､j-るこ

とにつき斡旋・協力し、並びに両国間における経済学研究者の交換を助成すること。

ロ）フランスの重要な経済学文献の日本訳を促進し、必要に応じてこれを援助すること‘，

ハ）日本の重要な文献のフランス訳を促進し、必要に応じてこれを援助すること。

二）刊行物、特に主要な経済学または経済学誌を通じて、日仏両国における経済学説並びに
経済の動向に関する相互の理解を深めること。

ホ）両国相互の経済並びにけいざいが〈文献の整備、特に両国のビプリオテクの整附にかん
し、適切な措置を諾ずることにつとめ、かつ、これを促進すること。

へ）その他本会の目的に適する事業。

第4条本会の事務所に、東京都千代田区神田駿河台2丁目3番地日仏会館内に園く。
第5条本会は次に定める会員をもってこれを構成する。

イ）正会員：本会の事業に実際に参加協力するもの。

ロ）賛助会員：本会に対し糟神的または物質的な支持を与える者のうちから選ばれた者‘，
ﾊ)名誉会員:日仏両国間の経済学の交流にとくに寄与した者のうちから選ばれた者｡

第6条本会の目的に賛同するものは、正会員となることを求めることができる。
この謂求は正会員1名の推駕により、理甑会の承認を経なければならない。
名誉会員または賛助会員の資格は、理事会がこれを与える。但し、どの資格は本人の,司懲が
なければ確定しない。

－136－

■ ■■■■■F－－－－一

第7条会費は次のように定める。

正会員年額4，000円

賛助会員自然人の墹合年額5，000円

法人の場合年額5，000円以上

名誉会員は会費を納めることを要しない。

第8条会員に重大な溌務迩反がある場合には、理駆会の決定によって、この者を本会から除名.する

ことができる。この者の意鍵があるときは、この決定は総会の承認を得なければならない。

第9条会長は、理事会において理事の中から互選され、本会の事業を統率し、本会を代表する。

第lO条a・理事会は、若干の理事をもって構成され、総会により選挙される。理事会は本会の難拐

を執行する。

理事の任期は2年とする。

第lO条b・会計監査のために、監査役を設けることができる。監査役は総会によって選任される。

第11条会長は、名誉会員のうちから顧問を委嘱することができる。

顧問は、会長の綱求により、理事会に対して意見を述べることを職務とする。

第’2条会長は、本会の発展のために特に功労のあった者に、総会の議を経て、名誉会長の称･¥を

おくることができる。

第13条総会は、正会員の全員をもって構成する。正式に召集された会員の3分の1が出席し、ま

た は、代理されているときは、総会は有効に決畿することができる。

総会は少なくとも年1回召集され、理事会の報告を聞き、必要な場合には理事を選挙し、

本会

第13条この

るこ

の事業について決蟻する。

会則は、出席者および代理されている会員の3分の2の多数で、総会がこ・れを変史す

とができる。
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日仏経済学会役員

（1992年12月-1994年11月）

投 稿 規 定
’

本BULLETINへの投稿は、原則として会員によるものとする。

論文の投稿分量は、原則として横書き200字詰め原稿用紙80枚以内とする（図表を含む）
使用言語は日．仏語いずれでもよい。

1．

●
●
●

２
３
４

I

会 長 岡山隆

タイプまたはワード・プロセッサーによって作成された完成原稿であるものとする。
1）原稿と同時にフロッピー・ディスクを送付されたい（作成ワープロ・パソコンの使用機種は
問わない)。編集はNECパソコン98シリーズにより、ワープロは「一太郎」を使用する。

｡，、¥些唐＝'…刈蛎'7､南無lデ印字する。上下左右に30ミリ程度の余白を設け、1行文字数45字、

理事 ●Ａ
長
河
木
小

アンドルエ

部重康

野健二

崎喜代治

金芳弘

本慶一

水貞俊

2）送付原稿はB4版の用紙に印字する。上~卜丘ｾﾚー ｡uミソ曄辱…

1頁行数40行とする（既発行のBULLETINを参考)。
これを81％縮小コピーしてBULLETmに掲載する場合もある。

別紙に仏文の表題を書き添えること。
延童甦寺,7､埋読可霄は、編集委員会にて決定する。

坂
清

5．別紙に仏文の表題を昔i

6．投稿論文の掲載可否は、

諏 訪 貞 夫

高橋彰

津田内匠
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西 川 潤

新 田 俊 二

林 雄 二 郎

菱山泉

平田清明
堀 川 士良

山岡春夫

山田鋭夫

監査 溝川喜一

西川潤

鈴木宏昌
八木尚志

事務局
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1993年6月10日

発行日仏経済学会
代表者岡山隆

編集責任者西川潤

連絡先：〒169-50東京都新宿区西早稲田1-6-1
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